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JSA̶2010年度 年次報告書

1990年、日本政府は、IMF加盟国のマク
ロ経済及び構造調整プログラムの策定、実施、
維持機能強化のために IMFが行う技術支援に
対して資金的支援を行うことに合意した。そ
れ以来今日まで、日本は IMFの技術支援及
び研修活動に対する最大の拠出国である。 こ
れに加え、日本は2つの奨学金プログラムと
IMFのアジア太平洋地域事務所による特定の
活動に対しても資金支援を行っている。

2010年4月まで、日本の拠出は、特定活動
にかかる日本管理勘定、及び博士号取得のた
めの日本̶IMF奨学金勘定を通じて行われて
きた。2010年4月、IMF理事会は、外部資金
管理のための新規枠組みアカウント（SFA）1

の下、新たに特定活動にかかる日本管理勘定
(JSA)をサブアカウントとして設けることを
承認した。このことにより、日本は、影響力
が大きく認知度の高い包括的な技術支援プロ
グラムに対して資金支援を行うと同時に、ま
た各種経費に関してさらに透明性の高い報告
を提供をすることが可能となった。この新し
い JSAは、日本によるキャパシティ・ビルデ
ィングへの資金提供をすでに開始しているが、
従来の特定活動にかかる日本管理勘定につい
ても、現在実施中のプロジェクトが完了する
までは維持される。以降、「JSA」とは、従来
の特定活動にかかる日本管理勘定及び新たな
制度における特定活動にかかる日本管理勘定
の双方を意味する。

この報告書では、IMFとその活動、特にそ

1 新規枠組みについては、 http://www.imf.org/external/
np/pp/eng/2009/030409.pdf を、新規枠組み下での日本サ
ブアカウントの設立については、http://www.imf.org/ exter-
nal/np/pp/eng/2010/040510.pdf を参照のこと。

の技術支援活動について最初に紹介する。 さ
らに、JSAの範囲及び目的、技術支援の規模
及び利用状況、並びに、技術支援活動及び奨
学金プログラムに対する評価を、2010年度の
活動に焦点を絞って詳しく説明する。2

IMF̶目的と活動

IMFは、現在187の加盟国から構成されて
おり 33、国際的な資金協力、為替の安定、秩
序ある為替取極の促進、国際収支困難に陥っ
た国への短期的な資金支援、そして持続可能
な経済成長の促進を目的として1946年に設立
された。これらの目的を達成するため、IMF
はサーベイランス、金融支援、技術支援とい
う3つの機能を果たしている。

サーベイランスとは、IMFが加盟国との政
策対話を維持しつつ、各国及び世界のマクロ
経済状況について評価を行うプロセスである。
IMFは定期的に、加盟国の為替レート政策に
ついて、4条コンサルテーションとして知られ
る経済政策の全体的枠組みにおいて評価を行
っている。IMFは、さらに多角的なサーベイ
ランス活動も実施しており、その結果の概要
については、「世界経済見通し」（年2回発行）
及び「国際金融安定性報告書」（年2回発行）
に掲載される。

2 本報告書でいう年度は、IMFの会計年度を意味する。
IMFの会計年度は5月1日から4月30日であり、本報告書
は、2009年5月1日から2010年4月30日の活動を取り扱う。
2000年度～ 2009年度の報告書は、IMFのURL：www.
imf.org/external/pubs/ft/ta/index.asp.において閲覧可能で
ある。
3 新規枠組みについては、 http://www.imf.org/external/
np/pp/eng/2009/030409.pdf を、新規枠組み下での日本サ
ブアカウントの設立については、http://www.imf.org/ exter-
nal/np/pp/eng/2010/040510.pdf を参照のこと。
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財政政策及び管理
租税政策 
租税及び関税行政 
歳出政策 
予算編成及び歳出管理 
財政管理 
財政の地方分権
マクロ経済統計及び金融統計
複数部門の統計 
国際収支及び対外債務統計 
政府財務統計 
通貨・金融統計 
国民経済計算及び物価統計 
データ公表基準

金融政策及び金融システム
中央銀行業務及び通貨体制 
通貨及び為替政策の運用、公的債務の管理
通貨、国債及び外国為替市場に特に重点を置い
た金融市場開発
為替システム及び通貨交換性 
決済システム 
銀行監督及び規制 
銀行再編及び銀行のセーフティネットの整備
マネーロンダリング対策／テロ資金対策(AML/
CFT)

Box 1：IMFの技術支援における中心的分野

は、財政政策・運営、金融政策や財政システム、
マクロ経済統計、及び金融統計など、IMFが
専門とする分野に提供される。IMFによる技
術支援の中心的分野については、後述のBox 
1に示すリストを参照願いたい 5。

IMFの技術支援：需要と供給

IMFの技術支援は、1960年代はじめにアフ
リカとアジアの新興独立国の要請を受けて実
施したのが最初である。1980年代半ばまでに、
技術支援に投入される資源は大幅に増えた。
さらに、IMFの加盟国の増加と世界中の多く
の国が市場経済へ移行するのに伴い、IMFの
技術支援活動は1990年代初めに急速に拡大
するに至った。1990年代末には、経済危機の
影響を受けた国に対して相当の技術支援の資

5 IMFの技術支援に関する追加情報は、www.imf.org/ex-
ternal/np/exr/facts/tech.htm.を参照。

金融支援とは、国際収支困難にある加盟国
が、金融及びマクロ経済における安定、さら
に持続可能な経済成長に必要な状況を回復で
きるよう支援するための融資である。IMFが
提供する金融支援により、これらの国におい
ては、貿易上の制限を実施することなく、外
貨準備の再構築、通貨の安定化、輸入に対
する継続的支払いを行うことが可能となる。
IMFは様々な形態により、加盟国に対して支
援を提供している。これには、低所得国に対
する譲許的支援及び債務削減が含まれる 4。

技術支援とは、加盟国における人的・組織
的能力の強化、効果的なマクロ経済及び構造
的政策の策定・実施を支援する目的で IMFが
提供する専門知識及び研修である。技術支援

4 IMFの金融支援プログラムに関するさらに詳しい情報につい
ては、URL: www.imf.org/external/np/exr/facts/howlend.
htmを参照。
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はじめに

源を拠出し、紛争から回復しつつある国のニ
ーズを満たす必要性が生じたため、その需要
はさらに高まった。

何年にもわたり、IMFの技術支援プログラ
ムは、多くの新たなイニシアティブに応じる
ことが求められ、これらは、IMFの資金に対
する需要を全体的に変えるものであった。こ
のような進化の一端として、IMFの資金は各
国における、マネーロンダリング対策及びテ
ロ資金対策（AML/CFT）に向けた能力強化
への取り組み、金融、財政及び統計の管理
に関する国際的な基準・規範の採用及び遵守、
低所得国における貧困削減策の策定・実施、
並びに重債務貧困国（HIPC）における債務
削減プログラムの策定・運営及び貧困削減の
ための支出を効果的に追跡するための歳出管
理強化などの支援に充てられてきた。

IMFの技術支援は、主に財政局、金融資本
市場局、統計局、及び法律局よって実施され
るが、技術支援に関する総合的な施策方針及
び同支援の調整については、技術支援管理室
（OTM）が IMFの他の部局と協議の上で対処
している。 また、当分野における IMFの業
務に関する外的資金の調達及び管理も、OTM
が担当している。

技術支援は様々な形態で実施される。IMF
が本部からスタッフを加盟国に派遣し、特定
の問題について政府関係者に助言を行う形態
のほか、短期・長期専門家を派遣する場合も
ある。研修は、基本的には IMF研修所が、本
部、各受益国、及び地域研修機関 6において

6 IMFが他のドナー及びホスト国政府と共同スポンサーになって
いる地域研修機関 /プログラムは次の7件である：オーストリア
のウィーン研修所、シンガポールのIMFシンガポール地域研修
所、アラブ首長国連邦・アブダビにおけるIMF̶アラブ通貨

実施する。2010年度に JSA出資により IMFが
実施した研修の詳細については、Box 2を参
照されたい。

1993年以降、IMFが地域技術支援センタ
ー（RTAC）を通じて行っている技術支援
は徐々に増加している。現在、計7カ所の
RTACが機能しており、直近では、2009年6
月にグアテマラのグアテマラシティに中米・
パナマ・ドミニカ共和国地域技術支援センタ
ー（CAPTAC-DR）が開設されている 7。技術
支援のこうした地域主導アプローチの経験は
非常に積極的に活かされており、IMFは近い
将来、アフリカに2カ所、中央アジアに1カ
所、計3カ所の地域事務所を新たに設置する
計画である。IMFは、加盟国に対する技術支
援活動及び研修に年間運営予算の25％を直接
拠出している。技術支援の大部分は IMF独自
の財源で行われているが、この数年は、特に、
TA分野において二国間ベース及び国際機関を
通じたマルチベースでの外部資金が増加して
いる。2010年度においては、こうした外部資
金が、現地で実施される技術支援の3分の2

基金地域研修プログラム、チュニジア･チュニスにおけるアフリ
カ合同パートナーシップ、中国・大連における中国̶IMF合
同研修プログラム、ブラジル･ブラジリアにおけるラテンアメリカ
合同地域研修センター及びインド・プネにおけるインド̶IMF合
同研修プログラム。
7 7カ所の地域技術支援センターとは、3カ所のアフリカ地域技
術センター（ガボンのリブレビルを拠点とする中央AFRITAC、
タンザニアのダルエスサラームを拠点とする東AFRITAC、マ
リのバマコを拠点とする西AFRITAC）、グアテマラのグア
テマラシティを拠点とする中米・パナマ・ドミニカ共和国地域
技術センター（CAPTAC-DR）、バルバドスのブリッジタウン
を拠点とするカリブ地域技術支援センター（CARTAC）、レ
バノンのベイルートを拠点とする中東地域技術支援センター
（METAC）、フィジーのスバを拠点とする太平洋金融技術協
力センター（PFTAC）である。
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長年にわたり、IMF研修所のカリキュラム
ではマクロ金融リンケージに重点が置かれてき
た。昨今の世界経済危機、及びそれに関連す
る世界の金融システムの回復力強化に関する政
策議論において、危機後のマクロ経済や金融の
全体状況に十分に対応できるカリキュラムを提
供することの重要性が指摘されてきた。IMFの
シンガポール地域研修所（STI）は、アジア太
平洋地域の新興市場経済の成熟度の高まりを受
け、こうした観点から域内のニーズに適応した
カリキュラムを提供することに特に配慮してい
る。こうした課題に対処するため、最近のSTI
のカリキュラムは実務的な研修に力点を置き続
けており、論理的説明をケーススタディやワー
クショップにおける実際の経験と組み合わせた
内容となっている。IMFの研修プログラムとし
てのSTIに対する JSAの資金支援は、アジア太
平洋地域の加盟国のニーズに応える研修の提供
を目指した取り組みを支える上で、重要な役割
を果たしている。JSAは、STIに派遣されてい
る2名の長期専門家の経費について、長年にわ

たる資金支援を行っている。
STIのカリキュラムは、マクロ金融分野にお

ける研修ニーズに様々な方法で対応している 1。
カリキュラムの常設コースでは、経済政策立案
ツールとしての金融分析技術、金融デリバティ
ブや金融の証券化がもたらす課題への対応、ミ
クロ／マクロ・プルデンシャル規制の役割など
に重点を置いている。金融市場分析に関するコ
ースのほか、さらに高度な金融市場や新たな金
融商品に関するコースも約10年前から導入され
ており、金融市場の変化に応じてその都度内容
が見直されてきている。最近では、これらに加
えて住宅ローン市場、証券化、ストラクチャー
ド・ファイナンスなどのコースが用意されてい
る。
これらのコースと併せて、様々なマクロ政策
のコースが設けられている。従来からの、通貨・

1 このBoxで紹介したコース及び IMF研修所カリキュラ
ムのその他のコースの詳細については、IMF研修所の
URL：http://www.imf.org/external/np/ins/ english/
index.htmを参照。

Box 2：IMF研修所カリキュラムのアジアのニーズへの対応

を超えている 8。近年二国間ベースもしくは国
際機関を通じたマルチベースの資金提供がか
なり増加しているが、依然として日本は外部
資金の最大拠出国の一つである。2010年度に
おける JSAの拠出は、外部資金全体の4分の
１近くにまで達し、現地において提供される
IMFの技術支援の7分の1以上を占めている。
2000年度から2010年度までの IMFの能力強
化に占める JSAの割合は図1のとおりである。

8 技術支援に関するIMF本部での活動（例えば、本部での
技術支援、政策立案・研究、評価、管理、運営など）は、
IMF独自の財源でまかなわれている。

JSAが支援する活動

拠出額の水準

1990年以降、日本は合計約3億5,200万ド
ルの拠出を行っており、そのうち、3億2,100
万ドルは技術支援プロジェクト及びプログラ
ム並びにアジア太平洋地域事務所の活動に、
そして3,100万ドルはアジア奨学金プログラム
に充てられている。これに加えて、1996年以
降、日本は博士号取得のための奨学金プログ
ラムにも約2,100万ドルの貢献を行っている。
1990年度から2010年度までの技術支援、そ
して2つの奨学金プログラムへの年間支援額
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為替政策、マクロ経済運営、金融セクターの課
題などに関するコースでは、通貨・金融の安定
化のためのマクロな枠組みの設計に重点が置か
れている。一方、比較的新しい、金融安定化
のための経済政策のコースでは、昨今の金融危
機における教訓が模索されており、マクロ経済
的要因とその帰結、金融市場や銀行システムの
ストレスに対する政策対応などが議論されてい
る。

STIのプログラムでは、通貨・金融セクター
の課題をさらに深く掘り下げる専門的なコース
が開設されており、金融健全性指標、リスクベ
ースの監督、問題を抱える銀行のための有効な
法的枠組みの設計、中央銀行業務及び金融セ
クターの法的枠組みになどがテーマとされてい
る。さらに、金融セクターにおいて重要な役割
を担う統計の枠組みについても、様々なコース
が開設されている。
マクロ経済コースは、ファイナンシャルプロ

グラミング・金融政策のような長く続くコース
や、比較的新しいマクロ経済診断などを幅広く
含んでいるが、これらのコースの中でもマクロ

の金融の結びつきに注目し、公的債務と対外債
務の持続可能性のような、密接に関連する課題
を取り上げている。

IMF研修所は、カリキュラムの作成に際して、
IMFの他部局、加盟国、関係機関（アジア開
発銀行、国際決済銀行、東南アジア中央銀行
研修所など）からのインプットを大いに参考に
している。2010年1月、STIは、各国の中央銀
行と財務省所属の職員研修担当の幹部職員を対
象とする地域レベルの会合を開催した。この会
合には在シンガポール日本大使館の幹部職員も
出席したが、その協議では、研修プログラム全
般の重要性の向上、特に、変化するニーズにい
かに適応してきたかがテーマとなった。
各国の参加者は、STIにおける研修テーマで
より多く取り上げるべきと考える分野、すなわ
ち金融セクターにおける分析・政策立案に関わ
るテーマなどについて、重要なインプットを提
供した。この会合は、STIの研修活動に対する
日本の支援の認知度を高める貴重な機会となっ
た。

は表1のとおりである。図2は、JSAの下での
技術支援に対する年間拠出額の推移を示して
いる。

日本―IMFコンサルテーション 
（年次協議）

IMFと日本政府は、定期的にコンサルテー
ション（年次協議）を行っており、最近では
2010年4月に正式会合が開かれた。コンサル
テーションでは、(i)JSAの出資により提供さ
れる支援の実効性、(ii)JSAが今会計年度及び
次年度に重点を置く地域・領域、(iii)プロジ
ェクトのコスト見積もり、(iv)日本の JSAへ

の拠出見通し、(v)日本政府と IMFが視察を
行う相手国、(vi)今後起こり得る問題点が協
議される。さらに、このコンサルテーションは、
IMFの技術支援プログラム全般について協議
する場を提供している。また、IMFのスタッ
フが適宜来日し、JSA及び関連する問題につ
いて日本政府と詳細な協議を行う。

活動範囲

日本は、4つの活動分野に対してグラント
で資金を拠出している。最も多くの資金が投
入されているのが、IMFの加盟国に対する技
術支援とその関連活動である。1997年以降日
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本は、東京に設置された IMFアジア太平洋地
域事務所が実施する、アジア太平洋地域にお
ける IMFの特定の活動に対して支援を提供し
ている。また、日本政府は2つの奨学金プロ
グラムにもグラントによる支援を行っている。
一つは、「日本―IMFアジア奨学金プログラ
ム」（�e Japan-IMF Scholarship Program for 
Asia）であり、もう一つは、「博士号取得の
ための日本・IMF奨学金プログラム」（�e 
Japan-IMF Scholarship Program for Advanced 
Studies）である。

技術支援及び関連活動

JSAの資金は、柔軟に運用され、短期及び
長期の技術支援専門家の経費と、セミナーや

ワークショップ実施の経費に充てられる。さ
らに、2010年4月以降 JSAの資金は、SFAの
枠組みの下、IMF本部によるプロジェクトの
品質管理や運営、及び診断的ミッションに
伴う経費にも充てられており、規模の大きな
プログラムに基づいた技術支援・介入に優先
的に使われている。また、JSAの資金が使わ
れる専門家は日本人に限定されてはいないが、
可能な限り日本人専門家の採用も考慮されて
いる。日本政府はアジア太平洋地域及び中央
アジアにおける技術支援への拠出に重点を置
いているが、JSAは世界のすべての地域にお
ける技術支援を対象としている。また、日本
政府は、IMFの技術支援方針との整合性を図
り、経済改革の実施に積極的で、かつ、良好
なトラックレコードを築いている国を優先的
に支援している。
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JSAが支援する活動

表1．日本のJSAへの拠出状況（1990年度～2010年度）
（年間、百万米ドル）

 

1990–
2000年
度

2001 
年度

2002 
年度

2003 
年度

2004 
年度

2005 
年度

2006 
年度

2007 
年度

2008 
年度

2009 
年度

2010 
年度

1990–
2010 
年度合計

JSA 138.5 15.1 25.0 25.5 20.4 20.8 22.1 19.3 18.2 20.9 7.8 333.7 
技術支援 1

131.9 13.7 22.6 22.8 17.6 18.3 19.4 16.9 15.6 18.6 7.3 304.8 
日本・IMFアジア奨学金 
プログラム 6.6 1.4 2.3 2.7 2.7 2.6 2.7 2.4 2.6 2.3 1.0 28.9 

博士号取得のための日本・
IMF奨学金プログラム 5.6 1.4 1.4 1.5 1.5 1.5 1.6 1.5 1.5 1.6 0.1 19.3 

JSA-SFA 19.1 19.1 
技術支援 1 15.4 15.4 
日本・IMFアジア奨学金 
プログラム 2.3 2.3 
博士号取得のための日本・

IMF奨学金プログラム 1.4 1.4
1アジア太平洋地域事務所の活動に対する支援を含む。

とることになる。また、このプログラムは、1
カ国以上、及び１つ以上の技術支援によって、
最長で3年間実施される。キャパシティ・ビ
ルディングには時間を要するため、これらの
プログラムによりアプローチする事で、受益
国に対してこれまで以上に実質的な影響と確
固たる成果をもたらし、ドナー国としての日
本の認知度が高まることが期待されてる。こ
のプログラムによるアプローチでは、IMFは、
専門家や IMFスタッフの専門知識を最大限に
活用した、より包括的な技術支援計画を、関
係国に対して策定することが可能となる。

JSAの技術支援プログラムは、低所得及び
低・中所得国が成長推進政策を実施する上
で必要な制度や能力の強化を支援することに
主な重点を置いている。支援対象分野では、
IMFの技術支援における優先順位を反映した
形で JSA資金が活用される。 Box 3からBox 6
では、JSAが支援する活動の成功事例を紹介
する。

2010年度、JSAは、特定のプログラムに
対する資金支援を開始した。これらのプログ
ラムは、プロジェクトによる従来のアプロー
チに代わるものであり、2011年度以降、JSA
は、テーマに応じた幅広いアプローチ方法を
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石井詳悟 IMFアジア太平洋地域（OAP）事務所所長（前列左から2人目）
及びスタッフ(東京 ) チャド・スタインバーグは写真撮影時不在。

プロジェクト及びプログラムの申請と承認

JSAの資金による活動は、IMFのサーベイ
ランス・融資活動と各国の優先項目とをすり
合わせるため、IMFの技術支援計画プロセス
で厳しく調整が図られる。IMFは、各年度の
はじめに、その年に検討を予定しているプロ
ジェクト及びプログラムのリストを日本政府
に提出する。このリストには、受益国と IMF
が共有する改革目標を反映したプロジェクト
及びプログラムが示される。 その後、個別の
プロジェクトの承認申請が月ベースで、個々
のプログラムについては年ベースで日本理事
室を通じて提出される。プログラムの開始に
際しては、完了に至るまでのプログラムの全
体計画と初年度の詳細な作業計画の承認申請
が提出される。2年目以降については、翌年
次の作業計画についてのみ承認申請を行う。

技術支援は、加盟国政府の要請により実施
される。この要請は、関係する IMFの機能

局と地域局で検討された後、地域戦略ノート
（RSN）に基づき優先順位が決定される。な
お、この戦略ノートは、機能局と当事国との
協議に基づき、各地域局が作成する 99。RSN
は、国及び地域に対する IMFの中期技術支援
戦略を示す、計画立案の重要な要素で、資金
分配の最適化、資金動員の計画、及び他の支
援国・機関との調整を支援している。RSNの
承認は、IMF能力育成委員会が行う。この委
員会は、IMFの資金政策関連作業を取りまと
め、能力育成を図る資金の分配を担当するハ
イレベルな委員会である。

プロジェクト及びプログラムの評価と審査

プロジェクトの完了から3週間以内、IMF
はプロジェクトに対する評価報告書を日本政
府に提出する。IMFはプロジェクト完了後、
支援を受けた機関に対し、アンケートに記入
する形式でフィードバックを求める。このフ
ィードバックについて検討を行い、技術支援
の効果を高めるために改善すべき点を明確に
した上で日本政府にも提出される。

プログラムに対しては各会計年度末に中間
評価が実施され、中間アンケート調査の結果
と合わせて日本に提出される。プログラムの
完了から3カ月後に、全体の評価報告書とア
ンケート調査結果が提出される。

また、毎年、日本と IMFの合同ミッショ
ンが2～3カ国を訪問し、JSAプロジェクト
の現地視察を行っている。これらの視察によ
り、JSAの拠出金が現地でどのように活用さ

9 地域戦略ノート（RSNs）は、技術支援における優先順位
決定プロセスの強化に向けたIMFの取り組みの一環として
2008年度に導入された。
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JSAが支援する活動

IMF財政局（FAD）は、2006年から2010年
にかけて、技術支援のための診断的ミッション
を行い、さらに、2007年から2009年にかけて
は JSAの出資により専門家を現地に派遣し、リ
ベリアにおける歳入行政メカニズムの再構築、
及び歳入徴収の強化や貿易円滑化に大きく貢献
した。
この間に歳入は大幅に増加し、主要組織の改
革においても進展が見られた。FADが提案する
戦略的方向性をリベリア政府当局が大筋で受け
入れたこと、また JSAの出資により派遣された
専門家による集中的なプログラムによって、リ
ベリア内国歳入庁（BIR）が設立され、国内の
税務行政と国際貿易を担当する関税局（BCE）
が統合された。さらに、納税者をグループ分け
した区分別のコンプライアンス戦略に再度重点
が置かれ、高額納税者事務所（LTO）、及び普通・
少額納税者事務所が設置された。キャパシティ・
ビルディングでは、特にLTOの業務実績の強
化につながる監査における能力強化にも協力し
た。関税については、高度な改革計画が実施さ
れた。 
長年にわたる内戦からの復興期にあるリベリ

アには、行政制度や破壊されたインフラの再建
に膨大かつ緊急のニーズがあり、歳入行政の再
生もその一つであった。リベリアでは、歳入行
政を担当する組織が分断されて効率性を欠いて

おり、業務は時代遅れな手作業で進められ、明
確な改革戦略やプログラムも策定されていなか
った。2006年のミッションでは、近代的なプロ
ジェクト管理原則・実践を活用した段階的な改
革に関する包括的なプログラムの概略が決定さ
れ、その後のミッションに向けた基盤が確立さ
れた。フェーズⅠは、統一的な税務行政を行う
ための組織構造改革、納税者のグループ分け（高
額、普通、少額）によるコンプライアンスの強化、
納税者識別番号の再整備などを含む運営システ
ムの改善を目指すものであった。こうして基盤
が整備されたことから、フェーズⅡでは、税務
行政及び関税行政それぞれの機能性と効率性を
大幅に高めることが目標とされた。
リベリアでは、歳入行政に対する技術支援に
多大なニーズがあり、今後も継続的な取り組み
が必要である。これまでに、今後の改革と組織
再編に必要な基盤が整備され、税務・関税行政
及び税務政策に関する能力は、域内各国に比肩
する水準にまで向上している。ドナー国による
強力な協働体制が継続することで改善に向けた
懸命な取り組みが強化されており、その中でリ
ベリア当局が明確な主体性や指導力を発揮して
いる。リベリアに対しては、今後も JSAプログ
ラムの下での支援が継続される（添付資料1A
̶「西アフリカ：戦略的財政管理の整備」を参
照）。

Box 3：リベリアにおける税務行政支援

れているか、日本政府当局は直接見聞できる。
参加者は視察の期間中、JSAの支援により派
遣されている専門家の業務に対する受益側当
局の見解を査定する。また、視察においては、
当局が支援を有効活用しているか、もしくは
技術支援が改革プロセスに貢献しているかと
いう点についても確認する。

IMFは、日本政府当局の要請を受け、JSA
に関する評価を独立した外部機関に依頼した。
この評価は三菱UFJリサーチ＆コンサルティ
ングが実施し、2010年2月に終了した（詳細
については、「JSA資金による技術支援の実効
性」の項を参照）。



10

Box 4：各国のマクロ経済統計における変化の現れ

マクロ統計に関するインフラとその作成能力は、
IMFの多くの加盟国において不十分であり、紛争終
結から間もない国の場合には、ほとんど存在しない
状況にあった。これらの国では、政策立案に資する
統計を作成するニーズは極めて大きく、急を要して
いる。しかし迅速かつ、具体的な成果を挙げる上で
の障害・制約、すなわち脆弱な物理的・行政的イン
フラや、資金面、人材面における限界は極めて深刻
である。IMF統計局（STA）は、JSAの出資を受け、
これらの国における統計システムの整備におけるニ
ーズに応えてきた。
目標達成には時間を要しているが、少しずつ、注

目に値する明らかな成果が重ねられている。データ
作成という当初の目標が達成された後、そのフォロ
ーアップに専門家が派遣されたことによって当該国
の統計の全体的な質が向上し、国際的な水準に近づ
いている。その結果、国家間の比較をする際の統計
の利用が高まっている。さらに重要なことは、自力
でのデータ集計を目指した、集計における持続可能
性の向上と統計編纂当局の能力強化が見られること
である。
以下に紹介するのは、JSAが出資する技術支援に
おける成功事例である。

東ティモール 
東ティモールにおけるSTAの技術支援戦略の主目

的は、政策立案に必要なマクロ経済統計作成におけ
る能力強化であり、最優先事項は、対外部門統計
を政府内部で作成することであった。

2007年には、STAの提言を基に、対外部門統計
の作成が銀行・決済当局（BPA）の所管となり、必
要なデータの収集に法的根拠が与えられた。それを
受け、STAは、対外セクター統計の整備を担当する
BPAスタッフの支援にあたる、巡回専門家のため
のプロジェクトの枠組みを2007年中頃に策定した。
その後も専門家の派遣が続き、以下の注目に値する
成果が得られた。
• 2008年12月、新たな海外直接投資（FDI）調査
の結果を盛り込んだ、初の国際収支統計（BOP）
（2006年～2007年、暫定版）が、詳細なメタデ

ータとともにBPAのウェブサイトを通じて公表さ
れた（http://www.bancocentral.tl/en/ main.asp）。
メタデータには、BPAによる短・中期的なデータ
改善計画が示されている。

• 国際収支マニュアルに沿ったBOPの年次データ
が更新され（2008年～2009年）、BPAのウェブ
サイトに掲載された。四半期別BOP統計及び対
外資産負債残高（IIP）の初の年次推計値が集計
された（実験ベース）。

• BOPデータが、政府の経済・金融政策の立案に
活用されている。

• 現在、ティモール海の排他的経済水域で操業する
最大規模の石油掘削業者のFDIデータが収集され
ており、FDI企業の登録は定期的に更新されてい
る。
基本的なBOPと IIPの推計値を作成する手法が用

いられているが、既存のデータソースの限界に対処
し、新たな「国際収支・対外資産負債残高マニュ
アル第6版」に示されるような最新の方法を実施す
るための取り組みが進むものと期待される。

フィジー及びバヌアツ
JSAの出資の下に任命されたPFTACのマルチセ

クター統計アドバイザーが、幅広い支援プログラム
を提供しており、その一環としてフィジーとバヌア
ツにおいて、統計に関する具体的な成果が得られた。
フィジー統計局は、国際基準（国際収支マニュア

ル第5版）に従って、完全な四半期別国際収支統計
を作成するようになり、誤差脱漏が大幅に減少した。
四半期別 IIP統計も作成されている。これらの統計
は経済政策の担当者に、踏み込んだ内容の情報を提
供している。
バヌアツでは、新たな基準に基づくさらに包括的
な国民経済計算が作成された。バヌアツ統計局は、 
国民経済計算の基準年を2006年に更新し、現在の
状況をより正確に反映させること、さらに、生産ベ
ースと支出ベースのGDP推計値を算出し、経済政
策立案における有用性を高めることに努めている。
ソースデータの利用方法にも改善が図られ、国民経
済計算は、1993年のSNA基準に基づくものとなっ
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ている。

アフガニスタン
20年以上に及ぶ内戦の結果、アフガニスタンには、

統計の作成能力がほとんど存在していなかった。中
央統計局は存在したものの、統計の専門知識は時代
遅れとなっていた。アフガニスタン中央銀行（DAB）
は、通貨統計の作成再開を目指していたが、その取
り組みには計画性が欠如し、成功の見込みは薄かっ
た。さらに、商業銀行は旧来の会計システムを使用
しており、そのことが貸借対照表の作成や通貨統計
の作成を妨げる深刻な要因となっていた。また、商
業銀行に対して、DABへのデータ報告を義務付け
る法律も整備されていなかった。
過去3年間、通貨・金融統計の専門家がアフガニ
スタンに巡回派遣された結果、以下の成果が達成さ
れた。
• 現在、IMFの通貨・金融統計マニュアルに準拠し
た標準報告様式が作成されている。アフガニスタ
ンの通貨統計は、国際金融統計（IFS）において
月ベースで更新・公表されている。

• 2008年3月以降、IFSにアフガニスタンの国別ペ
ージが設けられている。DABは、IMFの専門家
が開発した枠組みに基づき、IFSでの公表、及び
金融・経済プログラムのモニタリングのための通
貨・金融統計を作成・報告している。

• ソースデータが改善され、すべての銀行が、プロ
ジェクトで開発された報告様式に基づいて、デー
タを適宜提出するようになっている。

• DABでは、太陽暦ベースに加え、グレゴリオ歴
ベースのセクター別貸借対照表の作成にも進展が
見られる。現在、通貨・金融統計の編纂に使用さ
れているDABの会計ソースデータは、DABにお
ける流動性管理と予測の一環である、月ベースの
準備高管理表の作成や予測に役立っている。
政府財政統計（GFS）の分野では、財務省および
中央統計局の職員を対象に2009年と2010年に実施
したワークショップが成果をもたらしている。現在、
アフガニスタン当局は、財政中央政府に関するGFS
の月別データを IMFに提供しており、それらが IFS
で公表されている。また、当局は、政府の他のセク
ターに関してもデータソースの改善を進めている。

コソボ及びモンテネグロ
2009年8月に実体経済セクター統計プロジェクト
が開始される前は、コソボ及びモンテネグロの統計
作成能力は低い状態にあった。両国では、新しく独
立した統計担当部署を設立したものの、国民経済計
算の推計値の算定に関してもスタッフは正式な訓練
を受けておらず、また過去の統計の蓄積も不足して
いた。しかし、プロジェクト開始後わずか1年の間
に具体的な成果が達成された。

モンテネグロでは、統計作成を担当する機関（モ
ンテネグロ統計局（MONSTAT）、財務省、関税局
など）の間でのデータ共有が大幅に強化されたが、
これは、リソースが限られた国においては非常に重
要である。国民経済計算の推計は、正確性と整合性
を兼ね備えて改訂され、現在、MONSTATのウェ
ブサイト上で閲覧可能となっている。また、非金融
企業以外に対する新たな年次調査が実施され、2009
年のGDPが集計されたが、これらは生産サイドか
らの実質GDPであった。貿易統計と物価統計の改
善においても大きな進展が見られ、輸出入データの
改訂が進められた結果、現在では、国別、商品別に
時系列で整備されている。これらの新たな統計資料
は公表されている。
コソボでは、IMFのアドバイザーの支援により、
コソボ統計局は、2005年から2009年の間の支出サ
イドからの実質GDPの集計・公表を進めている。
家計の消費支出は、コモディティ・フロー法を使用
して集計され、同じ方法が政府消費支出、総固定資
本形成、総輸出にも適用された。現在では、月別の
輸出入価格指標が定期的に公表され、他の実体経済
セクターの統計の質も大きく改善した。
こうした様々な進展があるものの、多くの課題が
残されており、継続的な技術支援が重要である。コ
ソボ当局は、統計作成プロセスの維持・改善に関し
ていくつかの課題を抱えており、人事異動に備えた
スタッフに対する継続的な研修や、調査の実施に向
けた追加的な資源が必要である。
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2010年度、JSAの出資によってモルドバ国立
銀行（NBM）に派遣されていた長期技術アド
バイザー（LTA）の任期が延長された。この
プロジェクトの目的は、NBMによる新たな金
融政策の枠組みの運用に対して技術支援を提供
し、予測・分析能力の強化、及び市民との定期
的なコミュニケーションにより透明性の推進を
図ることであった。いくつか問題点はあったも
のの、全体としては、この技術支援は、NBM
による適切な金融政策の枠組みの採用・運用支
援に大きく貢献するものであった。
モルドバ当局の最終目標は、物価の安定を
金融政策の主目的に据え、NBMの基準金利を
主要な政策手段とする新たな戦略の実現であっ
た。JSAが技術支援に出資したことから、2009
年12月にはこの新たな長期的戦略が公表され、
2010年から実施された。新たな体制の信頼性を
高めるため、NBM当局は、事前に定めたスケ
ジュールに従って金融問題に関する月ベースの
協議と、政策決定について説明するプレスリリ
ースの公表を開始した。さらにNBMは四半期
ベースで金融政策報告書を発表し、その中で、
現在のマクロ経済状況の分析のほか、主な経済
指標に関する中期予測を示している。予測技術
はさらに改善しており、金融政策調査局では、
新たな課題への対応に向けた組織再編が行われ
た。一貫性のある中期予測を行うため、単純な
構造のマクロ経済モデルが作成されているが、
同時に、様々な計量経済学的モデルによって、
さらに詳細な短期予想や現況が示されるように
なっている。
新たな戦略の策定が、モルドバにおける金融

政策枠組みの改善に向けた長期的な取り組みに

つながっている。従来のマネタリーターゲット
方式は、経済の安定化と金融システムに対する
国民の信頼感の向上に寄与したが、送金流入
額の増加及び経済における急速な構造的変化か
ら、通貨供給量を管理することが次第に困難と
なってきた。
新たな方式の採用に向けた最初のステップは

2006年に開始された。中央銀行法が改正され、
金融政策の最終目標として、物価の安定が明確
に掲げられた。NBMは、新たな課題への対応
策として分析能力と業務における枠組みの強化
に努めたが、経験と能力の不足からこの取り組
みは成功に至らなかった。そこで政府当局とと
もに2カ年行動計画を策定し、物価安定に向け
た、透明性の高い前向きな金融政策体制のため
の強固な基盤作りを進めている。

LTAは2008年からNBMに派遣され、行動
計画の策定支援を行ってきた。その中である程
度の進展は見られたが、NBM当局のコミット
メントが期待されたほど強力ではなかったこと
から、行動計画の実施当初は大幅な遅れが生じ、
また、LTAは、スタッフに対する基本的な指導
に多くの時間を費やすことになった。その後、
モルドバは2009年の世界経済危機による深刻
な影響を受け、これが国内における政治の危機
と重なったことから、国内経済が大幅に収縮し
た。
当局は、インフレが鎮静化しつつあったにも

かかわらず、金融の引き締めによって持続的な
減価圧力への抵抗を試みた。当局は、その後の
デフレを受けて新たな体制の実施を迅速化する
必要性を確信し、LTAの任期延長を要請した。
JSAはそれに対する出資に合意した。

Box 5：モルドバ国立銀行における金融政策分析及び予測能力の強化
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「金融安定性の回復に関するセミナー ̶ 法
的対応」は、2009年11月30日から12月3日
までの間、ワシントンDCの IMF本部におい
て、IMF法務局、日本の財務省、金融庁、及
び日本銀行の共催で開かれた。このセミナーは、
1988年にスタートした通貨金融関係の法制の現
状に関する IMFのセミナーの第10回目であっ
た。
セミナーのオープニングセッションでは、

IMFのドミニク・ストロスカーン専務理事、財
務省の玉木林太郎財務官、および基調講演者で
ある米議会下院金融委員会のバーニー・フラン
ク委員長が発言した。
このセミナーは、金融危機の影響の残る中に

開催された。専門家グループや、様々な規制当
局に所属する各国の参加者にとってタイムリー
なフォーラムとなり、このセミナーは、各国及
び国際機関が、今回の金融危機のほか直面する
課題の封じ込めに向けて多くの国が採用してい
る従来型の方策及び特別な方策の法的・経済的
側面を精査し、金融危機によって明らかになっ
た規制面におけるギャップ、特にシステミック・
リスクに対処するための長期的な改革案を策定
するための機会を提供した。金融危機とその余
波を、国レベル及び国際的なイニシアティブと
いうプリズムを通して見ることによって、セミ
ナー参加者は、危機の複雑性に加え、新たな
法的枠組みの構築や既存の枠組みの対象の拡大
を必要とする多面的な対応に関する知識を深め
た。
セミナーで発せられた中心的なメッセージ

は、次の金融危機の回避、または、万が一発生
した場合のスムーズな解消には、複数の領域に
おけるイニシアティブが必要ということであっ
た。このセミナーでは、以下のような様々な個
別分野について詳細な検討を行った。
• クレジット・ファシリティ改革、及び国際機

関による規制に関するベスト・プラクティス
の紹介

• 中央銀行またはその他の金融規制当局の権限
の妥当性

• システミック・リスク規制当局の特定及びそ
の権限の範囲

• 金融システム上重要なノンバンク金融会社へ
の規制対象範囲の拡大

• 複雑な金融商品に対する規制
• 国際的な監督の推進に向けた監督機関の整備
• 信用格付け機関の手法における透明性の拡大 
市場の失敗が起こった際における会計手法 
財政逼迫時の資本要件 
より迅速な企業債務再構築及び銀行・ノンバ
ンクの破たん処理手法
このセミナーは、参加者が、各自の所掌にお
いて適用可能なベスト・プラクティスの概要を
把握する機会となった。
セミナー参加者と専門家グループの所属機関

は多岐にわたっていた。参加した85名は、主に
各国の財務省、中央銀行、金融監督機関、及
び国際金融機関の幹部職員であった。そのうち
48名は途上国・新興国、その他は先進国の出
身であった。専門家グループの33名は、同様
の機関のほか、学術機関、地方自治体の機関、
基準設定機関、法律事務所、民間企業などの
出身であった。セミナーでは、日本の官民両セ
クターのスピーカーによる貴重なインプットが
得られた。

IMFの山岡浩巳日本理事代理は、日本にお
いて中央銀行の法的枠組みがいかに機能し、総
理大臣の許可の下での日銀による特別措置の実
施を可能としているか、また、危機管理を円滑
化しているかという点を説明した。金融庁監督
局総務課の三好敏之監督企画室長は、金融危
機における日本の経験に鑑みて、緊急時対応計
画には、企業の破たん処理計画や前払い資金の

Box 6：金融安定性の回復に関するセミナー ̶ 法的対応
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増強よりも、緊急対応における障害の特定、情
報共有の強化、ダイナミックなリスク管理とい
った具体的な対策を盛り込むべきであると提案
した。さらに三好氏は、日本の金融庁がセクタ
ー間のストレステストを実施し、四半期ごとに
銀行システム全体におけるサブプライムや証券
化の影響を開示することによって、リスク集中
の検出に努めていることを説明した。金融庁金
融研究研修センターの吉野直行所長と平野智裕
研究官は、銀行の最低自己資本比率を、経済
構造、及び地価、株価、GDP、金利などのマ
クロ経済における特定の変数で調整した一般均

衡モデルについて説明した。野村證券顧問の高
木新二郎氏は、準政府機関、すなわち財政的に
は政府の支援を受けるが、意思決定における自
主権を有している組織が、日本における企業の
私的整理において果たす役割を説明した。早稲
田大学大学院ファイナンス研究科の四塚利樹教
授は、日本におけるサブプライム危機の影響が
かなり小規模に留まった要因として、ストラク
チャードクレジットや社債市場に比べて銀行ロ
ーンが優勢であること、投資家が複雑な資産構
造を回避する傾向にあること、不動産の評価に
対して警戒心があることを指摘した。

Box 6 （続き）

コミットメント

1993年 度から 2010年 度における JSAに
よる技術支援に対する累積コミットメント
は1,909プロジェクト及びプログラム、2億
7,700万ドルに達している 10。2010年度につい
ては、49プロジェクトと8プログラムに1,460
万ドルがコミットされている。表2及び表3に
は、1993年度から2010年度までに承認され
た技術支援プロジェクト及びプログラムのコ

10 コミットメントとは、各年度の指針リストから日本政府が個別に
承認したプロジェクト及びプログラムに対する予算を意味する。

ミットメントが示されている 11。また2010年
度に承認されたプロジェクト及びプログラム
の概要については添付資料1Aのとおりであ
る。なお、2010年度に完了したプロジェクト
及びプログラムの評価概要については、添付
資料1Bのとおりである。

11 IMFは、IMF本体の勘定についての年次監査と併せて、
特定活動にかかる日本管理勘定（JSA）についても外部監
査人による年次監査を実施し、日本当局に提出するための
独立した監査証明書も発行している。監査を受けたJSA及
び2010年度の博士号取得のための奨学金プログラムの財務
諸表については、添付資料3を参照のこと。 会計年度内に、
SFAのサブアカウントを通じて実施される業務・取引について
は、SFA枠組み勘定の一環として監査を受ける。SFA枠組
み勘定に関する外部監査法人による報告書は、IMF年次報
告書の添付資料VIに示す一般向けウェブサイトに掲載される。
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JSAが支援する活動

表2．JSAの年間のコミットメント
（1993年度～2010年度）

コミットメント額
(百万米ドル )

FY1993 5.7

FY1994 8.8

FY1995 13.1

FY1996 15.1

FY1997 14.5

FY1998 13.6

FY1999 20.7

FY2000 17.3

FY2001 16.4

FY2002 16.7

FY2003 17.3

FY2004 18.2

FY2005 17.4

FY2006 18.8

FY2007 20.7

FY2008 13.3

FY2009 14.8

FY2010 14.6

合計 277.0

地域別の資金配分

これまで、IMF加盟国のうち125カ国のほ
か、14あるRTACと地域研修センターでも
JSAによる技術支援を受けている 12。アジア・
太平洋地域の国に対して1993年度から2010
年度に承認された JSAによる技術支援の総額
は1億300万ドルを上回り、これは同時期に
承認された技術支援の37％を占めている13。こ
れに次いでアフリカ諸国が大きなシェアを占
めており、合計で約6,700万ドル、同時期の
総承認案件の約24％を占める。残余の部分は、
14％が中央アジア及び東欧諸国（主に旧ソ連
の市場経済移行国）、6％が複数地域、7％が中・
西欧、5％がラテンアメリカとカリブ海諸国、
そして7％が中東のプロジェクトである 14。

2010年度の配分は次のとおりである。アジ
ア太平洋地域―600万ドル（41％）、アフリカ
―300万ドル（21％）、中東及び中央アジア―
240万ドル（16％）、ヨーロッパ―210万ドル
（15％）、ラテンアメリカ及びカリブ海諸国―

40万ドル（3％）15。表3は1993年度～2010年
度の地域別の年間コミット額をドルベースで
示したものである。また、図4は、2010年度
の地域別配分の割合を示したものである。

12 2010年度末時点で、地域研修センターは7カ所、RTAC
は7カ所ある。
13 これは、JSAの出資ガイドラインに基づき、これらの地域の
国に対する支援が優先的に行われていることの現れである。
14 複数地域にわたるプロジェクトとは、受益対象となる地域が
1つ以上のものをいう。これらのプロジェクトについては添付資
料1Aを参照。
15 今回の2008年度の報告から、中央アジア（アルメニア、
アゼルバイジャン、グルジア、カザフスタン、キルギス共和国、
パキスタン、タジキスタン、トルクメニスタン、ウズベキスタン）
におけるJSAのコミットメントは、中東の区分に含める。これは、
IMFの2つの欧州局が統合され1つの欧州局となり、中東局
が中東・中央アジア局に再編されたことに合わせて、これまで
のデータを調整するため。

2010年度の JSA資金の拠出を受けた活動は、
約43％が低所得国、37％が低・中所得国で実
施された。 地域の能力強化の取り組み（RTAC
への支援を含む）は6％だった。表4は1993
年度から2010年度の間に JSAによる支援を受
けた国、または地域の能力強化を担う機関の
上位10位までを示したものである。2010年度
には、上位10位のうち、3カ国がコソボ、カ
ンボジア、及びリベリアといった紛争終結国
であった。
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分野別の資金配分

これまで分野別の JSA資金配分は、IMF全
体の技術支援資金の利用配分をおおむね反映
するものであった。 この3年間における主な
傾向として、金融及び中央銀行業務の技術支
援における IMF資金の利用が相対的に減少し、
公的財政管理及び国民経済計算の分野におい
て増加している。JSAの資源については、中
央銀行、規制・監督分野において減少し、公
的財政管理及び国民経済計算の分野において
増加している。

2010年度において、技術支援全体では受益
国における能力強化活動におよそ208人年の
スタッフと専門家を投入したが、その配分は
財政局が40％、金融資本市場局が29％、統
計局が13％、法律局が6％、IMF研修所及び

他の部局が残りの12％である 16。

2010年度における JSAコミットメントの配
分は、財政局―710万ドル（49％）、金融資
本市場局―390万ドル（27％）、統計局―130
万ドル（9％）、法律局―10万ドル（1%）で
あった。IMF研修所が実施した研修が残りの
10％を占める。 これは、2009年度以降、金
融資本市場分野にコミットされた JSA資金の
相対額が4％増加し、財政分野では23％増
加したことを表している。表5は、1993年度
～2010年度における分野別コミットメント
の年間配分をドルベースで示し、また図5は、
2010年度における分野別の配分を示している。

2010年度における、上述の中心的分野の
各項目に対する JSA資金の配分は以下のとお
りである。財政の分野では、歳入管理に60％、
歳出管理の強化に32％、税務政策に8％がコ
ミットされている。金融資本市場の分野にお
いては、JSAの資金は、銀行監督の技術に40％、
中央銀行業務に15％、残余は金融政策・業務、
国際収支、外貨準備高管理、資本市場の整備、
市場リスクの監督などのその他の分野の技術
支援にコミットされている。また、マクロ経
済統計の分野では、JSAの資金は、国民経済
計算統計に64％、残余は政府財政、通貨・金融、
国際収支などの各種統計のほか、IMFの一般
データ公表システムの採用に対する支援など
にコミットされている。

JSA資金による技術支援の実効性

JSAの出資による技術支援（TA）活動の

16 IMFは技術支援を評価するひとつの方法として、IMFの
スタッフや専門家がこうした活動に要した時間を記録している。
1人年は260就業日と同等である。
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JSAが支援する活動

表3．JSAの地域別年間コミットメント（1993年度～2010年度）
（百万米ドル）

1993-
2000
年度

FY2010 FY1993–2010

2001
年度

2002
年度

2003
年度

2004
年度

2005
年度

2006
年度

2007
年度

2008
年度

2009 
年度 合計 ％ 合計 ％

アフリカ 20.7 4.1 4.8 4.9 5.1 4.8 4.6 6.0 4.7 4.2 3.0 21 66.7 24
アジア・太平洋 37.1 4.7 6.2 6.6 7.0 7.6 7.9 8.3 5.3 5.9 6.0 41 102.6 37
西、中央ヨーロッパ 6.0 1.4 1.6 1.2 1.0 0.7 1.4 1.3 0.5 2.0 2.1 15 19.3 7
東欧、中央アジア＊ 28.2 2.7 1.4 1.5 1.4 0.6 1.4 1.8 0.0 0.0 0.0 0 38.9 14
中東、中央アジア＊ 2.5 0.7 0.4 1.1 1.6 1.2 2.1 2.4 1.7 2.1 2.4 16 18.0 7
ラ米、カリブ海諸国 6.9 1.1 0.6 0.6 0.6 0.9 1.0 0.9 0.9 0.7 0.4 3 14.5 5
複数地域 6.8 1.8 1.7 1.3 1.6 1.7 0.5 0.2 0.2 0.0 0.7 4 16.4 6
合計 108.1 16.4 16.7 17.3 18.2 17.4 18.8 20.7 13.3 14.8 14.6 100 276.5 100

(2008年度からは、中央アジアに関するデータは中東諸国のデータとともに集計される。15頁の脚注15参照。)

タンザニアのダルエスサラームで開催された、世界金融危機へのアフリカの
対応を協議する会合で発言するストロスカーン IMF専務理事。

質と実効性は、複数の測定基準を用いて評価
される。JSAが資金提供した各プロジェクト
が完了次第、IMFが日本政府にプロジェクト
評価を提出することに加えて、受益国当局も
2000年度以降、アンケートに回答する形式で
独自のプロジェクト評価を提供している。ア
ンケートの内容は、支援の妥当性と関連性、
JSAにより派遣された専門家の資質と経験に
関するものである。また、質問項目は、専門
家とカウンターパートの間の協力関係、改革
に取り組む上でのアドバイスの有用性、技能
の移転に十分な配慮がなされたか否か、さら
に IMF本部による監督の質にまで及んでいる。
全体的に、受益国当局は JSAの出資による技
術支援プロジェクトの有効性を極めて肯定的
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図4． JSAによる技術支援の地域別配分
 （2010年度）

表4．JSAによる技術支援の受益国・機関 
（上位10位）（1993年度～2010年度）
（コミットメント額の降順）

1993–2010年度 2010年度
カンボジア IMFシンガポール地域研

修所（STI）
インドネシア ベトナム
太平洋金融技術支援センター
（PFTAC）

カンボジア

ラオス人民民主共和国 インドネシア
ウクライナ 中東技術支援センター

(METAC)
中国 リベリア
東ティモール フィリピン
リベリア モルドバ
モンゴル アフガニスタン
コンゴ民主共和国 コソボ

にとらえている。アンケート回答者の約90％
は技術支援に非常に満足であるとし、不満を
示す回答はなかった。

1996年以来、JSAの資金が使われた技術
支援活動の実効性を調査するために、日本と
IMFは合同で16回の視察を行った。この視
察では、アフリカ、アジア太平洋、中央アジ
ア、中東欧の21カ国及びシンガポール、ウ
ィーンの両研修所、太平洋金融技術支援セン
ター（PFTAC）、東アフリカ地域技術支援セ
ンター、中東地域技術支援センターを訪問し
た。この視察の結果、JSAによる技術支援が、
IMFの主要任務との関連性及び整合性が高く、
系統立てて実施されていること、また、JSA
によって支援された専門家が受益国政府の重
要な機能の構築に中心的な役割を果たしてい
ることを言及する政府もいくつかみられるな
ど、総じて高い評価を得ていることがわかっ

た。視察チームは、JSAによって支援された
トレーニングやセミナーが、焦点が絞られて
おり、参加者に大いに評価されていると報告
している。2010年度の合同視察の結果につい
ては、添付資料2にまとめられている。

  2010年度には、日本との協議の下、IMF
は JSAに関する評価を独立した外部機関に依
頼した。三菱UFJリサーチ＆コンサルティン
グが行った評価では、JSAが出資する技術支
援活動について、(i) 受益国政府のニーズと
優先事項を考慮している、(ii) 効果的であり、
期待された成果を達成している、(iii) 重点を
絞ったアプローチ、専門家の適切な選定、行
き届いた管理によって効率的に進められてい
る、(iv) 多くのケースは持続的に実施されて
いるが、この点は受益国政府当局が変革を希
望しているかに大きく左右される、といった
点が明らかになった。さらに、この評価では、
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表5.JSAの分野別年間コミットメント（1993年度～2010年度）
（百万米ドル）

1993-
2000
年度

2001
年度

2002
年度

2003
年度

2004
年度

2005
年度

2006
年度

2007
年度

2008
年度

2009 
年度

2010年度 1993-2010年度

合計 % 合計 %
財政 31.4 4.7 4.7 3.3 4.3 4.3 4.5 6.0 3.5 5.8 7.1 49 79.6 29
金融資本市場 41.6 6.5 6.6 6.7 6.9 6.6 7.8 8.2 4.7 4.0 3.9 27 103.3 37
マクロ経済統計 16.8 2.7 2.7 3.7 3.3 2.8 3.1 3.7 2.3 2.8 1.3 9 45.2 16
研修 12.6 1.9 2.1 2.1 2.2 2.0 2.0 2.1 1.8 2.0 1.5 10 32.2 12
法務 1.6 0.1 0.2 1.2 1.2 1.2 0.9 0.7 1.0 0.2 0.1 1 8.5 3
その他 4.1 0.6 0.5 0.3 0.2 0.6 0.6 0.0 0.0 0.1 0.7 4 7.7 3
合計 108.1 16.4 16.7 17.3 18.2 17.4 18.8 20.7 13.3 14.8 14.6 100 276.5 100

JSAが出資する技術支援活動について、日本
のODA政策との「整合性が高い」と判断し
ているが、同時に、ドナーとしての日本の認
知度を高め、専門家の採用システムの透明性
を高めるためのさらなる取り組みが可能であ
ると指摘している。この評価、及び技術支援
に関するその他の評価は IMF理事会に報告さ
れ 17、IMFのウェブサイトに公表される 18。

アジア太平洋地域事務所

IMFのアジア太平洋地域事務所（OAP）は、
この地域における IMFの窓口として、また、
世界経済におけるこの地域の実質的かつ増大
しつつある重要性が認識される中で、1997年

17 2003年度には、IMF技術支援の監視・評価を強化する
取り組みの一環として、技術支援評価に関する正式な複数
年プログラムが導入され、このプログラムのもとで、様々なテー
マを対象として、3、4種類の評価が毎年 IMF理事会に報告
されている。
18 「技術支援評価プログラム：評価所見と改良プログラム」
（www.imf.org/external/np/pp/eng/2010/061010.pdf） を
参照のこと。

に設立された。OAPの活動は、主に以下の3
分野に重点を置いている。

(i) 力強い成長を続けるアジア太平洋地域に
おける経済・金融発展のモニタリング、(ii) 
地域統合及び協力に関する進展の評価と論点、
(iii) アウトリーチ及びキャパシティ・ビルデ
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ィング活動の実施。

域内の経済・金融発展のモニタリング

OAPは、域内の経済・金融の発展状況のモ
ニタリングを行い、地域に重点を置いた視点
を IMFのサーベイランスに取り入れることに
努めている。OAPの活動には、金融市場、民
間企業、及び国際金融機関（IFI）や政府の
関係者との定期的なコンタクトのためのネッ
トワークの維持、域内の主要都市・金融セ
ンターの視察、地域フォーラムへの参加など
がある。OAPは、「地域経済見通し」のほか、
日本に対する国別サーベイランスや地域レベ
ルのサーベイランスに関してアジア太平洋局
（APD）の資料作成に協力している。さらに、

IMFの世界レベルのサーベイランス活動を支
援し、「国際金融安定性報告書（GFSR）」や「世
界経済見通し（WEO）」に関連する情報を提
供している。

地域統合及び協力に関する進展の評価と論点

OAPは、IMFの業務と地域レベルの既存・
新規の政策フォーラムとの調整を行っている。
OAPの活動には、フォーラムのグループ会合
への出席、地域イニシアティブに関する各国
政府と IFI関係者との協議への参加などがあ
り、さらに、重要課題に対する地域の見解を
IMFに伝える役割も担っている。

アウトリーチ及びキャパシティ・ビルディング

OAPは、国際金融システムや、IMFの業務
における主要な課題に関する新たなテーマに
ついて議論する場を提供する会議や各種イベ
ントを開催し、また参加している。これらの
活動に挙げられるのが、WEO、GFSR、APD

が作成する「地域経済見通し」、及び IMFの
その他の出版物の普及を目的とするアウトリ
ーチ活動である。さらに、OAPはメディア
向けのイベントを開催してメディアとの定期
的なコミュニケーションを図っており、また
IMFの出版物についても、様々なチャンネル
を通じての普及に努め、日本語への翻訳、ウ
ェブサイトの管理、市民からの質問への回答
などに取り組んでいる。

OAPは、域内の政府職員を対象とする2
つの能力強化プログラム、すなわち、日本・
IMFアジア奨学金プログラムとマクロ経済セ
ミナープログラムを運営しているが、これら
はいずれも日本政府からの拠出金を財源とし
ている。また、OAPは、域内の政府職員の政
策立案能力の強化を目的とするセミナーを企
画・支援している。

2010年度には、日本の拠出金は、アジア太
平洋経済協力会議（APEC）、東南アジア諸国
連合（ASEAN）、及び東南アジア中央銀行な
どの各種フォーラムへ参加するOAPスタッフ
の経費に充当された。これらの政策フォーラ
ムにOAPが参加する目的は、世界及び地域
レベルの発展について発言し、主催者の要請
に応じて個別のテーマに関する資料を提供す
ることである。これらのフォーラムにおける
アジェンダや政策協議におけるOAPの貢献は、
域内の政府当局から高く評価されている。さ
らに、OAPは自らが後援または共同で後援す
る各種会議、セミナー、ワークショップに対
しても資金を提供している。これらの会議に
は、「発展を続けるアジアにおける紛争後の成
長と貧困削減」に関する会議（開催国：ベト
ナム）、アジア太平洋諸国を対象とする IMF
の税制セミナー（日本）、金融安定性に関す
るワークショップ「セーフティネット・プレ
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ーヤーの役割」（ベトナム）、中央銀行が直面
する統計の新たな課題に関する国際会議（中
国）、「統合経済勘定」に関する地域研修コー
ス（フィリピン）などがある。OAPは、日
本・IMFアジア奨学金プログラム（次項参照）、
及びアジアの一部の国の政府幹部職員を対象
とする2週間にわたるマクロ経済セミナープ
ログラムについて、運営を継続している。こ
のプログラムは、マクロ経済政策における最
近のテーマについて意見交換を図り、議論す
る機会を政府職員に提供するものであり、こ
れまでの参加者から非常に効果的であるとの
評価を受けている。

日本・IMFアジア奨学金プログラム

日本・IMFアジア奨学金プログラム（JISPA）
は1993年に設立され、日本国内の優れた大学
において、マクロ経済学やその関連分野につ
いての大学院レベルの研究を支援するもので
ある。プログラムの当初の目的は、移行経済
圏における行政組織の能力強化に寄与するこ
とであったが、最近では、新興／開発途上経
済圏に対する支援へと発展しており、アジア
太平洋地域の中央銀行、財務省、経済／金融
関係省庁の将来有望な若い職員に対する教育
機会の提供を通じて拡大を続けている 19。

2009学年度には新たに41名に奨学金が支
給された。そのうち2名は博士号取得のため
の奨学金を受けており、同プログラムにより
日本で履修中の奨学生は総勢51名となってい

19 奨学生プログラムが対象としている国は、バングラデシュ、
ブータン、カンボジア、中国、インド、インドネシア、カザフスタン、
キルギス共和国、ラオス人民民主共和国、マレーシア、モル
ジブ、モンゴル、ミャンマー、ネパール、パプアニューギニア、フィ
リピン、スリランカ、タジキスタン、タイ、東ティモール、トルクメ
ニスタン、ウズベキスタン、ベトナム及び太平洋島嶼国である。

る20。この奨学金プログラムには2つの形態が
あり、4つの提携大学のいずれかで特別に企
画された大学院修士コースを履修する「パー
トナーシップ・トラック」と 21、日本の優れた
大学でマクロ経済学または関連する分野の修
士及び博士レベルのプログラムをすでに履修
している人に対して提供される「オープン・
トラック」制度がある。いずれのプログラムも、
現在は、東京にあるアジア太平洋地域事務所
が担当している。

このプログラムでは、スキル・リフレッ
シング・ コース（skill-refreshing courses：
SRC）も開催されるが、これは履修する大学
の通常の課程が開始する前に、数学と英語の
コースを開催し、履修に備えることを目的と
している。2009年に国際大学で開催された
SRCには、パートナーシップ・トラックの新
規奨学生39名のうち34名が参加した。

2009年夏には JISPAの見直しが行われた。
その結果、このプログラムは、高度な訓練を
受けた幹部職員と彼らをサポートするスタッ
フの間の専門知識と技能における深刻な格差
の解消に大いに寄与し、大きな成功を収めて
いることが確認された。さらに、JISPAは、「日
本と IMF」が一体となって提供していること
から、奨学金候補生にとって非常に魅力のあ
るプログラムであり、経済関係の主要政府機
関の若い職員を対象とした他に類のないプロ
グラムとして捉えられていることが明らかに
なった。報告書では、対象とする機関のニー
ズの変化に応え、マクロ経済学的な政策策定、

20 日本・IMFアジア奨学金プログラムでは、学年度は10月1
日から9月30日を表す。したがって、2009学年度は、2009
年10月1日から2010年9月30日までの期間である。
21 政策研究大学院大学、一橋大学、国際大学、横浜国
立大学。
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IMF本部で開催された第10回「通貨・金融法に関する年次セミナー」。こ
のセミナーは、「金融安定性の回復：法的対応」をテーマとして、日本と
IMFによる共催で実施された。

中央銀行・通貨政策、及び金融市場に関する
専門知識などに関するより専門性の高い研修
の実施を通じて、プログラムをさらに発展さ
せると同時に、現在のプログラム構成を大筋
で維持するよう提言している 22。

1993年に最初の学生がこのプログラムに参
加して以降、これまでに全体で467名が奨学
金の支給を受け、2008学年度末までに405名
が各大学院を修了した。表6は奨学生の国籍
別、出身機関別の状況である。奨学生の多く
は、このプログラムによる履修、及びその修
了後の進路に非常に満足している。 多くの
奨学生が、所属する政府機関において昇進を
果たし、政策の推進に直接的に関与している。

22 見直しによる提言を基に、OAPは、2011学年度からスター
トするプログラムを実施するJISPAの提携大学を決定するた
めの入札を行った。

2010年度には、修了生のためのイベントをフ
ィリピン、インドネシア、タイにおいて企画し、
かつての奨学生が新たな交友関係を築き、修
了生のネットワークを保つ機会を提供した。

博士号取得のための日本・IMF 
奨学金プログラム

日本政府は、IMFでのキャリア形成を目指
し、博士課程においてマクロ経済学の研究を
行うための奨学金プログラムに対しても、日
本人を対象に資金を拠出している。奨学金応
募の条件は、マクロ経済学において優れた博
士課程プログラムを提供している日本国外の
大学院に入学することである。このプログラ
ムでは、授業料のほかに最初の2年間にかか
る妥当と思われる費用がまかなわれる。残り
の研究期間については、奨学生が各自負担す
るものとしており、通常は大学から追加援助
を受けている。

博士号取得のための Japan-IMFスカラシッ
ププログラム（JISP奨学金）は IMF研修所が
運営しており、1996年に、経済学における博
士号の取得を目指す9名の奨学生から始まっ
た。その後の12年間、米国またはカナダの主
要大学への入学を個人で認められたアジア出
身の学生、年間最大15名がこの奨学金を受け
てきた。2009年以降、JISPへ応募できるのは
日本人のみとなり、奨学生の数は年間最大7
名とされている。

毎年1回、ワシントンDCの IMF本部でオ
リエンテーション・プログラムを実施し、そ
こで新しい奨学生に IMFの活動を紹介すると
ともに、JISPの他の奨学生と接する機会を提
供している。奨学生は博士号取得の1年前に、
IMFのいずれかの部局において10週間から13
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JSAが支援する活動

JSA-IMF年次協議に参加した財務省職員、IMF日本理事室のスタッフ、及
び IMFスタッフ（2010年4月）。

週間にわたる夏季インターンシップを完了す
ることが求められる。インターンシップの間、
奨学生は IMFの各局において経験豊富なエコ
ノミストの指導の下、リサーチプロジェクト
や専門的な業務に取り組む。このインターン
シップには、面接指導や IMFエコノミスト・
プログラム（EP）の準備における模擬面接な
どで構成される有益なメンタリング・プログ
ラムも含まれている。

2009年及び2010年のプログラムへの応募
者は、それぞれ12名と11名であり、それ以
前の日本人応募者数を下回っている。十分な
資格を持つ応募者の数は減少していないもの
の、この状況は、応募制度と資格要件の変更
が影響しているものとみられる。2009年5月
に運営に関して再契約を結んだ国際教育研究
所（IIE）は、日本の大学の学部学生に対す
るアウトリーチ活動を強化している。しかし、
これらの大学からの応募者数は依然として低
水準に留まっている。

奨学金プログラムに参加するにあたって、
奨学生は優れた成績と高い学術水準を維持す
ることが求められる。 このプログラムの学術
水準の高さは、日本や北米の多くの著名大学
が学生に応募を奨励していることからも明ら
かなように、現在では広く知られている。表
7は、この奨学金プログラム開始時からの奨
学生の国別分布を示している。表8は、奨学
生が就学している大学、及び各大学における
プログラム期間中の奨学生数を示している。

JISPの発足以来、これまでに合計90名の奨
学生が経済学において博士号を取得し、その
うち23名が IMFのスタッフに加わった。IMF
に就職した JISP修了生の約半数にあたる11名
が日本人である。21名の修了生が非常に競争

の厳しいEPを通じて採用されており、このプ
ログラムが、課程を修了した後に IMFにエコ
ノミストとして入るための主要な方法となっ
ている。残りの2名は、ミッドキャリア・エ
コノミストとして採用されている。

2004年以来、IMF研修所では、IIEの協力
を得て過去の奨学生の就職先を確認し、キャ
リアパスとその概略について情報を収集する
ための追跡調査を毎年実施している。連絡先
情報は毎年更新されている。表9は、発足以
来11年間、つまり1996学年度から2006学
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年度 23までの修了生の就職状況を示している。
2009年の追跡調査では、それ以前に比べて
回答が大幅に増えており、現在及び過去の卒
業生の JISPに対する満足度が高いこと、また
IMFへの就職に対する関心が高いことが示さ
れた。

2008年には、IMFの業 務に対する知 識
と IMFで働くことへの関心を高める目的で、
JISPの奨学生が初めて IMFの Jacques Polak 
Annual Research Conferenceに招待された。
2008年には 15名、2009年にはさらに 10名
の奨学生がこの会議に出席した。出席した奨

学生のフィードバックは非常に肯定的であり、
この取り組みは継続されている。IMF研修所
は、奨学生の経験を豊かなものとし、奨学生
と IMFとの関係を強化するため、2010年の会
議にも奨学生を出席させる計画である。

IMFは JISPの確固とした実績に満足してお
り、一流大学関係者は JISP奨学生が引き続き
優秀な成績を収めていると報告し、JISPの実
績を高く評価している。さらに、プログラム
に参加している奨学生は、自分たちの学業に
対する日本政府の寛大な支援に深い感謝を表
明している。

23 博士号取得のための Japan-IMFスカラシッププログラム
では、学年度は8月1日から7月31日を表す。したがって、
2007学年度は、2007年8月1日から2008年7月31日までの
期間である。



25

JSAが支援する活動

表6．日本・IMFアジア奨学金プログラム…国別、出身機関別構成（1993年～2009年）

奨学生の出身国 人数 ％ 修了生 奨学生の出身機関 人数 ％ 修了生
中国 80 17.1% 72 中央銀行 235 50% 202

ベトナム 73 15.6% 65 財務省／税務当局 110 23% 95

ウズベキスタン 57 12.2% 51 経済関係省及び関係
機関

56 12% 50

カンボジア 41 8.8% 34 統計局 18 4% 16

モンゴル 39 8.4% 32 貿易／商業省 16 3% 13

キルギス 38 8.1% 34 内閣府 7 2% 6

ミャンマー 32 6.9% 32 その他 25 5% 23

カザフスタン 31 6.6% 30 総計 467 100% 405

インドネシア 20 4.3% 15

ラオス 13 2.8% 11

フィリピン 11 2.4% 10

タイ 11 2.4% 8

タジキスタン 10 2.1% 8

バングラデシュ 3 0.6% 0

フィジー 2 0.4% 1

スリランカ 2 0.4% 0

トルクメニスタン 2 0.4% 2

マレーシア 1 0.2% 0

東ティモール 1 0.2% 0

総計 467 100% 405
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表7． 博士号取得のための日本・IMF奨学金プログラム…奨学生の出身国／地域構成 
（1996年～2010年プログラム）

奨学生数

国名
1996
年

1997
年

1998
年

1999
年

2000
年

2001
年

2002
年

2003
年

2004
年

2005
年

2006
年

2007
年

2008
年

20091

年
2010
年

1996～ 
2010年
合計　％

バングラデシュ 0 0 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 6 3

カンボジア 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 1

中国 (香港を含む ) 2 5 2 4 2 2 1 1 1 1 1 1 1 0 0 24 12

インドネシア 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 3 2

日本 3 7 7 7 7 7 5 7 7 7 8 6 3 7 7 95 48

カザフスタン 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 5 3

韓国 2 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 19 10

キルギス 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 3 2

マレーシア 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

モンゴル 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 2 1 0 0 7 4

ミャンマー 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1

ネパール 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 1

フィリピン 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1

タジキスタン 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

タイ 2 1 2 0 0 1 2 0 1 2 2 1 1 0 0 15 8

ウズベキスタン 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 3 2

ベトナム 0 0 0 1 0 1 2 1 2 2 1 0 1 0 0 11 6

合計 9 16 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 11 7 7 200 100

1 2009年から日本人だけがこのプログラムの有資格者である。
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JSAが支援する活動

表8．博士号取得のための日本・IMF奨学金プログラム…大学別奨学生数（1996年～2010年プログラム）
奨学生数

大学名 合計 1996
年

1997
年

1998
年

1999
年

2000
年

2001
年

2002
年

2003
年

2004
年

2005
年

2006
年

2007
年

2008
年

2009
年

2010
年

米国
 1. ブランダイス大学 1 1
 2. ブラウン大学 11 1 2 1 2 1 1 1 1 1
 3. ボストン大学 8 1 2 1 2 2
 4. コロンビア大学 16 2 3 1 1 1 5 2 1
 5. コーネル大学 7 1 2 1 1 1 1
 6. デューク大学 6 2 1 1 1 1
 7. ジョージタウン大学 7 1 4 1 1
 8. ジョージ・ワシントン大学 1 1
 9. ハーバード大学 3 1 1 1
10. インディアナ大学 1 1
11. ジョンス・ホプキンス大学 5 1 1 1 2
12. マサチューセッツ工科大学 1 1
13. ニューヨーク大学 8 1 2 2 1 2
14. ノースウエスタン大学 3 1 1 1
15. オハイオ州立大学コロンバス校 7 2 2 2 1
16. プリンストン大学 2 2
17. スタンフォード大学 10 1 2 3 1 1 1 1
18. ニューヨーク州立大学 1 1
19. カリフォルニア大学バークレー校 2 1 1
20. カリフォルニア大学ロサンゼルス校 8 1 3 1 1 1 1
21. カリフォルニア大学サンディエゴ校 4 1 1 1 1
22. シカゴ大学 14 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1
23. イリノイ大学 (アーバナ・シャンペーン ) 2 1 1
24. メリーランド大学カレッジパーク校 5 1 1 1 1 1
25. ミシガン大学アンアーバー校 11 2 1 2 1 1 1 1 1 1
26. ミネソタ大学ミネアポリス校 10 1 1 1 1 1 2 2 1
27. ペンシルベニア大学 9 1 2 3 1 1 1
28. ロチェスター大学 5 1 1 1 1 1
29. テキサス大学オースティン校 2 1 1
30. バージニア大学 5 1 1 2 1
31. ワシントン大学シアトル校 2 1 1
32. ウィスコンシン大学マディソン校 11 1 1 1 4 1 2 1
33. ヴァンデルビルト大学 2 1 1
34. エール大学 4 1 1 1 1
カナダ
35. マギル大学 1 1
36. ブリティッシュコロンビア大学 1 1
37. トロント大学 2 1 1
38. ウェスタン・オンタリオ大学 1 1
英国
39. ロンドン大学ロイヤルホロウェイ校 1 1
合計 200 9 16 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 11 7 7
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表9．博士号取得のための日本・IMF奨学金プログラム…2010年7月時点1996年～2006年プログラム
卒業生の就職状況 1

1996
年

1997
年

1998
年

1999
年

2000
年2

2001
年

2002
年

2003
年

2004
年

2005
年

2006
年 合計

IMFエコノミスト・プログラム
（EP）

0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 2 7

IMFエコノミスト（旧EP） 0 4 0 7 2 1 0 0 0 0 0 14
IMFミッドキャリア・ 
エコノミスト

0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2

政府 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 4
大学 3 2 7 1 1 7 4 2 3 1 0 31
研究活動の継続 
（PhDプログラム）

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5

その他 6 8 6 7 11 7 10 12 11 12 7 97
合計 9 16 15 15 15 15 15 15 15 15 15 160

1 奨学生及び卒業生年次調査の結果に基づくデータ。2006年以降の奨学生グループの多くはまだJISPの途中である。



添付資料





受益国 分野 コミット額 内容

アフリカ̶ 
複数英語圏国

投資統計 $30,000 直接投資残高共同調査（CDIS）に関する3
日間のセミナーを開催し、その参加費用に対
して資金を拠出。この調査の目的は、参加国
の直接投資に関するポジションデータの質的
向上であり、セミナーでは調査の進捗状況を
見直し、実施上の問題点に対処する。セミナ
ーには14カ国の代表が参加し、開催国であ
る南ア共和国が各種施設や実際業務上の支
援を提供。

アフリカ̶ 
複数英語圏国

金融健全性指標（FSI）統計 $30,000 5日間のワークショップを開催。目的は、(1)
FSI作成に向けた各国の技術能力の強化、 (2)
南部アフリカ開発共同体（SADC）やその他
の国における、 IMFの新たなFSI報告様式を
使用したFSI及びメタデータ編纂システムの
構築、(3)FSI統計を IMF及び他の地域当局
へ報告するための各種準備。東アフリカ共同
体事務局、SADC 首脳委員会、西アフリカ
通貨機構、及び10カ国の代表13名の参加費
用に対して資金を拠出。

2010年度に承認されたJSAによる技術支援のプロジェクト（53）

アフリカ
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添付資料 1A



受益国 分野 コミット額 内容

アフリカ̶ 
複数英語圏国

通貨・金融統計 $50,000 南部アフリカ開発共同体（SADC）加盟14
カ国を対象に、通貨・金融統計の調和に関す
る1週間のワークショップを開催。テーマは、
ノンバンク金融機関、電子マネー、マイクロ
ファイナンス、保険に対する統計手法、これ
らの分野における統計編纂上の課題、及び
IMF標準報告様式を使用したデータ報告な
ど。

アフリカ̶複数国 通貨・金融統計 $93,750 西アフリカ通貨圏（WAMZ）の通貨統計プ
ログラムの管理者と通貨統計編纂担当者を対
象とする12日間のセミナーの実施に資金を拠
出。WAMZ各国の管理者、及び西アフリカ
通貨機構（WAMI）、西アフリカ諸国中央銀
行（BCEAO）、西アフリカ諸国経済共同体
（ECOWAS）の9名の担当者の参加費用に対
して資金を拠出。セミナーのテーマは、IMF
の標準報告様式に準じた通貨統計の作成基
準、及び地域ベースの統計の集約手順。

アフリカ̶複数国 国際収支統計 $150,000 アンゴラ、中央アフリカ共和国、エリトリア、
モザンビーク、ナミビアに短期専門家を各1
回派遣し、対外統計（国際収支（BOP）、対
外資産負債残高（IIP）、対外債務など）の
作成・普及における改善を推進。
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受益国 分野 コミット額 内容

アフリカ̶複数国 投資及び対外債務統計 $50,000 対外資産負債残高（IIP）及び対外債務統計
の編纂の改善と着手をテーマとする2週間の
地域ワークショップを開催し、西アフリカ5
カ国からの参加者24名の費用に対して資金
を拠出。ワークショップは、西アフリカ金融
経済運営研究所（WAIFEM）と共同で開催。

アフリカ̶複数フラン
ス語圏国

投資統計 $50,000 直接投資残高共同調査（CDIS）に関するセ
ミナーを開催し、12カ国からの参加者の費用
に対して資金を拠出。この調査の目的は、参
加国の直接投資に関するポジションデータの
質的向上であり、セミナーでは調査の進捗状
況を見直し、実施上の問題点に対処する。

BEAC ̶中部アフリカ
諸国銀行

銀行監督 $155,285 巡回専門家派遣（各4週間）を5回実施。中
部アフリカ経済通貨共同体（CEMAC）の地
域レベルの銀行委員会（COBAC：中部アフ
リカ諸国金融委員会）におけるCEMAC銀
行セクターに対する監督能力の強化を支援。
プロジェクトの主な重点は、(1)オンサイト検
査の実施、(2)オフサイト監督実施のための
ベスト・プラクティスを示した業務手順の整
備、(3)プルデンシャル規制の起案。
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受益国 分野 コミット額 内容

カメルーン 税務行政 $62,114 税務行政の短期専門家を2回（各3週間）派
遣。管理者に対し、(1)普通納税者事務所の
業務実績の改善、(2)高額・普通納税者によ
る申告・納付率引き上げのためのコンプライ
アンス・プログラムの策定、(3)税務情報及
び関税当局との情報交換の強化による、高額
収入につながる可能性のあるインフォーマル
な活動の摘発に向けた支援を提供。

中央アフリカ共和国 税務行政 $60,000 短期専門家を2回派遣し、税務部局の税務行
政近代化プログラムの策定・実施能力の向上
を支援。

ガボン 税務及び関税行政 $62,114 税務行政及び関税行政短期専門家を各1回
（各3週間）派遣し、税務・関税行政の近代
化を支援。プロジェクトの目的は、(1)普通
納税者事務所の開設に向けた行動計画の実
施支援、 (2)主要港湾における管理強化のた
めのリスク管理能力の構築。

ガーナ 税務行政 $62,114 歳入管理の専門家の短期派遣を2回（各約3
週間）実施。プロジェクトの内容は、(1)歳
入管理近代化戦略における重要事項の最終
調整、(2)歳入当局モデルに向けた当局への
支援、及び一律かつ統合的な税務サービスの
創出、(3)実施計画の策定。
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受益国 分野 コミット額 内容

リベリア 税法及び規制 $31,057 短期専門家を派遣し、基本となる税務法令の
改善による税務システムの強化を目指す。プ
ロジェクトでは、税規範の改正案の作成や規
則の起案を行い、その中には (1)税制上の優
遇措置の合理化、(2)農業・天然資源に対す
る課税の近代化、(3)小規模事業に対する課
税、(4)課税範囲におけるフリンジ・ベネフ
ィットの拡大が含まれる。

リベリア 金融業務 $71,451 長期専門家をリベリア中央銀行（CBL）に派
遣。金融統制手順の整備、内部統制の実施、
及び確立された基本原則を遵守した監査実施
の確保における支援。

マラウイ 税法 $31,057 短期専門家を派遣。税務手続に関する各種
規定を単一の税務手続き法にまとめ、税務シ
ステムの強化を図る。

ナミビア 公的財政管理 $62,114 短期専門家を2回派遣。当局に対して、最近
導入されたプログラムベース、プログラム志
向の予算編成アプローチを用いた年間予算の
管理を支援。主な目的は、(1)プログラムと
活動の設計における明瞭性と整合性の確保、
(2)プログラムに基づく新たな歳出抑制規則
の策定、(3)財政法の改正。
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受益国 分野 コミット額 内容

ルワンダ 銀行監督 $280,788 長期専門家の任期を延長。ルワンダ中央銀
行（BNR）に対して金融セクター監督能力
強化を支援。プロジェクトでは、BNRの金
融安定化理事会（FSD）の職務遂行を支援し、
(1)銀行、ノンバンク、マイクロファイナンス
機関、及び外国為替担当部局の監督、(2)金
融安定化部局の設置、(3)信用情報システム
の監視を推進。

ザンビア 税務行政 $31,057 税務行政の専門家を1回（3週間）派遣。ザ
ンビア歳入庁の業務効果の強化に対する支援
を継続。支援の重点は、普通納税者事務所
2カ所の開設により管轄税務署の役割を転換
し、普通納税者のコンプライアンスレベル及
び税負担を引き上げること。

ザンビア 税務行政 $60,000 短期専門家を2回派遣。付加価値税（VAT）
体制による税徴収率の低下に対する分析、診
断、及び是正策の特定に努める。

ザンビア 公的財政管理 $120,000 短期専門家を4回派遣し、会計、財務報告、
資金管理の強化を支援。
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受益国 分野 コミット額 内容

アジア及び太平洋諸国マクロ経済及び財政管理 $562,861 長期専門家の任期を1年延長し、IMFシンガ
ポール地域研修所 (STI)が実施する研修の参
加費用に対する資金拠出による支援を継続。
専門家は年間13週間の講義を行い、STIカ
リキュラムに応じた講義とワークショップを
準備する。2010年度に実施される10コース、
約500 participant weeksの参加費用に対して
資金を拠出。STIが掲げる目標は、アジア各
国の政府職員における経済状況の分析、及び
マクロ経済政策の策定・実施能力の強化。

バングラデシュ 税務行政 $30,000 短期専門家を1回を派遣。国際的なベス
ト・プラクティスに沿った新たな付加価値税
（VAT）法の制定を支援。

東ティモール 
民主共和国

公的財政管理 $291,804 財務管理アドバイザーの任期を1年延長し、
財務省改革の継続及び実施の支援に取り組
む。提案されている作業は、(1)財務省の制度・
組織体制の合理化、強化、(2)財務省職員へ
の教育、(3)管理に関する法、規則、規制の
近代化、(4)財務機能の地方自治体への移譲
に向けた政策・手順の地方分権化。

アジア・太平洋
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受益国 分野 コミット額 内容

インドネシア 銀行監督 $285,804 長期専門家の任期を1年延長。インドネシア
中央銀行（BI）に対して2つの重要目標の達
成を支援： (1)規制・監督政策改革によるリ
スクベースの監督実施の円滑化、(2)個々の
銀行の監督、及びリスクベースの監督手法
の支援に向けて強化された評価システムの整
備。

モルジブ 銀行監督及び危機予防 $124,228 短期専門家を4回（各4週間）派遣。モルジ
ブ金融管理局に対し、(1)問題のある銀行の
支援、(2)オンサイト検査とオフサイト分析の
実施、(3)プルデンシャル規制の整備・実施
のための能力強化に対する支援を継続。

モルジブ 金融政策及びオペレーション $124,228 短期専門家を4回（各4週間）派遣。モルジ
ブ金融管理局に対し、 (1)金融政策の実施に
向けて新たに設立された金融政策委員会の十
分な稼動、(2)公開市場操作のための市場商
品の開発、(3)公開市場操作による流動性管
理、(4)金融業務に関する目標設定を支援。

モルジブ 公的財政管理 $60,000 巡回専門家を2回（各1カ月間）派遣。政府
の総合金融情報制度（GIFMIS）、及び資金
管理・資金計画システムの整備に対する指導
を継続。
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受益国 分野 コミット額 内容

モンゴル 税務行政 $66,614 巡回アドバイザーの短期派遣を2回実施。国
税庁に対して高額納税者管理の強化を支援。
アドバイザーの業務の主な重点は、高額納税
者事務所の監査機能の改善。

モンゴル 税務行政 $64,500 短期専門家の巡回派遣を2回実施。国税庁に
対して高額納税者管理のための能力強化を支
援。プロジェクトの主な重点は、高額納税者
事務所の監査機能の改善。

モンゴル 公的財政管理 $121,995 財務省に派遣されている予算計画アドバイザ
ーの任期を5カ月延長。目的は、(1)プログラ
ムと中期予算編成の完全導入による従来の予
算計画プロセスの近代化へ向けた取り組みの
継続、(2)従来の予算プロセスの合理化、資
本予算の強化・統合、及び政策分析・原価
計算技術の開発の継続。

ネパール 関税行政 $93,171 短期巡回専門家を3回派遣。ネパール関税局
が策定した2009年から2013年までの改革・
管理計画における優先事項の実施、及びこの
計画の恒常的なモニタリングや改訂に要する
システムと手続きの導入を支援。
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受益国 分野 コミット額 内容

ネパール 税務行政 $93,171 短期専門家を3回派遣し、ネパールの国税庁
に対する支援を継続。プロジェクトの目的は、
監査能力の強化において達成された進展を基
に、高額納税者事務所（LTO）が、改善的
な継続を自ら持続していくための能力を増強
すること。プロジェクトでは、リスクベース
の選択、監査品質の保証、監査プログラムの
実施に関するモニタリングや報告などを含む
監査管理におけるLTOの能力拡大を目的と
する。

太平洋金融技術 
支援センター(PFTAC)

税務行政 $335,804 歳入管理アドバイザーの任期を1年延長。歳
入政策管理の近代化、及びPFTAC加盟各国
における歳入業務の改善に向けた能力強化を
支援。

太平洋金融技術 
支援センター(PFTAC)

複数部門統計 $320,788 長期専門家の任期を1年延長。目的は、(1)
PFTAC加盟各国における経済政策立案のた
めのマクロ経済統計作成能力の強化、(2)国
際収支（BOP）、対外債務、及び対外資産負
債残高（IIP）統計に用いられる編纂方法と
ソースデータの改善、(3)年次政府財政統計
（GFS）の対象及び方法における改善の継続。
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受益国 分野 コミット額 内容

フィリピン 銀行監督 $285,804 長期専門家が、フィリピン中央銀行に対し、
強固なリスクベースの銀行監督、問題を抱え
る銀行の破たん処理戦略、及び監督能力の強
化に向けた計画と実施に関する支援を提供。
プロポーザルの目的は、当局に対し、(1)監督・
検査セクターの再構築、(2)法令の執行強化
による検査・監督の実施における一貫性の確
保、(3)リスクの特定及びリスク管理能力の
評価に重点を置く規制・検査枠組みの強化を
支援することである。 

受益国 分野 コミット額 内容

ヨーロッパ̶複数国 国際収支統計 $70,000 「国際収支統計作成者のための送金統計」に
関する5日間のセミナーを開催。参加した欧
州21カ国の政府関係者の経費に対して資金
を拠出。セミナーの目的は、(1)国外送金統
計における新たな基準の推進、(2)国外送金
データ編纂者に対する実務ガイダンスの提
供。

アルメニア 税務行政 $331,804 長期常駐専門家が、当局に対して包括的な
税務行政近代化プロジェクトの実施を支援。
具体的には、このプロジェクトは、税務行政
改革の重要な分野である(1)歳入戦略、(2)税
務行政組織、(3)税務行政の中核的機能、(4)
税務行政支援機能に対する助言の提供を目
的とする。

ヨーロッパ
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受益国 分野 コミット額 内容

コソボ 金融政策 $280,788 コソボ中央銀行（CBK）総裁に派遣されて
いる長期アドバイザーの任期を1年延長。ア
ドバイザーは総裁に対して日常的に助言を行
い、CBKの目標である金融安定化、支払能力、
金融システムの効率的な業務遂行の促進など
の実施において支援を提供。

モルドバ共和国 銀行監督 $60,000 2カ月間の短期派遣（各回5日～12日）を
実施し、危機管理計画の策定・実施を支援。
計画は、(1)関係機関との間での覚書、(2)各
機関における危機管理手順、(3)各機関に対
して、合意に基づく措置への権限を付与する
法令の整備、(4)危機シナリオ演習を含む。

モルドバ共和国 能力強化 $285,804 長期専門家の任期を1年延長。モルドバ国立
銀行（NBM）に対し、金融政策分析手法の
開発・実施のための能力強化に対する支援
を継続。主な重点は、構造予測・政策分析
システムの構築であるが、これは、NBMが、
経済状況との関係から金融政策のとるべきス
タンスを判断するための、意思決定プロセス
及び能力の強化を目指すものである。
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受益国 分野 コミット額 内容

ヨーロッパ及び中東中
央アジア（MCD）諸
国

通貨・金融統計 $93,750 ロシア及び旧ソ連邦14カ国の中央銀行職員
30名を対象とする3週間の地域レベルの研修
を開催。研修の目的は、通貨統計編纂の実
務的な側面、及び貸借対照表アプローチ分析
における補完的準備融資制度に基づく通貨デ
ータの利用に、参加者を習熟させることであ
る。この研修では、金融統計と資金循環勘
定もテーマに取り上げる。

受益国 分野 コミット額 内容

アフガニスタン・イス
ラム共和国

政府財政統計 $122,114 財務省（MOF）及び中央統計局の職員を対
象として、専門家による2週間の技術支援ワ
ークショップを開催。ヨルダンのアンマンで
開催するこのセミナーは、アフガニスタン政
府職員がヨルダンのMOF職員と面談し、政
府財政統計（GFS）の編纂に関する制度・技
術面の課題について協議する場となる。ワー
クショップは、GFSマニュアル2001に関する
研修と、アフガニスタン政府の会計データを
使用した実務的な作業を組み合わせて実施さ
れる。

中東・中央アジア

IMF－複数地域
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受益国 分野 コミット額 内容

アフガニスタン・ 
イスラム共和国

税務行政 $62,500 短期専門家を2回派遣。歳入部局に対して以
下の支援を行う：(1)税務・関税行政の中期
改革計画の策定、(2)計画実施状況のモニタ
リング、及び課題に対する財務省のリーダー
シップに関する助言の提供、(3)効果的な税
務・関税改革運営委員会やプロジェクトチー
ムの設立、(4)本局と地方事務所の間の説明
責任における明確な区分化に関する技術的助
言の提供。

アフガニスタン・ 
イスラム共和国

通貨・金融統計 $120,000 短期巡回専門家を2回派遣。アフガニスタン
中央銀行及びその他の預金公社に対し、通貨
統計の作成に用いられるソースデータの質、
勘定科目分類、及びデータの一貫性に関する
改善を支援。

アフガニスタン・ 
イスラム共和国

国民経済計算統計 $61,057 短期専門家が2週間のワークショップを開催
し、中央統計局が編纂する国民経済計算の
正確性の改善を図る。

アフガニスタン・ 
イスラム共和国

国際収支統計 $60,000 短期専門家を1回を派遣。当局に対し、(1)
国際収支・対外資産負債残高マニュアルのガ
イドラインに準拠した国際収支統計の作成、
(2)ソースデータの収集における従来のシステ
ムの強化及び新たなシステムの開発を支援。

キルギス共和国 税務行政 $62,500 短期巡回専門家を2回派遣。目的は、(1)少
額納税者区分に対するさらに効果的なシステ
ムの設計、(2)当局による高額納税者部門の
拡大・強化に向けた実施戦略・計画の策定
支援。
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受益国 分野 コミット額 内容

モーリタニア 税務行政 $60,000 短期巡回専門家を2回派遣。目的は、(1)税
務当局の本部の組織再編、政策立案及び法
人向け業務の提供における能力強化、(2)納
税者登録レベルの向上に向けた大規模・中規
模事業者に関する一斉調査の企画。

モーリタニア 公的財政管理 $60,000 短期専門家を2回派遣。当局に対し、(1)政
府の銀行処理手続きの合理化及び財政上の
単一口座（TSA）の確立、(2)資金計画・管
理システムの強化を支援。

中東及び中央アジア―
複数国

一般データ公表システム
（GDDS）ワークショップ

$70,000 5日間のワークショップを開催し、参加費用
に対して資金を拠出。一般データ公表システ
ム（GDDS）コーディネーターが、GDDSの
新たな側面である(1)データ公表における定
期性と適時性、(2)公表カレンダー（ARC)、
(3)国別データサマリー・ページについて理解
し、実施するための支援を提供。

中東地域技術支援セン
ター

税務行政 $335,804 歳入管理アドバイザーの任期を1年延長。目
的は、(1)地域レベルのイベント（ワークシ
ョップ、セミナー、視察、研修）を企画し、
(2)短期専門家が進める中東地域技術支援セ
ンター（METAC）の歳入管理・技術支援作
業計画に対して現場での監督を行い、さらに
(3)加盟国が歳入管理の整備において足並み
を揃えるよう、定期的に視察を行うこと。
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受益国 分野 コミット額 内容

中東地域技術支援セン
ター(METAC)

公的債務管理 $280,788 長期専門家を1年間派遣し、METAC加盟国
に対して、公的債務管理能力の強化、及び
債券市場の整備について助言を提供。

西半球

受益国 分野 コミット額 内容

ペルー 公的財政管理 $134,228 経済財務省、ペルー中央準備銀行、及び国
立銀行に派遣されている常駐財政管理アドバ
イザーの任期を6カ月間延長し、予算執行及
び財政管理の強化に対する継続的な支援を促
進。その中で、(1)財政上の単一口座のより
完全な実施、(2)予算執行のための様々なツ
ールを用いる運営者と予算執行者間の関連性
の再構築、(3)報告に関する改善に取り組む。
このプロジェクトにより、自動会計、予算分
類、及び国際基準に従った勘定科目一覧表
に基づく新たな財政管理情報システムのメリ
ットが、十分に発揮される。
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2010年度に承認されたJSAの技術支援プログラム (8)

2010年度から2012年度までの3年間のプログラムでは、国家背景や開発状況が類似している西アフリカの10カ
国における財政管理の強化に重点が置かれる。技術支援の提供には、改革プロセスの様々な段階において、各
国が学んできた教訓から得られる相乗作用が最大化されるアプローチを用いるが、税務行政と予算管理について
は、支援における課題と目的が類似している。このプログラムの目的は、各国に対し、(1)予算編成・執行の改善、
(2)プログラム及び業績予算編成の強化、(3)付加価値税（VAT）生産性の改善、(4)普通納税者からの税徴収及
び普通納税者によるコンプライアンスの改善、小規模・零細事業者に対するさらに効率的な課税制度の整備を
支援することである。

このプログラムは、短期専門家の派遣、本部主導の視察、セミナー、地域公的財政管理アドバイザー（拠点国
リベリア）と税務行政アドバイザー（拠点国ガーナ）に対して資金を拠出する。なお、これらの地域アドバイザ
ーは、ブルキナファソ、コートジボアール、ガンビア、ガーナ、リベリア、マリ、ニジェール、ナイジェリア、
セネガル、シエラレオネに対しても支援を行う。一部の国に対しては、具体的な技術支援に関する中期的ニーズ
を把握するための調査ミッションを実施する。

2010年度から2012年度までのプログラム予算 $5,401,000

2010年度のプログラム予算 $1,199,000

受益国 分野 2010年度作業計画

ブルキナファソ 税務行政 短期専門家を2回派遣し、(1)政府会計にお
ける外国出資取引関連業務の記録作成、(2)
会計業務の信頼性強化、(3)予算・会計手続
きの簡素化・合理化、(4)資金管理の改善を
支援。

コートジボワール 税務行政 IMFが出資する2010年度の診断ミッションを
受けて短期専門家を2回派遣。診断評価の目
的は、少額・普通納税者管理におけるアプロ
ーチに対する明確な理解を促すこと、及び改
革の優先事項に加え、このプログラムの下で
今後派遣される専門家が重視すべき事項を判
断することである。

西アフリカ：戦略的財政管理の整備
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受益国 分野 2010年度作業計画

ガンビア 税務行政 ガーナを拠点とする地域税務行政アドバイザ
ーによる調査視察を実施。税務行政に対する
技術支援のニーズが明らかとなった税務政策
に関する2009年中頃のミッションを受けて、
技術支援における具体的なニーズ、及び2011
年・2012年度プログラムについて協議を行う。

ガーナ 公的財政管理及び税務行政 短期専門家の派遣及び本部ベースのミッショ
ンを各1回実施し、公的財政管理の法的枠組
みの改革に向けたフォローアップ業務を実施。

リベリア 公的財政管理 PFMミッションを実施し、リベリアを拠点と
する地域アドバイザーを視察する。このミッ
ションは、PFMプロセスの管理を回復する方
策が特定・実施された2006年の最初のミッ
ション、さらに、進捗状況の評価や、新たな
法的枠組みといった追加的方策が実施された
2007年と2009年のフォローアップ・ミッショ
ンに引き続き実施する。地域アドバイザーは
継続的な支援を提供し、新たな法的枠組み、
財政会計・報告、資金管理、及び内部監査
に特に重点を置く。
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受益国 分野 2010年度作業計画

マリ 公的財政管理 短期専門家を1回派遣。当局に対し、(1)プ
ログラム予算の策定に向けた戦略の詳細化、
及びこれに対応するコンセプトペーパーの作
成、(2)改革を管理する運営委員会体制の確
立、(3)プログラム予算編成コンセプトの見直
し、(4)予算編成に関する能力強化のための、
研修の実施を支援。

ニジェール 公的財政管理及び税務行政 本部ベースの技術支援ミッション、及び短期
専門家派遣を各1回実施。目的は、(1)政府
会計における外国出資取引関連業務の記録作
成、(2)会計業務の信頼性強化、(3)予算・会
計手続きの簡素化・合理化、(4)資金管理の
改善を支援。

ナイジェリア 公的財政管理及び税務行政 短期専門家を1回派遣。目的は、(1)会計
及び情報管理システム（IFMIS）の強化、
(2)2008年の JSAプロジェクトのフォローアッ
プによる予算プロセスの強化、及び業績ベー
スの予算編成（PBB）システムの採用に向け
ての前進である。

ガーナを拠点とする地域税務行政アドバイザ
ーによる調査視察では、技術支援におけるニ
ーズ、及び2011年・2012年度のプログラム
について協議。2004年のミッションで示され
た税務行政改革に関する提言を取り入れてい
るが、2004年から2006年の間にはいくらか
の進展が見られたものの、改革アジェンダの
中には未完了の項目が残されている。

シエラレオネ 税務行政 短期専門家を1回派遣。付加価値税（VAT）
導入後の見直しを実施し、少額納税者向けの
簡略な制度の整備を支援。
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受益国 分野 2010年度作業計画

バングラデシュ 公的財政管理及び税務行政 従来のVAT業務、税規範、及び法の欠陥を
見直した2009年の評価を改訂し、当局とと
もに、3年間のプログラムで短期専門家によ
る技術支援が取り組むべき優先事項を決定す
る。

2010年度から2012年度までの3年間のプログラムでは、アジア太平洋地域の7カ国に対して、公的財政管理及
び税務行政の分野における技術支援を提供する。このプログラムの目的は、これらの国々におけるマクロ経済政
策・システムの整備を支援し、近代的な予算・財政管理、及び健全な歳入徴収構造に資することである。プロ
グラムの目指すゴールは、(1)各国のマクロ財政策定分析・予測能力の強化、及びトップダウン方式の予算編成
の推進、(2)財政管理のあらゆる側面の強化、及び財政における透明性の向上、(3)税務・関税行政の中核的機
能である納税者登録、徴収プロセス、リスク評価、監査、高額納税者管理の強化など、多岐にわたる。

このプログラムは、短期専門家の派遣、本部主導の視察、セミナー、及び地域PFMアドバイザー（拠点国イン
ドネシア）と税務行政アドバイザー（拠点国ネパール）に対して資金を拠出する。なお、これらの地域アドバイ
ザーは、バングラデシュ、カンボジア、インドネシア、ラオス、ネパール、東ティモール民主共和国、及びベト
ナムにも支援を提供する。一部の国に対しては、具体的な技術支援に関する中期的ニーズを把握するための調査
ミッションを実施する。

2010年度から2012年度までのプログラム予算 $6,327,000

2010年度のプログラム予算 $1,338,000

アジア及び太平洋：効果的かつ効率的な公的財政管理
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受益国 分野 2010年度作業計画

カンボジア 公的財政管理及び関税行政 短期専門家を1回派遣し、マクロ財政管理の
改善に着手。
短期専門家を2回派遣し、政府会計改革戦略
を実施。
短期専門家を2回派遣し、資金管理改革戦略
を実施。
本部主導のミッションでは、当局に対し、マ
クロ財政予測の改善、及び中期予算枠組み
（MTBF）の実施に向けた能力評価のための戦
略策定を支援。
短期専門家を2回派遣。当局に対し、(1)機
能ラインにおける関税行政の改革、(2)業績
指標、及び業績管理政策・システムの策定と
運用を支援。
本部主導のミッションでは改善の進捗状況を
見直し、プログラムの2年目に向けて業務の
優先性を判断する。

インドネシア 公的財政管理 短期専門家を2回派遣。専門家は、財政の近
代化に向けて合意された優先分野において技
術支援を提供するが、その基になっているの
が、2008年12月に世界銀行とIMFが合同で
作成した資産負債管理（ALM）に関する報
告の提言である。技術支援の目的は、当局に
対し、財政上の単一口座（TSA）に関する業
務の完了、及び資産負債管理が改善された状
況の中で、資産管理のさらなる改善を支援す
ることである。
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受益国 分野 2010年度作業計画

ラオス人民民主共和国 関税行政 短期専門家を2回派遣。当局に対して関税
行政のための新たな法的枠組みの運用を支援
し、全国ベースで適用される手続マニュアル
と指示書の導入を進める。

ネパール 公的財政管理及び税務行政 地域常駐税務専門家を配置し、財政の近代化
に集中的に取り組む。

税務行政の短期専門家を3回派遣。当局に対
し、2009年～2013年の改革案及び近代化計
画の実施、及び計画の恒常的なモニタリング
やアップデートに必要なシステムと手続きの
採用を支援。計画の主な重点は、中期的な歳
入徴収の改善に必要な方策の実施、及び納税
者のコンプライアンスレベルの引き上げであ
る。特に、技術支援では、課税範囲の拡大、
納税者の申告レベルの引き上げ、未払い残高
の削減、さらに、適切な監査方法と経験豊富
な監査人を選定することで、監査プログラム
の実施を通じて歳入増を図ることに重点を置
く。

本部主導のミッションを実施し、税務・関税
改革プログラムに対する2009年の評価を改
訂。

東ティモール民主共和国 公的財政管理 常駐専門家が、当局に対して近代的な財政の
実施を支援。公的支出及び財政に関する説明
責任（PEFA）に重点を置いた本部主導のミ
ッションを実施し、同プログラムで開始すべ
き優先事項及び技術支援を判断する。さらに
PEFAフォローアップ・ミッションを実施し、
PFMの改革計画を完成させて理解の強化を図
り、計画の実施において当局を支援する。

ベトナム 2010年度には、プロジェクトは計画されてい
ない。
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受益国 分野 2010年度作業計画

キルギス共和国 公的財政管理及び銀行監督 短期専門家の派遣と本部ベースのミッション
を各1回、及び地域PFMアドバイザーの協力
により、予算編成の強化、並びに予算と中期
計画、コミットメント管理、及び財務報告の
統合を支援。

短期専門家を2回派遣。銀行監督の強化に向
けて銀行に対する改善措置を実施し、より高
度なストレステスト方法を適用。

2010年度から2012年度までの3年間のプログラムでは、中央アジア地域8カ国における財源の保護と財政制度
の強化に資する技術支援を提供する。プログラムの目的は、(1)金融に対する監視の強化、並びに危機管理・危
機解決メカニズム及び金融におけるセーフティネットの構築、(2)中期戦略及び政策指向の予算管理のための制
度・枠組みの構築、並びに世界的金融危機への対応として求められる、財政再建の取り組みに対する支援、(3)
特に財務報告の改善と中期予算枠組みの導入に重点を置いた、現在進められている予算・財政改革実施の一層
の強化、(4)銀行セクターの規制・監督の強化、問題を抱える銀行に対する改善措置の実施など、(5)ストレステ
ストや早期警告システムなどの分野を含む監督業務の高度化である。

このプログラムは、短期専門家の派遣、本部主導の視察、セミナー、カザフスタン共和国を拠点とする常駐アド
バイザー、ウズベキスタンを拠点とする地域PFMアドバイザーに対して資金を拠出する。なお、これらのアドバ
イザーは、アルメニア、アゼルバイジャン、グルジア、カザフスタン、キルギス共和国、タジキスタン、トルク
メニスタン、ウズベキスタンに対しても支援を提供する。一部の国に対しては、具体的な技術支援に関する中期
的ニーズを把握するための調査ミッションを実施する。

2010年度から2012年度までのプログラム予算 $4,150,000

2010年度のプログラム予算 $1,107,000

中東及び中央アジア：中央アジア諸国における財源の保護
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受益国 分野 2010年度作業計画

カザフスタン共和国 公的財政管理及び銀行監督 短期専門家の派遣と本部ベースのミッション
各1回、及び地域PFMアドバイザーの協力に
より、(1)中期財政・予算枠組みの改善、現
行の3カ年予算・計画プロセスとの統合、(2)
銀行破たん処理のための法的枠組みの強化を
支援。

常駐アドバイザーを配置し、銀行破たん処理
の法的枠組みの強化、及び技術面・行政面の
支援を提供。

タジキスタン 公的財政管理 地域アドバイザーの協力、及び本部ベースの
ミッション1回により、(1)国有企業（SOE）
モニタリング部局を十分に機能させ、(2)コミ
ットメント管理システム、詳細な資金管理シ
ステム、財政上の単一口座（TSA）に関する
完全なシステムの設計を支援する。

アルメニア、 
アゼルバイジャン、グルジア、 
トルクメニスタン

公的財政管理 地域アドバイザーを調査のために派遣し、
PFMに対する技術支援の今後の可能性につい
て協議。初年度については、具体的な技術支
援の計画はない。
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受益国 分野 2010年度作業計画

アジア及び太平洋諸国 マクロ経済管理研修 46週間に及ぶ研修では、マクロ経済診断、マ
クロ経済予測、金融健全性指標、通貨・為
替政策、問題を抱える銀行に対する効果的な
法的枠組みの設計、銀行危機の解決、金融安
定化のための経済政策、財政問題のマクロ経
済への影響、ファイナンシャルプログラミン
グ・金融政策、外部セクター問題、マクロ経
済管理と財政政策、中央銀行における金融保
護、金融市場と新たな金融商品、ファイナン
シャルプログラミング・金融政策、政府財政
統計、マクロ経済診断、ファイナンシャルプ
ログラミング・金融政策、通貨・為替政策、
マクロ経済管理、金融セクターにおける課題
などのコースが開設される。

2010年度から2012年度までの3年間のプログラムでは、アジア太平洋地域におけるマクロ経済管理の強化を目
指した研修を提供し、政府職員による経済状況の分析、問題の診断、適切な政策の策定・実施における能力向
上を図る。研修は IMFシンガポール地域研修所（STI）を通じて提供され、マクロ経済分析・政策、通貨・金
融市場、対外セクター、財政セクター、マネーロンダリング対策、テロ資金防止などに関するコースが開設される。
このプログラムは、長期・短期専門家の派遣、本部ベースの視察、研修などの参加者、通訳・翻訳、研修コー
スの準備、スタッフの移動などの経費を負担する。

2010年度から2012年度までのプログラム予算 $6,923,977

2010年度のプログラム予算 $2,081,497

アジア・太平洋 :マクロ経済管理の強化
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受益国 分野 2010年度作業計画

アルバニア 公的財政管理及び税務行政 地域PFMアドバイザーが債務管理戦略と中
期予算枠組みの統合を支援し、債務と資金管
理業務の統合改善を進める。

短期専門家の派遣と本部ベースのフォローア
ップ・ミッションを各1回実施。さらに地域
税務行政アドバイザー協力により、改革の進
捗状況の見直し、改革戦略の改訂に関する支
援、全般的なコンプライアンス戦略の策定支
援を行う。改革における主な優先事項は、(1)
コンプライアンスリスク管理システムの策定、
(2)業務実績測定能力の開発、(3)高額納税者
業務の強化、(4)中核的な業務プロセスの改善、
(5)業務と将来における改革の可能性を阻害
する旧来のITシステムの更改である。

2010年度から2012年度までの3年間のプログラムでは、南東ヨーロッパ（SEE）の11カ国に対して、公的財政
管理及び税務行政の分野における技術支援を提供する。プログラムの目的は、各国で現在実施中の予算・財政
改革を強化し、域内の歳入行政が、国際的なベスト・プラクティスやEU要件に準じたものとなるよう支援する
ことである。このプログラムでは、各国に対して、特に (1)財政再建の達成、(2)財政調整及び財政節度の確保、
(3)予算編成を通じた資源配分の改善、(4)納税者の税法に対するコンプライアンスの向上、(5)公平かつサービ
ス志向の税務行政の提供に関して支援を提供する。

このプログラムは、短期専門家の派遣、本部主導の視察、セミナー、スロベニア他1カ国（未定）に派遣される
地域PFMアドバイザーと税務行政アドバイザーの2名に対して資金を拠出する。なお、これらの地域アドバイザ
ーは、アルバニア、ボスニア・ヘルツェゴビナ、コソボ、モルドバ、モンテネグロ、セルビア、クロアチア、マ
ケドニア旧ユーゴスラビア共和国、ブルガリア、ルーマニア、スロベニアに対しても支援を提供する。

2010年度から2012年度までのプログラム予算 $6,001,000

2010年度のプログラム予算 $1,631,000

南東ヨーロッパ：財政管理の強化
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受益国 分野 2010年度作業計画

ボスニア・ヘルツェゴビナ 公的財政管理及び税務行政 短期専門家の派遣2回、及び地域PMF・税
務行政アドバイザーの協力により、(1)財政審
議会との協働による中期予算、及び IMFの掲
げる目的とEUの報告要件を満たす財務報告
制度の確立、(2)国及び各機関レベルにおけ
る債務管理能力の強化を推進。

地域歳入行政アドバイザーの協力により、納
税者のコンプライアンス管理のための「ベス
ト・プラクティス」システムに関するガイダ
ンスを提供。

ブルガリア 公的財政管理 地域PFMアドバイザーの指導により、(1)最
近のPFM改革から得た教訓を見直し、(2)歳
出管理及び歳出の優先順位付けの強化を支
援。

クロアチア 公的財政管理 地域PFMアドバイザーの指導により、(1)債
務管理戦略と中期予算枠組み（MTBF）の統
合、(2)資金及び債務管理の機能統合を推進。
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受益国 分野 2010年度作業計画

コソボ 公的財政管理及び税務行政 本部ベースのミッションを1回実施し、地域
PFMアドバイザーの協力により、当局に対し、
(1)財政地方分権化プログラムの整備をさらに
進め、それらを政府の中期財政政策の策定に
盛り込むこと、(2)資金・債務管理業務を発
展させることについて助言を提供。

短期専門家の派遣3回、及び地域税務行政ア
ドバイザーの協力により、IT改革戦略と全般
的なリスク管理、及びOECD推奨のコンセプ
トと類似した納税者コンプライアンスシステ
ムの整備に関する指導を実施。

マケドニア 公的財政管理 短期専門家の派遣2回、及び地域PFMアド
バイザーの協力により、(1)当局に対する中期
予算枠組みと年次予算プロセスの調整、及び
歳出シーリングの完全導入を支援し、(2)財
政プロセスのさらなる整備を進め、予算政策
の実施、及び債務・資金管理プロセスの統合
をサポートする。

モルドバ 公的財政管理及び税務行政 本部ベースのミッションを1回実施し、予算
分野におけるPFM改革戦略、及び資金管理
に関する能力強化を見直す。

地域税務行政アドバイザーが、納税者のコン
プライアンス管理における国際的なベスト・
プラクティスに関する指導を実施。

モンテネグロ 公的財政管理 本部ベースのミッションを1回実施し、地域
PFMアドバイザーの協力により、(1)中期予
算枠組み（MTBF）整備の見直し、(2)投資
計画の評価・実施に向けたさらなる能力強化、
及び支出機関に対する新たな手順の適用開始
を支援。
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受益国 分野 2010年度作業計画

ルーマニア 公的財政管理 短期専門家の派遣と本部ベースのフォローア
ップ・ミッション各1回、及び地域PFMアド
バイザーの協力により、(1)2009年の本部ベー
スのミッションでの提言に従い、財政責任法
を整備して中期予算枠組み（MTBF）を強化
し、(2)中期予算編成プロセスにおける持続
可能性の確保に向けた資金・債務管理の統合
を支援。

セルビア 公的財政管理及び税務行政 地域PFMアドバイザーの協力により、当局に
対し、債務・資金管理プロセスの改善、及び
債務戦略と中期歳出枠組み（MTEF）の統合
を支援。

短期専門家の派遣3回、本部ベースのフォロ
ーアップ・ミッション1回、及び地域税務行
政アドバイザーの協力により、包括的な税制
近代化プログラムを策定。プログラムには、
(1)戦略的計画の策定、(2)ITシステムの更改
（業務プロセスの再設計など）、(3)法執行及
び納税者に対するサービス活動を通じての納
税者コンプライアンスの向上を目指した担当
機関の能力を強化などを盛り込む。

スロベニア 公的財政管理 地域PFMアドバイザーから財務省に対し、中
期予算プロセスに対する業績指標を導入した
上で、中期政策目標の達成状況を判断するよ
う指導。
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受益国 分野 2010年度作業計画

ボリビア 税務行政 本部主導の税務行政ミッションを1回実施。
技術支援が数年間行われていなかったことか
ら、評価を実施し、本プログラムにおいて短
期専門家を派遣すべき優先分野を特定。

コロンビア 税務行政 本部主導の税務行政ミッションを1回実施。
2008年の評価を改訂し、本プログラムにおい
て短期専門家を派遣すべき優先分野を特定。

2010年度から2012年度までの3年間のプログラムでは、南米の4カ国（ボリビア、コロンビア、パラグアイ、ペ
ルー）に対して、税務行政及び公的財政管理の分野における技術支援を提供する。プログラムの目的は、中期
戦略上及び政策志向の歳入行政・予算管理のための制度・枠組みの構築における取り組みについて、その継続・
強化において当該国々を支援することである。プログラムでは、特に、コンプライアンスの管理と財政機能にお
ける短所の問題に取り組み、そのための資金・債務管理および情報管理システム（IFMIS）の改善を進める。

このプログラムは、ボリビア、コロンビア、パラグアイ、ペルーの各国に支援を行う短期専門家の派遣、本部主
導の視察、及びセミナーの開催に対して資金を拠出する。一部の国に対しては、具体的な技術支援に関する中期
的ニーズを把握するための調査ミッションを実施する。

2010年度から2012年度までのプログラム予算 $1,517,000

2010年度のプログラム予算 $522,000

西半球 : 財政管理、財務報告、及び税務監査の強化
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受益国 分野 2010年度作業計画

パラグアイ 公的財政管理及び税務行政 短期PFM専門家を1回派遣。2009年度の
JSAプログラムにおいて開発された新たな業
務手順の実施を支援。その目的は、当局に
よる国内・国外における移行手続きの近代化
への支援、及び2009年度の提言に含まれる、
米州開発銀行（IADB）による技術支援への
移行準備である。

本部主導の歳入行政フォローアップ・ミッシ
ョンを1回実施し、2008年の税務・関税行政
診断評価を改訂し、本プログラムにおいて技
術支援を優先すべき分野を特定。

短期専門家を1回派遣。当局に対して債務管
理における技術支援のニーズ評価を支援し、
債務管理戦略案を作成。

ペルー 公的財政管理及び税務行政 短期専門家を2回派遣し、財政管理ワークシ
ョップを1回開催。その目的は、(1)新たな法
執行計画、及び税徴収及び監査分野の近代的
な業務手続きに関する2009年の技術支援ミッ
ションで示された提言の実施、(2)新たな金融
管理情報システムの整備に向けた、政府によ
る健全な概念モデルの策定支援、(3)財政及
び債務管理の分野におけるサブ地域レベルで
のピア・ラーニングや経験共有の促進である。
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受益国 分野 2010年度作業計画

カンボジア 銀行監督 長期常駐アドバイザーの任期を延長し、短期
専門家を2回派遣。目的は、カンボジア中央
銀行に対する(1)金融拡大のモニタリングにお
ける監督者の能力向上、(2)リスクベースの監
督アプローチによる銀行監督の強化、(3)問題
を抱える銀行の破たん処理をはじめとする監
督政策における幅広い問題に関する助言にお
ける支援の提供。

インドネシア 銀行監督 長期常駐専門家の任期を延長し、短期専門家
を2回派遣。目的は、インドネシア中央銀行
に対する(1)リスクベースの監督の実施支援
に向けた規制・監督政策の強化、(2)金融拡
大のモニタリングにおける監督者の能力向上、
及びリスクベースの監督の促進、(3)銀行シス
テムに対する危機解決枠組みの策定における
支援の提供。

2010年度から2012年度までの3年間のプログラムでは、ASEAN加盟4カ国における金融安定性の向上と維持に
資する技術支援を提供する。プログラムの目的は、 (1)基準監督業務と、広く認知された国際基準との一致・調
和の推進、(2)ASEAN加盟国の銀行システムにおける対等な条件を導入し、金融統合・介入の円滑化を図ること
である。
このプログラムは、短期専門家の派遣、本部主導の視察、セミナー、さらには、カンボジア、インドネシア、フ
ィリピン、ベトナムに配置され、これらの4カ国に対して支援を提供する地域アドバイザーに対して資金を拠出
する。

2010年度から2012年度までのプログラム予算 $7,025,355

2010年度のプログラム予算 $2,250,562

東南アジア諸国連合（ASEAN）：
銀行監督の改善による地域における金融安定性の強化
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受益国 分野 2010年度作業計画

フィリピン 銀行監督 長期常駐アドバイザーの任期を延長し、短期
専門家を2回派遣。目的は、フィリピン中央
銀行（BSP）に対する(1)リスクベースの監督
の強化、(2)検査と監督業務の実施における
一貫性を確保するためのプルデンシャル規制
の執行強化、(3)問題を抱える銀行の特定及
び破たん処理に関するBSPの能力向上におけ
る支援の提供。

ベトナム 銀行監督 長期アドバイザーの任期を延長し、短期専門
家を2回派遣。ベトナム中央銀行（SBV）の
銀行監督機能の強化を支援し、(1)銀行監督
及び規制枠組みの主な分野における課題の特
定・対応策の検討、(2)リスクベースの監督に
向けたスタッフの能力強化を推進。
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2010年度から2012年度までの3年間のプログラムでは、CEMACに対して地域内の金融安定化、統合、介入の
改善に資する技術支援を提供し、経済活動の増大と貧困削減を目指す。プログラムの具体的な目的は、(1)地域
通貨連合の管理改善に向けた政策・メカニズムの整備、 (2)地域レベルの金融監督・監視の強化である。
このプログラムは、短期専門家の派遣、本部主導の視察、セミナー、及びカメルーンの中部アフリカ諸国銀行
（BEAC）に配置されている地域アドバイザーに対して資金を拠出する。なお、地域アドバイザーは、カメルーン、
中央アフリカ共和国、チャド、コンゴ共和国、赤道ギニア、及びガボンに対しても支援を提供する。

2010年度から2012年度までのプログラム予算総額 $3,543,084

2010年度のプログラム予算 $1,135,022

中部アフリカ経済通貨共同体（CEMAC）：
地域金融機関の強化

受益国 分野 2010年度作業計画

CEMAC 公的債務管理及び銀行監督 長期専門家を1名派遣。短期専門家の派遣を10回、本部主導の
ミッションを2回実施し、セミナーを1回開催。目的は以下のとおり。

(1)中部アフリカ諸国銀行（BEAC）に対して、地域レベルの国債
市場の開設に向けた効果的なインフラ整備を支援。具体的には、
(i)地域金融市場の運営に関する内部手続きを見直し、BEACのリ
ファイナンス・オペレーションの担保として受け入れる国債の導
入を検討、
(ii)複数国の財務省における確認試験の実施、(iii) BEACにおけ
る中央預託機関（Cellule de Règlement et de Conservation des 
Titres̶CRCT）を設立・運営、(iv)各国の財務省を対象とする研
修を企画。
(2)BEACに対して外貨準備高管理能力の強化を支援し、(i)外貨
建て資産管理のための包括的戦略の草案を策定、(ii)トレーディン
グ・ルーム、信用リスクモニタリング、業績評価・報告、流動性
報告ベンチマーク、会計原則の実施を強化。
(3)BEACに対して通貨政策の設計・実施分野における研究能力
強化を支援し、(i)経済・研究局の強化及びその分析能力の向上、
(ii)経済データ収集、及び関係政府機関との調整の強化を図る。
(4)中央アフリカ・地域銀行委員会（COBAC）に対して、オンサ
イト監督能力とオフサイト分析能力の強化を支援。
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2010年度に完了したJSAによる技術支援のプロジェクト

本添付資料は、2010年度に完了した71件の JSA技術支援プロジェクトについてまとめたものである。ここでは、
これらのプロジェクトの概要と総予算を説明し、プロジェクト実施期間における主な成果を紹介する。

受益国 コミット額 プロジェクト内容 プロジェクト結果

アフリカ̶ 
フランス語圏国

$56,500 2008年にチュニジアで開催した初
の地域セミナーに引き続き、チュニ
ジアでワークショップを開催した。
ワークショップでは、直接投資残
高共同調査（CDIS）の実施に向け
た各国の進捗状況を見直し、参加
者が直面した課題への対応を検討
した。この調査は、参加国の直接
投資に関するポジションデータの質
的向上を目指したものであり、ワー
クショップでは、調査の実施に向け
た手順を示したCDISガイドに重点
が置かれた。

ワークショップに参加した9カ国すべて
が、CDISガイドの枠組みに沿った詳細
な実施計画を提出した。各国は、特に
質問票、調査対象の特定、一部の調査
対象者からの相談に関して講じた方策
を紹介した。6カ国（ベニン、カメルー
ン、コートジボアール、ギニア・ビサウ、
マダガスカル、モロッコ）では、国際
ポジション統計の編纂に必要な金融ス
トック（フローを含む場合もある）全
体を網羅する調査をすでに実施、また
はその過程にある。3カ国（ブルンジ、
ルワンダ、サントメ・プリンシペ）では、
CDISの準備において、他の国ほどの進
展は見られなかった。

アフリカ
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受益国 コミット額 プロジェクト内容 プロジェクト結果

アフリカ̶複数国 $30,000 直接投資残高共同調査（CDIS）に
関する3日間のセミナーを開催し、
その参加費用に対して資金を拠出。
この調査の目的は、参加国の直接
投資に関するポジションデータの質
的向上であり、セミナーでは調査の
進捗状況を見直し、実施上の問題
点に対処した。セミナーには14カ
国の代表が参加し、開催国である
南ア共和国が各種施設や実務上の
支援を提供した。

参加者全員が、調査の準備、実施、編
集 /検証、及び IMFへの情報提供に関
するスケジュールを説明した。また、
使用する報告様式についても参加者全
員で協議を行った。ほとんどの場合、
英国際開発省（DFID）とウガンダが
開発した民間設備投資調査の調査票を
基本としている。調査票については多
くの改善案が出された。多くの国々が
この調査に参加する予定である。
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受益国 コミット額 プロジェクト内容 プロジェクト結果

アフリカ̶複数国 $149,500 プロジェクトでは、長期専門家をシ
エラレオネに2回、リベリアへ3回
派遣した。シエラレオネでは、専門
家は当局に対して、改革の機運を維
持し、個々の技術支援活動が適切
に定められ、順序立てて実施される
ことを確実にするための支援を提供
した。税務行政における主要目標
の中で重点が置かれたのは、(1)物
品サービス税（GST）の徴収開始、
(2)税務担当部局の設置による分断
された体制の排除、(3)直接税行政
と間接税行政の統合（高額納税者
から着手）であった。リベリアでは、
専門家は、改革における具体的な
課題について指導し、近代化計画
の完成に向けて当局を支援した。な
お、この計画は税務・関税行政そ
れぞれの近代化プログラムに関する
主要ドナーとの間の長期的な資金
支援協定を確実なものとするために
必要とされている。

シエラレオネ： GSTについては、これ
までに幾度も世界的な景気後退の影
響で延期されてきたが、国家歳入庁
（NRA）はGSTの徴収開始に向けた準
備を十分に進めている。高額納税者事
務所（LTO）が拡大され、GSTを含め
たすべての国内税を管理する機関とな
っている。専門家は、LTOが国内税務
業務全般を管理するための支援を行い、
同時に、NRAの中に幅広い税務行政
を担当する部署を設け、NRAが単なる
LTOを超えた総合的な機能を持つ機関
となるための準備も進めている。

リベリア：税収のGDP比は、紛争終
結後の再建期の3年～4年の間にほぼ
倍増しており、これは、平和の配当と
財政的直観力の回復による影響を反映
したものである。世界銀行、アフリカ
開発銀行、米国やフランスなどの二国
間支援国など、より幅広いドナー支援
への要請についても進展が著しく今後
の展開が期待される。
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受益国 コミット額 プロジェクト内容 プロジェクト結果

アフリカ̶複数国 $143,000 プロジェクトでは、ルワンダとザン
ビアに短期専門家を5回派遣し、当
局に対して税務・関税行政の近代
化に関する支援を提供した。支援の
主な分野は、(1)自己評価システム
の強化やリスク管理の導入を含む税
務業務の改善、(2)税務・関税組織
の改善、具体的には (i) 直接税と間
接税業務の統合、(ii) 機能ベースの
税務・関税業務の管理、 (3)納税者
区分の導入によるコンプライアンス
リスク、及び各区分の納税者（高額、
普通、少額）に必要なサービスに
関する考慮、(4)紛争終結後で各種
能力が欠如する国における基本的
業務の再構築や強化である。

プロジェクト資金は、ルワンダとザン
ビアに対してのみ充当された。ルワン
ダでは、専門家は、歳入業務の担当機
関による社会負担徴収に関する政策、
法務・実務、情報技術における側面、
およびルワンダ歳入庁（RRA）とルワ
ンダ社会保険基金（Caisse Sociale du 
Rwanda ：CSR）との間の要請された連
携について助言を提供した。専門家の
派遣による重要な成果の一つは、社会
負担徴収のRRAへの移管を計画するた
めのプロジェクト管理の枠組みが策定
されたことである。

ザンビアでは、専門家は、2006年の歳
入行政ミッションにおける改革と近代
化戦略に関する提言の実施強化を効果
的に進めた。専門家は、ザンビア歳入
庁（ZRA）の幹部やスタッフと共同で、
改革のための実務作業計画とスケジュ
ールを作成した。さらに専門家は、ワ
ークショップを活用し、必要とされる
構造的改革の複雑な内容について説明
した。その内容は、(1)本部における機
能的な組織体制の整備、(2)高額納税
者事務所（LTO）の開設、(3)改革及
び近代化のためのガバナンス枠組みの
実施などであった。
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受益国 コミット額 プロジェクト内容 プロジェクト結果

アフリカ̶複数国 $50,000 セネガルの西アフリカ諸国中央銀
行（BCEAO）の銀行業務研修セン
ター（COFEB）において、マクロ
経済管理・金融セクターの課題に
関する研修コースをフランス語で開
催した。このコースには、通貨・為
替政策、健全な金融システム確立
のための政策、及びこれら2つの要
素の接点に位置する政策（公的債
務管理、金融セクターのセーフテ
ィネット、金融危機管理、マクロ・
プルーデンシャルな監督など）、と
いう3つの課程を設けた。1コース
は、15回の講義と4つのワークシ
ョップで構成され、その中で通貨・
為替政策、金融セクターの業績分
析、銀行セクターのストレステスト
などがテーマに取り上げられた。コ
ースには、11カ国（ベニン、ブル
キナファソ、ブルンジ、コートジボ
ワール、ギニア、ギニア・ビサウ、
マリ、ニジェール、ルワンダ、セネ
ガル、トーゴ）から25名が参加し、
BCEAO本部からも3名が参加した。
参加者のうち15名は財政・経済担
当省庁の職員であり、その他の参
加者は、各国のBCEAO機関及び
中央銀行本店の職員であった。

参加者によるこのコースの全般的な評
価は、1から5までの5段階評価（5点
満点）で4.8点であった。参加者は、
コースで得られた知識や技能が各人の
業務にとって有用であると見ており、
特に「銀行システムの業績およびスト
レステストの分析」に関するワークシ
ョップを評価していた。さらに、コー
スを担当したチームの報告によると、
参加者は非常に意欲が高く、積極的に
質問を出し、議論に参加していた。
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受益国 コミット額 プロジェクト内容 プロジェクト結果

アフリカ̶複数国 $93,750 マクロ経済及び金融政策の設計・
実施に関する参加者の理解向上を
目指す2週間の研修コースを実施
し、その参加費用に対して資金を
拠出した。このコースはガーナで開
催され、西アフリカ諸国金融・経
済研究所（WAIFEM）加盟国の29
名が参加した。参加者のうち10名
は、財政、経済、計画担当省庁の
職員、11名が中央銀行職員、残り
の8名がその他の組織（統計局、債
務管理局、西アフリカ通貨機構な
ど）の出身であった。

このコースは参加者に非常に高く評価
され、コースの全般的な評価は、5点
満点で4.8点という高得点であった。コ
ースに関する書面でのフィードバック
では、参加者は以下の事項を指摘した。
(1)主要マクロ経済セクターと政策のリ
ンクについての理解が高まった、(2)ワ
ークショップは、講義において提起さ
れた課題を発展させ、明確化する上で
重要であった、(3)講師や指導員は非常
に熱心で経験も豊富であり、彼らの持
つ専門知識を効果的に伝えていた。

アフリカ̶複数国 $171,600 プロジェクトでは短期巡回専門家を
6回派遣し、西アフリカ経済通貨連
合（WAEMU）による6つのPFM
指令の改訂に対して支援を提供し
た。これらの指令は、1990年代に
IMFの支援により策定したもので
あり、それぞれ、透明性、予算法、
公共会計規則、勘定科目一覧表、
予算分類、及び財務報告に関する
ものである。

WAEMU閣僚会議は、2009年3月と6
月において専門家が策定した新たな6
つの指令を採択した。
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受益国 コミット額 プロジェクト内容 プロジェクト結果

アフリカ̶複数国 $70,000 ファイナンシャルプログラミング・
金融政策に関する2週間の研修コー
スをウガンダで実施し、その参加費
用に対して資金を拠出した。このコ
ースには、東南アフリカ・マクロ経
済研究所（MEFMI）加盟の10カ
国から28名の政府職員が参加した。
参加者のうち19名は財政、経済、
計画担当省庁の職員、9名が中央銀
行職員であった。MEFMIは1996
年に設立され、加盟国（アンゴラ、
ボツワナ、ケニア、レソト、マラウイ、
ナミビア、スワジランド、タンザニ
ア、ウガンダ、ザンビア、ジンバブエ）
のマクロ経済及び金融管理の重要
分野における人的・制度的能力向
上を目指している。IMF研修所は、
MEFMIの設立以来、加盟国を対象
とする研修コースを実施している。

このコースは、マクロ経済及び金融政
策の設計・実施に関する参加者の理解
向上に寄与した。コースでは、経済（実
体、財政、通貨、対外セクター）にお
ける主要マクロ経済セクターの分析、
業務に影響する主な政策、成長を促進
しマクロ経済調整を実現するために必
要な一連の政策をいかに策定・調整す
るかというテーマが取り上げられた。
コースにはワークショップが含まれて
おり、その中で参加者は予測技術を学
び、その応用を試みるとともに、ケー
ススタディの対象国のための調整プロ
グラムの作成に取り組んだ。参加者は
このコースを非常に高く、5点満点の
4.7点と評価した。
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受益国 コミット額 プロジェクト内容 プロジェクト結果

アフリカ̶複数国 $209,300 プロジェクトでは、ベニン、ブルキ
ナファソ、カメルーンに専門家を各
2回派遣。当局に対して歳入増加を
支援し、高額・普通納税者のコン
プライアンスの向上、及び税収基
盤の拡大に努めた。専門家が特に
支援した事項は、(1)普通納税者事
務所の強化、(2)納税者の区分、(3)
高額・普通納税者を対象とするコ
ンプライアンス・プログラムの完成、
(4)登録納税者数の増加であった。

カメルーンとブルキナファソの財務行
政については、着実な進展が見られる。
この両国は、2009年に新たな納税者を
検出・登録したことから税収基盤が拡
大している。両国とも高額納税者のコ
ンプライアンス率は高いが（カメルー
ンで100％、ブルキナファソでは99％）、
普通納税者に関しては若干低い。普通
納税者事務所（MTO）が、主要都市
（カメルーンのドゥアラとヤウンデ、ブ
ルキナファソのワガドゥグ）に開設さ
れた。加えて、MTOのさらなる拡大、
指標に基づく税務行政モニタリングの
改善、税に関する知識の強化、及び税
関当局との協力が、この両国において、
特にインフォーマルセクターにおける
未登録の高額・普通納税者を検出する
上で極めて重要になっている。

ベニンでは改革の進展が遅れており、
高額納税者事務所、及び既存の2カ所
のMTOの組織と業務について大幅な
改善が必要である。
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受益国 コミット額 プロジェクト内容 プロジェクト結果

BEAC̶中部アフリ
カ諸国銀行

$260,400 プロジェクトでは長期専門家の任
期を延長。中部アフリカ諸国銀行
（BEAC）及び中部アフリカ経済通
貨共同体（CEMAC）加盟国に対
し、CEMACにおける地域レベルの
公的債務市場の運営に求められる
制度及び市場インフラ整備に関する
支援を提供した。技術支援は、特に、
当局に対する以下の支援を目的とし
ていた：(1)国債発行プロジェクト
の制度・規制枠組みの明確化、(2)
将来的なメカニズムに関わる当事
者に対する研修・指導の提供、(3)
BEAC内の債権管理担当部局の業
務に必要な技術・戦略面のオプシ
ョン開発、(4)現行の規則やプラク
ティスと関連する国際基準との整
合性を確保し、CEMAC加盟国が、
国家レベルに代わって地域レベルで
債権を発行できるようにすること。

地域レベルの公的債務市場の制度的
枠組みが確立され、BEACはCEMAC
におけるこの市場の運営に必要な市場
インフラの整備を進めている。さらに
CEMAC加盟国は、行政における資金
調達のための市場商品の信頼性を高め
るために必要な、公的債務及びキャッ
シュフローの管理能力を構築している。
また、BEACは、効率的な金融市場と
国債発行市場を醸成する金融業務のた
めの枠組みも構築している。
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受益国 コミット額 プロジェクト内容 プロジェクト結果

コートジボワール $59,800 プロジェクトでは短期専門家を2
回派遣し、当局に対する関税行政
能力の向上に関する支援において、
(1)取り締まりのためのリスク分析
の実施、(2)国際貨物輸送のモニタ
リングを推進した。

技術支援が提供されたいずれの改革に
おいても、著しい進展が見られた。関
税局の中央リスク管理部署では組織再
編が進められるとともに、ITシステム
（SYDAM）においてリスクプロファイ
ルが作成・保管され始め、主要港湾で
の検査における関税申告書の選別をサ
ポートしている。貨物輸送に関する分
野では、専門家は関税本部に対して、
電子データの即時交換を使用した新た
なモニタリング手順の設計を支援し、
対応するIT要件の特定に協力した。

ガボン $59,800 プロジェクトでは、税務行政の専門
家と関税行政の専門家を各1回（3
週間）派遣し、税務・関税行政の
近代化に関する支援を行った。技
術支援では、(1)中小企業のコンプ
ライアンスの向上、(2)関税改革イ
ニシアティブ全体の整合性の改善を
推進した。

試験的な普通納税者事務所（MTO）
を開設してコンプライアンスを向上さ
せるという最初のステップは、予定通
り達成された。具体的には、MTOの
設計が完了し、実施に向けた詳細な行
動計画が策定された。
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受益国 コミット額 プロジェクト内容 プロジェクト結果

ケニア $171,600 プロジェクトでは短期専門家を4回
派遣。ケニア歳入庁（KRA）に対し、
すでに開始されている関税行政の改
革・近代化の迅速化と強化に向け
た支援を行った。技術支援で提案
された事項は、(1)機能ベースの組
織体制の確立、(2)業務プロセスの
改善、(3)関税リスク管理の実施及
び通関情報、(4)認可事業者（AEO）
制度の確立である。

専門家の尽力により、重点と優先事項
をより明確化した関税近代化プログラ
ムが作成された。主な達成事項は、
(1)機能ベースの組織構造の確立、
(2)認可事業者（AEO）制度の開始、
(3)通関情報とリスク管理を調整する国
のターゲティングセンターの設立、
(4)関税局（CSD）に完全導入されて
いる近代的ガバナンス体制の実施であ
る。当局は、モンバサ港における24時
間業務の開始にも主導権を発揮し、混
雑緩和と通関時間の短縮を目指してい
る。

リベリア $228,800 プロジェクトでは、税務・関税両
分野の専門家による4回の短期派遣
を2シリーズにわたって実施。当局
に対して歳入行政機関の再建に関
する支援を行ったが、その際、初
期の成果に大きく影響する分野を優
先した。技術支援では、歳入増大
とコンプライアンスの強化、特に、
経済において最も重要である納税者
と貿易事業者のコンプライアンスに
重点を置いた。

リベリア当局は、比較的短期間の枠組
みの中でかなりの改善を達成した。成
功における最も重要な点は、税収が実
質的に大幅に改善し、わずか数年の間
にGDP比が5％以上上昇したことであ
る。その他にも、納税登録や申告の観
点から見たコンプライアンスが改善傾
向を示している。
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受益国 コミット額 プロジェクト内容 プロジェクト結果

リベリア $182,871 プロジェクトでは、専門家2名によ
る短期派遣を3回実施。最近完成
した公的財政管理（PFM）の法的
枠組みの運用支援を行い、枠組み
のサポート資料（具体的には規則、
指示書、運営ガイダンス）の作成、
及び新たな要件を伴う公共サービス
に関する各種研修と訓練を推進し
た。実施に関する詳細なフォローア
ップが必要とされた分野は、予算サ
イクル、予算権限の移譲、年間の
歳入歳出予測と計画、コミットメン
ト管理、予算財源の年内再配分手
続き、借入手続き、政府保証手続き、
資金管理手続き、銀行業務プロセ
ス、会計規則、給与支払い手続き、
金融報告要件、内部監査規則、及
び予算分類である。

内閣が新たな規則を採択し、新たな法
的枠組みの運用が開始され、多くの分
野について進展が報告されている。法
律や規則の文書が作成され、教材も用
意されている。金融管理に携わるすべ
てのスタッフが受講する研修を担当す
る講師への研修が実施された。内閣は、
新たな法律・規則の下での役割及び責
任を十分に認識している。
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受益国 コミット額 プロジェクト内容 プロジェクト結果

マリ $59,800 プロジェクトでは税務行政の短期巡
回専門家を2回派遣。普通納税者
事務所（MTO）の開設による中小
企業のコンプライアンスの向上に関
して支援を行った。

専門家は、最初の派遣時にMTOの主
な特徴を説明するコンセプト・ノート
の作成を支援し、その実施に向けて、
詳細かつ良く順序立てられた行動計画
を設計した。二回目の派遣では行動計
画を改訂し、遅れが生じていたMTO
の開設を迅速に進めるための早急な対
策について助言した。本報告書の完成
時には、MTOは業務を開始し十分に機
能している。専門家はMTOの初期ポ
ートフォリオの特定にも力を入れ、税
基盤拡大のための具体的な対策を提言
した。
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受益国 コミット額 プロジェクト内容 プロジェクト結果

ナミビア $62,114 プロジェクトでは短期専門家を2回
派遣。当局に対して新たなプログラ
ムと業績フォーマットに基づく年次
予算の管理を支援し、
(1)プログラムと活動設計における
明瞭性と整合性の確保、(2)プログ
ラムに基づく新たな歳出管理規則
の実施、(3)財政法の改正を推進し
た。技術支援でも、プログラムの
予算編成アプローチに沿って会計
システムの改訂を行った。具体的
には、(1)新たな予算分類制度、(2)
歳出をプログラムベースで計上可能
な勘定科目一覧表（COA）の改訂
版、(3)新たなプログラムに整合す
る最新の財政規則などが作られた。

2010年から2011年に試験的に設けられ
る省庁のプログラム・フォーマットの
改善に関する業務が開始された。財務
省が指導要領を作成し、これらの庁に
対して、プログラム構造をどのように、
そしてどの部分を改善する必要がある
のか説明した。
年次予算は、メインの資料、つまり従
来の行政ベースに基づく歳出を含む「歳
入・歳出推計」、および複数年プログ
ラムベースの歳出を含む「中期歳出枠
組み（MTEF）」で構成される。
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受益国 コミット額 プロジェクト内容 プロジェクト結果

ナイジェリア $119,600 プロジェクトでは、PFMアドバイ
ザーの巡回派遣を実施。連邦政府
の全省庁における政府の中核的な
金融システムの再構築・実施を完
了させ、強化を推進した。このシス
テムには、メインシステム（決済、
銀行業務、会計における会計取引
記録報告システム：ATRRS）が含
まれるが、これは、政府の歳出全
体の分類・記録を統一し、自動化
するための基盤の提供を目的として
いる。さらにこのシステムは、報告
及び歳出プログラムの管理、並びに
規則に準じた連結財務報告を編纂
するためのプラットフォームの提供
を目指すものである。アドバイザー
派遣のもう一つの目的は、政府の中
期財政管理情報システム（FMIS）
の具体化、入手、開発に対する戦
略的支援の提供であった。

全ての省、局、関係機関（MDA、95
カ所）、及び連邦決済事務所（FPO、
38カ所）が、ATRRSの対象となった。
関係省庁による会計報告作成におけ
る適時性も改善され、86近いMDAと
EPOがATRRSを通じて2008年の会計
報告を提出した。ATRRSシステムにお
ける進展は、連邦政府による決済の効
率性と会計機能の強化に資するものと
なっている。
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受益国 コミット額 プロジェクト内容 プロジェクト結果

ルワンダ $260,400 プロジェクトでは長期専門家の任期
を延長し、ルワンダ中央銀行（BNR）
に対して以下の支援を行った：
(1)ノンバンク金融機関（NBFI）を
監督する新たな部署の設置、
(2)国際基準に則った監督ツールと
作業手法の開発・採用、
(3)スタッフ研修に関する取り組み
の支援と調整、
(4)保険法改正案の起案と制定。

注目すべき進展が見られた。専門家は、
新たに設立されたNBFI監督局が十分
に機能し、NBFIに対して継続中の監督
を実施することが可能であり、効果的
な監督業務に必要な規制や業務上のツ
ールを十分に備えた組織となるよう支
援を行った。さらに専門家は、NBFIの
監督における中核的原則やベスト・プ
ラクティスに関するOJT及び講義形式
の研修を実施・推進し、毎週実施され
た「技術議論シリーズ（TDS）」が監
督における技術やソフトスキルの発展
にとって効果的なツールとなった。ま
たBNRは、新たなNBFI監督局を対象
とする職員研修プログラムを開発・採
用した。専門家は、監督局の職員間の
スキルのギャップに注目し、短期・長
期用研修プログラムの概要を作成する
とともに、適切な専門研究や資格につ
いて確認した。
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受益国 コミット額 プロジェクト内容 プロジェクト結果

シエラレオネ $89,700 プロジェクトでは短期専門家を2回
派遣。シエラレオネ中央銀行（BSL）
に対し、銀行監督における効率性
の強化に関する支援を行った。1回
目のミッションは短期専門家2名が
担当し、商業銀行によるオフサイト
報告の効率性の改善、及びマニュ
アルの作成を支援した。このマニュ
アルは、個々の銀行や銀行業界全
体内の高リスク分野へ、監督局の
資源を効率良く集中的に投入する
ための能力強化を目的としている。
2回目のミッションは短期専門家1
名が担当し、オンサイト・オフサイ
ト監督プロセスの実施におけるBSL
スタッフの能力を評価して提言を示
すとともに、リスクベースの監督の
さらなる強化に向けたスケジュール
を提案した。

専門家は、研修に加えて現場での支援
を行い、BSLの監督官にはオフサイト
データの処理と分析の効率化を図るた
めのツールが提供された。データ収集
の効率性をさらに高めるため、エクセ
ルフォーマットによる共通の報告書テ
ンプレートが作成され、BSLウェブサ
イトにおいて利用可能となった。これ
により、商業銀行からBSL銀行監督局
への報告に必要な書式が提供されるこ
とになった。検査前分析用のテンプレ
ートも開発され、監督官が各金融機関
のリスク管理システムの妥当性を判断
するのに役立っている。
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受益国 コミット額 プロジェクト内容 プロジェクト結果

ウガンダ $59,800 プロジェクトでは短期専門家を2回
派遣し、ウガンダ当局による税務行
政改革プログラムの重要な側面の
実施に関する支援を行った。専門
家は、当局による国内の税務行政
強化を支援し、戦略的・技術的助
言を提供した。

プロジェクトの期間中、ウガンダ歳入
庁（URA）によるプログラムの近代化
については、目覚ましい進展が見られ
た。主な成果には、(1)カンパラにおけ
る普通納税者事務所（MTO）の開設、
(2)ベスト・プラクティスの特徴を取り
入れた新たな統合 ITシステムの導入、
(3)小企業納税者行政の改善に向けた
戦略の策定、(4)税務手続き法の起案、
(5)監査手順・手続きの強化、(6)石油
税行政に関する能力強化における前進
などがある。



添付資料 1B

83

受益国 コミット額 プロジェクト内容 プロジェクト結果

ザンビア $31,057 プロジェクトでは短期専門家を2
回派遣。当局に対して付加価値税
（VAT）の生産性向上を支援し、税
務行政に加え、生産性や特定され
た改善策の実施に影響する納税者
のコンプライアンス要因に関する評
価を行った。

VATの徴収とコンプライアンスが低水
準である要因を探るための包括的で詳
細な分析が行われた。そこで明らかに
なった主な問題は、(1)VAT登録機関
に関する不備、(2)申告に対するコンプ
ライアンスが低水準、(3)輸入に対する
VAT支払い猶予制度が不十分、(4)デ
ータ入力におけるITシステムの欠陥及
び正確性の欠如、(5)VAT還付認定プ
ロセスの不備、(6)一部のセクターから
の歳入漏出、(7)傾向や新たな課題をよ
りタイムリーに把握するための、さら
に包括的な管理報告や分析作業の必要
性であった。VATの徴収とコンプライ
アンスの低水準に影響している要因へ
の対応策が多数確認され、それらに高、
中、低の優先順位が付けられた。
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受益国 コミット額 プロジェクト内容 プロジェクト結果

アジア及び 
太平洋諸国

$163,300 納税インセンティブに関する3日間
のセミナーを日本において開催し、
参加費用に対して資金を拠出した。
セミナーのテーマは、持続可能な長
期成長の促進に納税インセンティブ
を活用することが可能か、また活用
する場合の最善策はどのようなもの
かということであり、以下の事項に
重点が置かれた： (1)納税インセン
ティブが必要な理由、その利点及
びリスク、(2)各国の経験、(3)租税
支出分析、(4)危機から学ぶ税務政
策における教訓、(5)租税回避に関
する国際的なフォーラムにおいて継
続中の議論。セミナーには、域内
の22カ国から、税務政策に関わる
幹部職員23名が参加した。

セミナーには好反応が得られ、議論に
加わった参加者は、全体を通じて非常
に熱心に質問し、また各自の意見を述
べた。全般的に参加者は、納税インセ
ンティブは経済発展の推進、特に外国
投資を誘引するためには必要であると
の見解であった。参加者の多くは、期
待される利益に対応するインセンティ
ブの直接・間接のコストを考慮してい
なかったが、セミナーの終了時には、
参加者は、納税インセンティブを設計
する上での費用便益分析、及び様々な
要素を考慮することの重要性を理解し
ていた。

アジア・太平洋



添付資料 1B

85

受益国 コミット額 プロジェクト内容 プロジェクト結果

アジア及び 
太平洋諸国

$260,400 長期専門家の任期延長に資金を拠
出し、IMFシンガポール地域研修
所（STI）が提供する研修に貢献
した。研修の目的は、アジア太平
洋地域の37の加盟国におけるマク
ロ経済・金融管理の強化であった。
STIは、アジア地域の政府職員が経
済状況分析及びマクロ経済政策を
設計・実施する能力を強化する上
で効果的な、質の高い研修の提供
を目指している。専門家が指導する
研修コースのテーマは、ファイナン
シャルプログラミング・金融政策、
財政政策のマクロ経済への影響、
マクロ経済管理・金融セクターの
課題、及び金融市場分析であった。
これらのコースは、総勢181名の参
加者に対して延べ333 participant 
weeks の研修を提供した。

専門家は、シンガポール国外で実施さ
れた2つの研修コースも担当した。そ
れらがインドネシアにおける財政政策
のマクロ経済への影響に関するコース
と、フィリピンにおけるマクロ経済管
理・金融セクターの課題に関するコー
スである。専門家は、STIにおける4
つのコース、すなわちファイナンシャ
ルプログラミング・金融政策に関する
2コース、並びに金融市場分析及び幹
部職員を対象とするマクロ経済管理に
関する各1コースの実施にも協力した。
これらのすべてのコースにおいて専門
家は参加者から高い評価を受け、通貨・
為替政策をはじめとする様々な分野の
課題について助言を求められた。
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受益国 コミット額 プロジェクト内容 プロジェクト結果

アジア及び 
太平洋諸国

$260,400 長期専門家の任期延長に資金を拠
出し、IMFシンガポール地域研修
所（STI）が提供する研修に貢献
した。研修の目的は、アジア太平
洋地域の37の加盟国におけるマク
ロ経済・金融管理の強化であった。
アジア地域の政府職員が経済状況
分析及びマクロ経済政策を設計・
実施する能力を強化する上で効果
的な、質の高い研修の提供を目指し
ている。専門家が指導する研修コ
ースのテーマは、ファイナンシャル
プログラミング・金融政策、財政
政策のマクロ経済への影響、マク
ロ経済管理・金融セクターの課題、
及び金融市場分析であった。これ
らのコースは、総勢174名の参加者
に対して延べ319 participant weeks 
の研修を提供した。

専門家は、シンガポール国外で実施さ
れた3つの研修コースも担当した。そ
れらは、インドネシアでの財政政策の
マクロ経済への影響に関するコース、
フィリピンでのマクロ経済管理・金融
セクターの課題に関するコース、及び
韓国での金融市場分析のコースである。
専門家は、STIにおける3つのコース、
すなわちファイナンシャルプログラミン
グ・金融政策に関する2コース、及び
幹部職員を対象とするマクロ経済管理
に関する1コースの実施にも協力した。
これらのすべてのコースにおいて、専
門家は参加者から高い評価を受け、金
融セクターに関する課題をはじめとす
る様々な分野の課題について助言を求
められた。
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受益国 コミット額 プロジェクト内容 プロジェクト結果

アジア及び 
太平洋諸国

$250,000 2008年 11月から2009年 5月の間
に IMFシンガポール地域研修所
（STI）で研修を受講した85名（150 

participant weeks）の費用に対して
資金を拠出した。これらのコースが
取り上げたテーマは、マクロ経済管
理・金融セクターの課題、マクロ経
済管理・財政政策、国家資産運用、
戦略的資産配分枠組み、金融市場・
新たな金融商品、ファイナルシャル
プログラミング・金融政策、国際
収支・対外資産負債残高統計など
であった。

すべての活動が計画通り実施された。
コースの責任者は、コースが成功であ
った旨報告したが、これは終了時の評
価にも示された。特に参加者は、コー
スの質が高く、各人の業務に関連して
いた点に満足していた。加えて、これ
らの研修は域内の国々が示していたニ
ーズに十分合致するものであった。
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受益国 コミット額 プロジェクト内容 プロジェクト結果

バングラデシュ $149,500 プロジェクトでは専門家を3カ月間
派遣。バングラデシュ中央銀行（BB）
に対し、(1)基本的な会計業務の改
革を実施し、自動会計システムを使
用するためのスタッフの能力強化、 
(2)会計システムの強化を支援した。

BBは、国際財務報告基準（IFRS）を
完全に遵守する方向に進んでいる。こ
の動きにより、銀行の財務諸表におい
て条件付きとなっていた多くの課題が
解決されている。 さらに、内部の会計
プロセスの多くも簡素化・改善され、
内部管理の強化につながっている。特
に会計部では、不良債権の特定及び監
査人に示す記録に関する手順を定めて
いる。さらにBBは、銀行の年金と退職
金債務の保険数理評価を、財務諸表へ
の計上に間に合うよう完了させること
に努めている。その他の成果は、(1)新
たな電子報告システム（ERS）の潜在
的利点を十分に生かすため、新たな勘
定科目一覧表を作成したこと、（2）新
たなERSシステムにおける会計要件と
目的を、専門家の協力を受けてBBが明
確に示したこと、(3)BBがERSシステ
ムの運用に向けた契約に署名し、それ
が2009年5月から52週間の予定で実施
されるものとなったこと。
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受益国 コミット額 プロジェクト内容 プロジェクト結果

カンボジア $59,800 プロジェクトでは巡回アドバイザー
を2回（各1カ月）派遣。財務省
（MOF）に対し、(1)従来の予算歳
出分類の改善、(2)予算分類の変更
に関する概念設計について、完全
にコンピュータ化された予算と会計
の財政管理情報システム（FMIS）
において実施可能であるか見直すこ
と、(3)これらの変更を実施するた
めの戦略策定に関して支援を行っ
た。

プロジェクトの目的達成において目覚
ましい進展が見られたが、新たな予算
分類の実施には、コンピュータ化にお
ける改善を待つ必要がある。
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受益国 コミット額 プロジェクト内容 プロジェクト結果

カンボジア $179,400 プロジェクトでは、関税制度・業績
管理の専門家を4回、情報技術の専
門家を2回派遣し、関税消費税総
局に対して、(1)IT戦略の草案完成
（この当初案は、2008年度に派遣さ
れたアドバイザーが作成）、(2)2003
年から2008年の近代化計画を見直
した2009年から2013年の戦略的目
的の実施に向けた行動計画の策定、
及び今後利用されるの年次行動計
画の策定プロセスの確立、(3)税関
業務業績と改革プラン実施の計画、
モニタリング、評価のための設計方
法、(4)新たな組織体制と移行戦略
の設計について支援を行った。

IT戦略と移行計画が完成し、関税消費
税総局（GDCE）幹部がこれを了承した。
2009年から2013年の行動計画とその立
案プロセスについては大部分が完成し、
テンプレートが開発されており、重要
度の高い分野、すなわち評価、事後調
査、執行の3分野に関する詳細な行動
計画案が策定された。これら3分野に
おける立案プロセスはGDCEの承認を
受け、現在は、幹部がこれを利用して
2009年～2013年の近代化計画のすべ
ての目的に関する詳細な行動計画案の
完成を目指している。政府はGDCEの
組織再編を行い、一般的な局に格上げ
した。専門家は、新たな組織体制にお
ける職務調整と専門的な職務の確立に
関して助言を提供した。GDCEは評価
機能の地方事務所への移管、及び評価
裁定の質的向上において顕著な進展を
遂げている。
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受益国 コミット額 プロジェクト内容 プロジェクト結果

カンボジア $59,800 プロジェクトでは短期専門家を2回
派遣。当局に対し、カンボジア中央
銀行（NBC）における、検査前計
画や検査報告書の作成などの包括
的な手続き整備を通じた規制・監
督能力の強化を支援した。技術支
援では、特にNBCによる2つの大
規模銀行の検査支援に重点が置か
れた。

１行目の銀行の検査は計画通り実施さ
れた。作成された検査報告書では是正
案が示され、またNBCと当該銀行の幹
部職員にその内容が説明された。アド
バイザーは2行目の銀行の検査にも参
加したが、主体性と経営の見直し、当
該銀行において問題となっている貸出
ポートフォリオの部分的な見直しに限
定された。

カンボジア $260,400 プロジェクトでは長期専門家の任期
を延長し、NBCに対する支援を継
続した。専門家は、直接的なOJT
研修、及び監督政策に関する幅広
い課題への助言を提供し、銀行監
督業務の強化を支援した。

この間の進展は目覚ましいものであっ
た。具体的には、流動性準備要件、企
業統治、及び適格審査に関する規則、
資産分類及び引当金に関する新規則、
並びに改正銀行法の発布、金融市場の
運営支援を目的とする規制枠組みの開
始、さらには、各銀行がNBCとともに
保有する定期預金の証券化に関する規
則が制定された。これらの各プロジェ
クトや提案事項は、能力強化に向け、
経営幹部とスタッフの双方を対象とし
た詳細な説明によって裏付けられてい
る。
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受益国 コミット額 プロジェクト内容 プロジェクト結果

東ティモール 
民主共和国

$272,400 プロジェクトでは計画・財務省
（MoPF）に派遣されていた長期専
門家の任期を延長し、以下につい
て支援を行った：(1)MoPF及び関
係省庁における制度・組織上の各
種取決めの簡素化・強化、(2)ワー
クショップ、セミナー、その他の研
修を通じての、財務スタッフに対す
る知識移転、(3)関係省庁に対する
財務機能・手続きの委譲、(4)金融
管理情報システム（FreeBalance）
の改善による効率的かつ効果的な
財政管理のサポート、(5)管理に関
する法律、規則、規制の近代化、
(6)財政上の単一口座（TSA）方式
の実施。

政府が改革の実施に積極的に参加し
たことから、目的は概ね達成された。
MoPF組織が再編成され、給与の銀行
口座への振込が徐々に浸透し、税徴収
の認可を受けた商業銀行が増え、さら
に財務省内で機能の委譲が進められて
いる。

財務省の執行機能の委譲は徐々に実施
されており、予算及び金融管理関係の
法律の改正案が議会に提出されている。
また、財務マニュアルについても、部
分的な更新作業が進んでいる。
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受益国 コミット額 プロジェクト内容 プロジェクト結果

インドネシア $119,600 プロジェクトでは短期専門家によ
る巡回派遣を4回実施し、以下に
ついて支援を行った：(1)財政上の
単一口座（TSA）の運営体制を確
立、そのためにゼロ・バランス原則
を政府保有の他の銀行口座へ拡大
し、各省庁保有の存続が正当化さ
れない口座を閉鎖、(2)財務省総局
長（DG）、財務省、インドネシア
中央銀行（BI）との間でのより緊
密な調整および懸案事項の解決に
向けた支援を継続し資金管理・計
画を改善、さらに短期資金計画機
能の強化、及び短期資金管理と債
務管理の統合を推進、(3)統合的な
財政管理情報システムであるSPAN
プロジェクトの完全実施に向けて準
備を進め、そのためにSPAN管理者
に戦略的助言を提供し、SPANの機
能性、及びSPAN以外の財務業務
との整合性のあり方を説明。

プロジェクトの実施期間中に数千に上
る政府の銀行口座が閉鎖された。財務
省総局長が各省庁の多数の口座を調査
しており、約3,000の口座が調査中で
ある。また、300を超える政府の口座が、
汚職撲滅委員会（KPK）によるさら
なる調査を受けており、政府の口座残
高の違法な操作に関与した職員が起訴
される可能性もある。財務省総局長と
178カ所に及ぶ財務省の出張所（KPPN）
の地域ネットワークの管理下にある収
支口座の残高は、各営業日の終了時点
にゼロ・バランスとなり、TSAにまと
められる。歳入口座については、ゼロ・
バランス原則の導入に関する提案が完
全に実施されたが、自治権のある政府
機関のすべての口座がTSAに統合され
ているわけではない。

BIの主な財政口座に保持される政府預
金に占める報酬率に関する合意が達成
され、TSAの現金資源についても管理
状態が改善している。短期キャッシュ
フロー予測の準備が開始され、また、
2009年にアドバイザーから受けた助言
に従って、財務省（MOF）が新たな資
金計画規則を公布した。さらに、財務
業務のコンピュータ化に関する戦略的
な助言も提供された。
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受益国 コミット額 プロジェクト内容 プロジェクト結果

インドネシア $179,400 プロジェクトではインドネシア中
央銀行に短期専門家を6回派遣し、
以下について支援を行った：(1)銀
行の取引リスクにおける内部モデル
の認識および検証（内部モデルを
使用した市場リスクの資本チャージ
など）に関連するプロセス、及びこ
れらの技術的側面に関するOJTの
提供、(2)市場リスクに関する正式
な講義形式の研修コースの開設・
実施、(3)銀行の市場リスク管理に
対する現行の監督業務におけるプロ
セスや実務技術全般の改善、(4)BI
専属のリスクモデル作成の専門家の
ための組織の立ち上げ、キャリアパ
ス、必要な技能、及び業務上の責
任に関する評価と提言、(5)資本市
場及び市場リスク関連の研修コー
スの開設、(6)BIの政策ガイダンス、
及び銀行勘定における金利リスク評
価のための検査ツールの作成支援、
(7)複雑な銀行組織における流動性
リスク評価の質的向上。

プロジェクトは成功しており、設定さ
れたすべての目標において著しい進展
を遂げた。複雑な銀行組織における流
動性リスク評価は、ほとんど進展が見
られない唯一の分野であるが、その原
因は時間の制約と優先性に関する当局
の判断である。もう一つの大きな成果
は、専門家がオンサイト検査に参加す
る機会が得られたことである。
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受益国 コミット額 プロジェクト内容 プロジェクト結果

インドネシア $89,700 プロジェクトでは、インドネシア中
央銀行（BI）に短期専門家を3回
派遣。目的は、(1)BIの銀行監督研
修所との協力によるカリキュラムや
研修教材の作成（主な分野はクレ
ジットリスク分析、貿易金融、資産
分類、与信限度額）、(2)BIの銀行
監督研修所が開発した研修教材に
関する書面でのコメントの提供（講
師及び研修参加者ガイドを含む）、
(3)BIの銀行監督研修所における講
師を対象とする説明会の開催、(4)
クレジットリスク分析に関する研修
の実施であった。

アドバイザーは従来の教材を見直し、
設立計画中の研修所による講義概要を
充実させるための提言を示すとともに
研修資料の作成にも携わった。最後の
ミッションの終了時には、融資分析研
修所へ以下が提供された。その内容は、
(1)講義概要（改訂版）、(2)キャッシュ
フロー分析と効果的なコミュニケーシ
ョンに関する2つの講義－これらのスキ
ルをクレジットリスク検査に実務的に
応用することに重点、(3)研修の実施要
領（改訂版）、（これには8件のケース
スタディに関する主な指導ポイントお
よび推奨される解決へのキーポイント
の策定を含む）、(4)研修前教材の見直
しと提言の提示、 (5)最終試験問題と解
答、(6)作成された教材に対する理解の
向上を目的とした、融資分析研修所作
業グループと共同による教材の綿密な
見直し。
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受益国 コミット額 プロジェクト内容 プロジェクト結果

インドネシア $260,400 プロジェクトは、銀行監督・規制の
主要分野、及びバーゼルⅡの実施
準備におけるインドネシア中央銀行
（BI）の取り組み手法と実務面の強
化が目的であった。長期専門家が、
銀行規制・監督における様々な課
題について助言を提供した。特に重
点を置いたのは、(1)リスクベース
の監督、(2)バーゼルⅡ問題、(3)バ
ーゼル・コア・プリンシプル（BCP）
に準拠した銀行監督であった。

長期専門家の支援を受け、当局は、金
融システムの安定促進を目指して、BI
の規制・監督体制の強化において前進
し続けている。監督枠組み・実施にお
ける主な成果は、(1)各銀行を監督する
ための新たな評価システムの確立、(2)
堅固な金融リスク指標の導入による現
行の監督の円滑化、(3)リスク分析ハン
ドブックを作成し、分析ノウハウを最
前線の監督官に明確に分かりやすく伝
える取り組みにおける進展である。規
制枠組みに関する主な成果には、(1)自
己資本の妥当性及び流動性リスクに関
する規制の改正と堅固化、(2)BIによる
バーゼルⅡのピラーⅡ実施方針に関す
る協議資料の作成、(3)既存の規制対
象を拡大し、資本、大口エクスポージ
ャー、イントラグループ、資産分類・
引当金、リスク管理などを含めて連結
ベースで適用することなどが挙げられ
る。
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受益国 コミット額 プロジェクト内容 プロジェクト結果

ラオス人民民主 
共和国

$101,700 プロジェクトは、関税行政の組織、
構造、業務の近代化を目指すもの
であり、短期専門家を3回派遣し
た。目的は、(1)世界銀行が資金を
拠出するラオス関税貿易促進プロ
ジェクト（LCTFP）において、国
連貿易開発会議（UNCTAD）が導
入予定の税関データ自動システム
（ASYCUDA）コンピュータシステ
ムに対応する業務・ビジネス上のニ
ーズの特定、(2)ラオスによる世界
税関機構改正京都規約への加盟希
望が関税政策・手続きに及ぼす影
響についての判断（この規約は税関
手続き全般についての基準と推奨さ
れるプラクティスを定めたものであ
る）、(3)LCTFP、ラオス政府の再
中央集権化プログラム及び関連す
る組織改革、並びに税関当局が提
案する手続き上の改革を調整・統
合するための短・中期的な行動計
画とスケジュールの作成であった。

これら3つの優先事項については、十
分な取り組みが行われた。その結果、
(1)税関本部による管理・監督が徐々に
達成され、(2)本部の各部署の組織再
編と人員再配置が実施された。(3)地域
センターが1カ所開設され、その他に
も2カ所開設予定である。さらに、(4)
ASYCUDAシステムの導入の進捗状況、
及び世界銀行が出資するプロジェクト
の技術分野における取り組みに合わせ
て、業務上の各種手続きが順次変更さ
れる予見通しである。
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受益国 コミット額 プロジェクト内容 プロジェクト結果

モルジブ $101,361 プロジェクトの目的は、財務管理
アドバイザーの戦略的指導、及び
PFMプロセスのインプットによる
政府総合財政管理情報システム
（GIFMIS）の確立であった。この
システムは、財務報告、資金管理、
資金計画、決済プロセスの改善を
進め、政府業務に大きく資するもの
と期待される。財務管理アドバイザ
ーの任務は、(1)GIFMISの設計及
び実施戦略の見直し、(2)簡素化及
び望ましい優先順位付けに関する
提言、(3)新たなシステムによる予
算改革ニーズの充足、(4)技術面的
課題である勘定科目一覧表の設定、
財政上の単一口座の構造、予算執
行、会計手続きなどに対する助言
の提供であった。

モルジブ当局は、アドバイザーによる
技術支援に満足しており、プロジェク
トについては、主要ドナーであるEUに
代わって世界銀行が肯定的に評価して
いる。政府は、システム実用化の初期
段階において支援が継続されることが、
システムの様々な要素、特に資金管理
システムや予算報告様式のように、持
続性の確保に向けてさらなるサポート
を必要とする項目の機能に関する指導
をさらに進める上で非常に有用である
と指摘している。



添付資料 1B

99

受益国 コミット額 プロジェクト内容 プロジェクト結果

モルジブ $119,600 プロジェクトでは短期専門家を4回
派遣し、モルジブ通貨庁（MMA）
に対し、以下の分野における能力
強化を支援した：(1)量的・質的情
報と分析の編纂・作成、主な金融 /
マクロ経済変数の予測、(2)通貨・
為替政策枠組みの設計に関する理
論的・実践的研究の実施、(3)マク
ロ経済 /金融統計・分析の発表及び
公表、(4)MMA内部や国内の他の
機関から定量・定性情報の収集に
資する効果的なチャンネルの構築・
維持。

全般的にプロジェクトは成功してい
る。プロジェクトにおける主な成果は、
MMAにおける金融政策機能の整備に
対する支援である。金融政策委員会が
設立され、また、専門家の提言を受け
て経済研究統計局が金融政策研究局
（MPRD）に改変され、金融政策にお
ける意思決定の支援に取り組んでいる。
MPRDは、金融政策の実施に要する
ツールや手続きの整備にも努めている。
その他の主な成果には、(1)体制の合理
化、出版物の内容調整、(2)金融政策
に関する意思決定をサポートする研究
の実施、(3)必要なデータベースの整備、
及び金融政策分析のための情報収集、
(4)量的・質的情報の収集に効果的なチ
ャンネルの拡大・維持などがある。

モルジブ $89,700 プロジェクトではアドバイザー2名
による巡回派遣（各1カ月）を2
回実施し、(1)関係機関に対する
政府総合財政管理情報システム
（GFMIS）の実用開始、(2)資金管理・
資金計画に関するシステムと枠組み
の策定について支援を行った。

モルジブ当局は、両アドバイザーによ
る技術支援に満足しており、プロジェ
クトについては、主要ドナーであるEU
に代わって世界銀行が肯定的に評価し
ている。
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受益国 コミット額 プロジェクト内容 プロジェクト結果

モンゴル $94,200 予算に関する巡回アドバイザーを3
回派遣（各1カ月）。財務省（MOF）
に対し、(1)従来の予算編成プロセ
スの強化、(2)MOF及び関係省庁に
おける能力強化による予算改革の
第2ステージのサポート、(3)中期・
プログラム予算のさらなる進展に向
けたサポートについての支援を行っ
た。 

プロジェクトには十分な進展が見られ
た。主な成果は、中期・プログラム予
算編成の導入に関する詳細な実施計画
を策定したことである。この計画には、
実施計画及びハイレベル作業グループ
の設置の承認に関する政府の決議案の
発表が盛り込まれる。なお、このグル
ープは、MOFの財政計画調整局局長
をトップとし、関係省庁の予算財政担
当部局の局長で構成される。
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受益国 コミット額 プロジェクト内容 プロジェクト結果

モンゴル $209,300 プロジェクトでは短期専門家を7カ
月派遣し、モンゴル金融監督委員
会（FRC）に対して以下の支援を
行った： (1)制度能力とスタッフの
技能の強化、そのための適切な研
修、特に貯蓄信用組合（SCC）、保
険会社、資本市場、その他のノン
バンク金融機関（NBFI）の監督に
関する研修の実施、 (2)生命保険、
資本市場、NBFI（融資、ファクタ
リング、信託資金の投資・管理など）
に対する規制枠組みの改善、及び
モンゴルの預託証券に関するインフ
ラ整備、(3)FRCの関係者との適切
な関係の構築、(4)SCC、保険会社、
証券会社、各種のNBFIに応じたオ
ンサイト・オフサイト監督モデルの
開発、(5)執行メカニズムの見直し
による、ノンバンク監督におけるグ
ッド・プラクティスの確実な実施、
(6)重要セクターの統計・報告書の
作成、(7)FRCにおけるリスク管理
の導入、(8)資本市場とNBFIに関
する信用情報機関のデータのため
のインフラ整備。

プロジェクトの目的はほぼ達成された。
専門家は、以下の事項を推進した：(1)
技術ワークショップの開催、(2)FRCス
タッフに実務的な指導を行うため、9つ
の出版物 /概要資料を作成し、実施す
べき多くの重要な提言を提示（世界金
融危機の副次的影響から生じた損失の
緩和において時宜を得たものとなった
集中リスクの制限に関する提言など）、
(3)法定還付に基づき財政状態を評価す
る方法に関し、FRCスタッフに対して
現場での支援を提供、(4)国際的なベス
ト・プラクティスに関するその場での
助言の提供、(5)効果的な監督のための
ガイダンスを示した説明書の作成。



102

受益国 コミット額 プロジェクト内容 プロジェクト結果

ネパール $209,300 税務専門家を2回、関税政策・手
続きの専門家を5回派遣。プロジェ
クトの目的は、ネパールの税務行政
に提供されている技術支援を継続
し、主として納税者監査において
高額納税者事務所（LTO）の改善
を進めることであった。専門家は、
これまでに達成された成果を土台と
して監査能力の強化に取り組んだ
が、その目的は、LTOの能力を強
化することによって自立した改善の
継続を可能とし、その状態をさらに
拡大して、監査管理業務、すなわ
ちリスクベースの選定、監査品質の
保証、監査プログラムの実施状況
のモニタリング・報告なども可能と
することであった。

専門家が、研修とコーチング（1対1、
及び少人数制）を組み合わせて指導し
た結果、監査人の能力と技能に関して
著しい向上が見られた。この状況を持
続させるため、監査人は、将来、組織
内の監査研修プログラムを担当する指
導者としての研修も受けた。関税局の
長期的な発展については、2009年から
2013年までの改革戦略と行動計画を専
門家が作成し、関税局幹部がこれを承
認した。
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受益国 コミット額 プロジェクト内容 プロジェクト結果

パプアニューギニア $114,400 プロジェクトでは、パプアニューギ
ニア中央銀行（BPNG）に対する
過去の技術支援において開発され
た監督枠組みの適用を持続的なも
のにするための実務的な対策に重点
が置かれた。今回の技術支援では、
巡回専門家を4回（各1カ月）派遣
し、その主な内容は、(1)特に新人
スタッフを対象とする、金融監督の
主要分野に関する内部研修コース
及びOJTの実施、 (2)すべての主要
な監督業務に関する、正式に文書
化された手続きの改定・実施であっ
た。

アドバイザーの指示による研修が監督
局（FSSD）に対して実施された。さらに、
20名の幹部とスタッフを対象に講義を
行った。そのテーマは、(1)あらゆるタ
イプの預金受託金融機関からの四半期
毎の財務収益の分析、(2)注意や是正
が必要な事項に対するフォローアップ
監督のための手続き・文書、(3)関連す
る国際会計基準、(4)検査様式と内容、
(5)FSSDの政策への遵守であった。さ
らに、銀行監督に関する様々なテーマ
について、1対1及び少人数での議論を
行い、検査官に対するOJTは、技術支
援アドバイザーの指導の下で、商業銀
行に対するオンサイト検査の形で実施
された。加えて、プルデンシャル基準
をBPNGが発表しており、その対象は、
自己資本のための銀行、資産分類、利
子の補給・停止、FXのエクスポージャ
ーリミット、外部監査、関連機関との
取引、関連機関への融資、適格要件、
銀行間資金運用の制限である。
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受益国 コミット額 プロジェクト内容 プロジェクト結果

フィリピン $89,700 プロジェクトでは専門家を3カ月派
遣。フィリピン中央銀行（BSP）に
対し、近く予定されているバーゼル・
コア・プリンシプル（BCP）の改
定に備えた一部の規則の変更に協
力した。BSPは、(1)コア・プリン
シプルの1から5に対するコンプラ
イアンスレベルの評価、(2)信用リ
スクに関する規則の評価と本文の再
起案を要請した。

ミッションの活動により、BSPは、こ
れまでの取り組みの中で残されている
弱点に重点を置きながら、バーゼル評
価（2010年に実施予定）に向けた準備
を進めた。これらの活動は、銀行の与
信業務に対して、さらにプリンシプル
に則った規制体制を作り上げるという
目標をほぼ達成しており、必要なセー
フガードも提案された。専門家は、主
要なプリンシプル及びサブプリンシプ
ル（1～5、8）に対するコンプライア
ンスの現状を、プリンシプル別に詳細
に分析し、バーゼル・コア・プリンシ
プルの2006年の改定に伴う各プリンシ
プルの変更についても見直しを行った。

フィリピン $260,400 プロジェクトでは、常駐の銀行監
督アドバイザーの支援により、リス
クベースの銀行監督に関する指導を
提供し、フィリピン中央銀行（BSP）
において、問題のある銀行の特定
及び破たん処理のための能力強化
を進めた。専門家は、これまでの成
果を土台として銀行セクター全体を
さらに改善することを目標に据え、
そのために、銀行監督プログラムの
持続的な実施とさらなる整備を支援
し、同時にBSPに対する日々の助
言と支援を継続した。

プロジェクトの目的は概ね達成された。
常駐専門家の任務は、以下の実現に向
けた一体的な前進を支援することであ
った：(1)BSPの監督検査セクター（SES）
の組織を改編し、リスクベースの確実
な監督を可能とすること、(2)プルデン
シャル規制を執行し、検査及び監督の
実施における整合性を確保すること、
(3)規則及び検査の枠組みを強化し、リ
スクの特定やリスク管理能力の評価に
重点を置くこと、(4)他の巡回専門家を
サポートし、彼らの提言のフォローア
ップを行うこと。
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受益国 コミット額 プロジェクト内容 プロジェクト結果

フィリピン $62,114 プロジェクトでは短期専門家2名が
必要とされ、フィリピン中央銀行
（BSP）に対して以下の支援を行っ
た： (1)早期是正措置（PCA）枠組
みのさらなる改善に向けてCircular 
523を見 直すこと、(2)問 題のあ
る銀行に対して、妥当な期間内に
適性手続きを確実に提供するため
に、Circular523の実施について定
めた正式なガイドライン資料を作
成すること、(3)計画の策定、評価
に関するスタッフの技能を強化し、
Circular523の下で実施された計画
が、明らかとなっている弱点や欠陥
の解消に有効なものとなるよう努め
ること。

プロジェクトのすべての目的が達成さ
れた。問題のある銀行に対する政策マ
ニュアル案は、BSPから派遣されたチ
ームが完成させ、その中に、技術支援
ミッションにおいて示されたすべての
提言が盛り込まれた。プロジェクトで
示された提言の中で、各事例の管理を
強化すること、さらに、特別チームを
設立して、明らかになったいわゆるゾ
ンビ銀行の滞貨への対応、及び問題の
ある銀行に関する法的枠組み（具体的
には、Circular523、銀行規則マニュア
ル、一般銀行法、新中央銀行法）の
改変に取り組むことが推奨された。問
題のある銀行に関する初級・中級の研
修コースが準備・実施された。その際
の教材は、BSPスタッフが実施する同
様のコースが円滑に進むよう、すべて
BSPに提供された。

受益国 コミット額 プロジェクト内容 プロジェクト結果

ベラルーシ $65,800 プロジェクトでは短期専門家を2回
派遣し、中期予算編成（MTB）モ
デルの整備を進めた。

このプロジェクトの実施により、MTB
の国際的なグッド・プラクティスに対
する当局の認識が高まり、推奨される
MTBモデルの導入に向けた戦略と行動
計画が当局に提供された。さらにこの
プロジェクトは、中期的観点から予算
を決定することに関する当局の理解の
向上に寄与し、財政における中期的効
果を考慮した上で歳出の優先順位が決
定されるようになった。

ヨーロッパ
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受益国 コミット額 プロジェクト内容 プロジェクト結果

ヨーロッパ―複数国 $70,000 「国際収支統計作成者のための送金
統計」に関する5日間のセミナーを
スロベニアで開催し、それに対して
資金を拠出した。このセミナーは、
2004年のG8サミットにおける提言
に基づく送金統計の改善の一環と
して、スロベニア金融研究所（CEF）
と IMFが共同で開催したものであ
る。セミナーの主な目的は、(1)「国
際送金取引：編纂者と利用者のた
めのガイド（RCG）」及び「国際収支・
対外資産負債残高マニュアル第6
版（BPM6）」に定める送金統計に
おける新たな基準の推進、(2)送金
データの作成者に対する実務的な指
導の提供である。セミナーには、21
カ国（アルバニア、アルメニア、ア
ゼルバイジャン、ベラルーシ、ブル
ガリア、ボスニア・ヘルツェゴビナ、
クロアチア、グルジア、カザフスタ
ン、コソボ、キルギス共和国、マ
ケドニア、モルドバ、モンテネグロ、
ルーマニア、セルビア、タジキスタ
ン、トルクメニスタン、ウクライナ、
ウズベキスタン、ロシア）から30
名が参加し、その費用に対して資金
を拠出した。

セミナーは、送金データに関する方法
論および作成の重要な側面についての
能力強化に資するものであった。参加
国は、送金データの収集・推計に使わ
れるアプローチや技術に関して経験を
共有し、すべての参加国について、送
金統計のメタデータの集計ファイルが
作成された。さらに、異なるデータソ
ースや応用統計技術を用いた送金統計
の作成に対しても、実務的な指導が行
われた。参加者は一様に、このセミナ
ーの最も有意義な点の一つとして、意
見交換を行い、送金統計の作成に関す
る他国の経験を学ぶことができたこと
を指摘した。
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受益国 コミット額 プロジェクト内容 プロジェクト結果

ヨーロッパ―複数国 $366,377 プロジェクトでは長期専門家の任期
を延長し、スロベニア金融研究所
（CEF）の南東欧（SEE）加盟国（ア
ルバニア、ボスニア・ヘルツェゴビ
ナ、ブルガリア、クロアチア、コソ
ボ、マケドニア、モルドバ、モンテ
ネグロ、ルーマニア、セルビア、ス
ロベニア）に対して以下の支援を行
った：(1)公的財政管理（PFM）の
基本的改革を実施してPFMの最低
要件を満たし、特に、効果的な財
政管理と財政規律を実現すること、
(2)さらに進んだPFM改革に取り組
み、PFMの国際的なグッド・プラ
クティスに向けて前進し、特に、効
果的な資源配分と費用効果の高い
サービスの提供を推進すること。

PFMに関する目標の達成については、
域内の多くの国において着実な進展が
見られる。アルバニアでは資金管理規
則が承認され、能力が強化されている。
しかし、資金・債務管理はさらに統合
を進める必要がある。ボスニア・ヘル
ツェゴビナでは、財務報告に改善が見
られた。財政データの連結を調整する
技術的部署が財政審議会の中に設けら
れ、会合を二回開いている。ブルガリ
アでは、現在、プログラム予算が完全
に機能しており、年次予算はプログラ
ムの承認を受けている。しかし、中期
予算枠組み（MTBF）と年次予算編成
プロセスの統合は不十分である。コソ
ボでは、資金予測の整備が依然として
初期段階にある。アドバイザーは、財
務省（MOF）に対し、自治体が借入を
行うための実質的な権限を認める新た
な公的債務法の起案について支援を行
った。この法律は、2009年12月に施
行された。ルーマニアでは、アドバイ
ザーは、財政責任法の起案と中期予算
編成枠組みの運用に対する支援を行っ
た。セルビアでは、地域アドバイザー
が財務管理アドバイザーを任命して中
期予算編成を支援し、さらに当局との
協力の下、金融危機に関連する予算上
の課題に取り組んだ。
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受益国 コミット額 プロジェクト内容 プロジェクト結果

アフガニスタン・ 
イスラム共和国

$67,574 プロジェクトでは短期専門家による
巡回派遣を2回実施し、通貨・財
政統計の分野における支援を行っ
た。専門家は、アフガニスタン中
央銀行（DAB）に対し、(1)IMFの
通貨金融統計マニュアル（MFSM）
の手法に基づく通貨・金融統計の
編纂・公表の改善、(2)ソースデー
タの質とデータの整合性の向上に関
する支援を行った。

DAB及び他の預金機構に関するソース
データは、銀行間データの報告におけ
る整合性が改善され、MFSMの手法に
よる通貨統計の作成に必要な詳細につ
いても入手しやすくなっている。通貨
統計作成の枠組みは、ソースデータの
改善に基づいて改定されており、それ
に伴い通貨統計の作成・公表状況も改
善している。

中東・中央アジア
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受益国 コミット額 プロジェクト内容 プロジェクト結果

アフガニスタン・ 
イスラム共和国

$143,000 プロジェクトでは巡回専門家を5カ
月派遣し、以下の支援を行った： 
(1)中央統計機構（CSO）が作成す
る実体セクター統計の改善、及び
CSOにおける統計能力の強化、(2)
国民経済計算、消費者物価指数
（CPI）、貿易統計の制度的構造及び
業務能力の強化・改善、(3)作成プ
ロセスを管理可能で持続的なものと
するための、スタッフ研修による組
織能力の強化、(4)統計作成機関に
おける定期刊行物などの公表メディ
アの開拓。

CSOは、GDPと消費者物価指数（CPI）
の作成において着実な進歩を遂げてお
り、現在は、これらの統計を定期的
に作成できるようになっている。名目
GDPと実質GDPの確報値も入手可
能であり、2006/07年と2007/08年の
GDP推計値は時系列で集計され、順次
改定されている。総産出額と粗付加価
値の推定方法が改定され、建設・貿易
セクターの付加価値の推計値は、コモ
ディティ・フロー法に基づいて改定さ
れた。各省庁が提供する生産データも
見直され、さらに、様々な公的企業か
らの情報収集に現在使用されているデ
ータフォーマットについても協議が行
われ、変更が推奨された。
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受益国 コミット額 プロジェクト内容 プロジェクト結果

アフガニスタン・ 
イスラム共和国

$93,750 ファイナンシャルプログラミング・
金融政策に関する研修コースを実
施した。目的は、マクロ経済と金融
政策の設計・実施に関する参加者
の理解の向上であった。アフガニス
タンからは、財務省職員17名、中
央銀行職員15名の計32名が参加し
た。コースは、マクロ経済分析と
政策設計の重要な要素に関する講
義に、実務的な現場でのワークショ
ップを組み合わせて実施された。講
義のテーマは、実体、財政、通貨、
対外の各セクターにおける会計・分
析上の重要課題、これらの各セク
ターにおける主な政策、及び成長を
促進し、マクロ経済調整を達成す
るために、適切な政策をいかに策定・
調整すべきかということであった。

このコースの実施は成功であった。参
加者によるコースの評価は、1から5の
5段階評価（5点満点）で4.7点であっ
た。参加者は、コースで得られた知識
や技能が、各人の業務にとって有用で
あると指摘した。さらにコースの実施
チームは、参加者が非常に意欲的であ
り、コースのあらゆる面を楽しんでい
たと報告した。参加者は特に、実務ワ
ークショップにおいて、セクターを越
えたマクロ的見方を一つにまとめ、こ
れらのセクター間の相互連鎖に明確に
対応した調整プログラムを作成する機
会が得られたことを評価した。
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受益国 コミット額 プロジェクト内容 プロジェクト結果

アフガニスタン・ 
イスラム共和国

$59,800 プロジェクトではアフガニスタン中
央銀行（DAB）に専門家を2回派
遣し、通貨・金融統計マニュアル
（MFSM）の手法に基づいて、同国
の通貨・金融統計の編纂・公表に
関する支援を行った。

DABでは、専門家が整備した枠組み
を使用した通貨統計の作成が可能と
なっている。DABは、標準報告様式
（SRF）を使用した通貨統計を IMF統
計局（STA）に月ベースで提出してい
る。DAB及びその他の預金機構に関す
るソースデータは、銀行間データの報
告における整合性が改善され、MFSM
の手法による通貨統計の作成に必要な
詳細についても入手しやすくなってい
る。通貨統計作成の枠組みは、ソース
データの改善に基づいて改定されてお
り、それに伴い通貨統計の作成・公表
状況も改善している。

アフガニスタン・ 
イスラム共和国

$115,800 プロジェクトでは巡回専門家を3カ
月間派遣し、ダ・アフガニスタン中
央銀行（DAB）に対し、 (1)サービ
ス収支をはじめとする基本要素をす
べて含み、国際収支マニュアル第5
版（BPM5）と整合性のある国際収
支表の作成、(2)既存のデータ収集
システムの強化及び新たなシステム
の開発について支援を行った。

DABでは、国際収支統計をタイムリ
ーに作成することが可能となっており、
2009年3月20日終了年度の予測値が編
纂されている。しかし、ソースデータ
とDABの専門知識が欠如しており、こ
れらが統計に関する改善の前進・持続
において今後も深刻な障害になるもの
と見られる。



受益国 コミット額 プロジェクト内容 プロジェクト結果

アルジェリア $59,800 プロジェクトでは短期専門家を2回
派遣。当局に対し、税控除の収益・
費用分析、及び租税支出分析の実
施に向けた税務行政能力の強化に
ついて支援を行った。

専門家の助言を受けて、税務当局によ
る税控除の収益・費用分析能力は大幅
に強化された。評価を行うべき租税支
出のリストが承認され、これらの項目
に対する評価の準備が順調に進んでい
る。租税支出プロジェクトは、この部
門の先駆者であるワーキンググループ
が管理している状態にあるため、今後
は、租税支出部門が設立されるものと
見られる。

アゼルバイジャン $59, 800 技術支援は、税務行政の専門家を2
回派遣し税務省（MOT）に提供さ
れた。専門家は当局に対し、リスク
ベースの納税者コンプライアンス・
プログラムの策定について支援し、
以下の項目に関して助言を提供し
た： (1)主要納税者区分におけるリ
スクの特定・評価方法、(2)他の税
務行政が、納税者のコンプライアン
スに影響する要素を理解するために
利用しているアプローチ、(3)アゼ
ルバイジャンの租税システムにおい
て特定されたリスクに対処するため
の支援及び実施介入、(4)コンプラ
イアンス向上戦略が自発的コンプラ
イアンスに及ぼす影響の測定、(5)
事例選定プロセスの監査。

着実な進展が見られる。提供した技術
支援への対応において、MOTによる積
極的な取り組みが進められている。具
体的には、(1)リスク分析課の設置、及
びシステミック・リスク管理のための他
のメカニズムの採用（リスク管理グル
ープ・運営委員会、ITを活用した納税
者のプロファイリングシステムなど）、
(2)本部による監査業務の設計、モニタ
リング、及び支援に関する役割を強化
し、租税事務所全体において一貫した
監査アプローチを実施、(3)納税者監査、
業務管理、机上監査のための新たな業
績報告システムの開発、(4)個々のコン
プライアンスリスクに対応できるよう納
税者サービスをその対象に合わせて調
整し、強制措置の評価及び優先順位決
定のためのリスク指標を導入。
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受益国 コミット額 プロジェクト内容 プロジェクト結果

ジブチ $59,800 予算分類の専門家の2回にわたる
短期巡回訪問を通じて技術支援を
提供し、2008年2月に行った予算
分類の分野に関する診断ミッション
で示された提言の実施に取り組ん
だ。技術支援では、特に、複雑で
旧来的な予算分類を見直し、それ
らを IMFの政府財政統計マニュア
ル（GFSM）2001及び政府支出の
機能別分類（COFOG）に準じたも
のとすることが目標とされた。

巡回専門家は当局に対して、GFSM 
2001を遵守した予算分類やコード化シ
ステムの導入に関する支援を行い、貧
困削減のための歳出を利用者が特定・
モニタリングできるようにした。これ
までの予算分類と新たな予算分類コー
ドを橋渡しするための表を経済と資金
の区分に関して作成し、行政及び機能
区分に対しても新たな表が作成された。
研修マニュアルが準備され、財務省
（MOF）の幹部と中堅幹部を対象とす
る研修コースが企画された。

ジブチ $59,800 プロジェクトでは巡回専門家を2回
（各1カ月）派遣し、VATの実施を
支援した。技術支援では、(1)立法
の準備、(2)情報技術ビジネス要件
の特定、(3)広報キャンペーンの策
定、(4)納税者の自己評価に基づく
近代的な手続きの実施、(5)VAT業
務を担う高額納税者事務所（LTO）
の強化を推進した。

VATは計画どおり導入された。徴収状
況は予測とほぼ一致しており、最初の2
カ月間の平均申告率も85％と、適切な
水準を示している。VAT還付制度も整
備されており、すでに運用されている。
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受益国 コミット額 プロジェクト内容 プロジェクト結果

エジプト・アラブ共
和国

$257,400 プロジェクトでは常駐アドバイザー
2名を3カ月間派遣し、エジプト中
央銀行（CBE）に対して能力強化
を支援した。支援の目的は、特に、
CBEによるITの採用、及び金融政
策の実施における全般的な質的向
上であった。

著しい進展が見られた。専門家は、(1)
適切なデータベースの整備、(2)エジプ
トの経験を踏まえた中核的な中期予測
モデルの策定、(3)インフレーション・
ターゲティングに必要な制度・業務上
の改革に対する助言の提供、(4)金融政
策局（MPU）による政策提言の策定に
対する協力を推進した。

モーリタニア $59,800 プロジェクトでは関税の専門家を2
回派遣し、関税局に対して、(1)ハ
イレベル、包括的で、費用面でも
妥当な近代化計画の策定、(2)学際
的な専任のプロジェクトチームによ
る適切なプロジェクト体制の確立、
(3)監視の強化について支援を行っ
た。

期待された成果はすべて達成され、財
務大臣は、このプロジェクトにおいて
提供された技術支援に対して高い満足
感を示した。当局はプロジェクト管理
体制を実施に移し、専門家の助言を受
けて関税近代化計画の策定を進めてい
る。行動計画費用の原価計算は終了し
ていないが、関税局が担当する予定と
なっている。
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受益国 コミット額 プロジェクト内容 プロジェクト結果

中東及び中央アジア
―複数国

$149,000 アルメニアとグルジアに対する5回
の巡回派遣（各1カ月）を通じて
技術支援を提供し、当局に対して、
歳入行政改革と近代化プログラム
の強化に関する支援を行った。技
術支援では、(1)税務行政の改善、
特に自己評価やリスクベースのコン
プライアンス・プログラムの強化な
ど、(2)統一された機能ベースの実
務による税務行政の改善、(3)高額、
普通、少額納税者のコンプライア
ンスリスクとサービスに対するニー
ズの把握を目的とした納税者区分
の導入を推進した。

アルメニアでは、専門家は当局による
改革の取り組みを支援し、特に以下の
事項を推進した：(1)優先度の高い事項
を盛り込んだ税務行政近代化計画につ
いて、その実施内容の順序が適切かつ
現実的であり、十分なガバナンス体制
に支えられたものとなるよう努めるこ
と、(2)本部と地方事務所間の効果的
なネットワークを備えた機能ベースの
組織体制の導入、(3)高額納税者行政
の改善と少額納税者に関する制度の簡
素化に重点を置いた納税者区分コンセ
プトの策定。グルジアでは、改革プロ
グラムにおける大きな進展が報告され
た。専門家は、主に組織再編、改革に
おけるガバナンス体制、高額納税者部
門の拡大、及び業務に関する改善の実
施に重点を置いていた。
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受益国 コミット額 プロジェクト内容 プロジェクト結果

中東及び中央アジア
―複数国

$299,700 プロジェクトでは長期専門家の任
期を延長し、以下の支援を行った： 
(1)予算分類及び会計に関するベス
ト・プラクティスに準拠した政府財
政管理情報システム（GFMIS）を
実施し、ウズベキスタンにおける公
的財政管理を強化、
(2)予算分類における継続的改善、
改善された会計枠組みの導入、及
び国有企業の財政業務に対するモ
ニタリングの強化を図り、タジキス
タンにおける公的財政管理を強化。

ウズベキスタンでは、財政システムの
確立と政府の銀行に関する取決めの強
化において確実な進展が見られた。会
計枠組みの文書化と堅固な財務報告シ
ステムの整備においても一定の進展が
あった。タジキスタンでは、予算編成
における新たな事務区分の策定・実施、
及び新たな統一的な勘定科目一覧表や
それに付随する資料の作成においてか
なりの進展が見られた。国有企業（SOE）
モニタリング局が財務省（MOF）に設
置され、業務マニュアルが作成中であ
る。
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受益国 コミット額 プロジェクト内容 プロジェクト結果

中東及び中央アジア
―複数国

$322,502 プロジェクトは、アゼルバイジャン
を拠点として同国のほかグルジアと
ウズベキスタンへの支援に携わって
いる、対外セクター統計に関する
常駐アドバイザーを通じて実施され
た。プロジェクトの目的は、(1)特
別データ公表基準の要件に従って
対外セクター統計を作成するための
能力強化（アゼルバイジャンとグル
ジア）、(2)対外セクター統計の収集、
編纂、作成、公表の改善（アゼル
バイジャンとグルジア）、(3)対外セ
クター統計における品質の持続可
能な改善に向けた準備（ウズベキス
タン）。

このプロジェクトの実施により、以下
の成果が確認された。 (1)アゼルバイ
ジャンとグルジアにおいて、対外セク
ター統計作成の法的背景が強化され
た。(2)対外セクター統計のソースデー
タ（より完全で正確な国際収支表の作
成につながる国際取引報告制度（ITRS）
など）における持続可能性が向上した。
(3)特にアゼルバイジャンとグルジアに
おけるエネルギーセクターの取引、及
びウズベキスタンにおけるサービスの
国際取引と対外直接投資取引の記録に
おいて統計技術が向上し、国際的に受
け入れられる方法と同水準になった。
(4)IMFのデータ品質評価枠組みに基づ
く評価の結果、対外セクター統計の質
に対する意識が高まった。(5)グルジア
とアゼルバイジャンにおいて、対外セ
クターストック統計の編纂プログラム
の整備がさらに進んだ。(6)国民経済計
算と通貨・政府財政統計の整合性が向
上した。
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受益国 コミット額 プロジェクト内容 プロジェクト結果

中東地域技術支援セ
ンター(METAC)― 
複数国

$305,000 レバノンのMETAC本部を拠点とす
る長期アドバイザーの任期延長に対
して資金を拠出し、METAC加盟国
における歳入行政の能力と効率性
の向上について支援を行った。技
術支援では以下の事項を推進した：
(1)METAC域内の歳入行政に関す
るドナーと技術支援提供者との協
働・調整、(2)加盟国による健全な
歳入行政改革戦略と目的の策定・
採用・実施。なお加盟国の掲げる
目標は、(i) 業務効率の向上、(ii) 
長期的な歳入徴収の強化、(iii) コ
ンプライアンスコストを可能な限り
低く抑えた中での貿易、ビジネス、
成長の促進、(4)歳入行政の能力強
化及び地域におけるベスト・プラク
ティスの共有の推進・実現。

資金の拠出期間中、技術支援は
METAC加盟の7カ国（スーダン、シリ
ア、ヨルダン、リビア、アフガニスタン、
イエメン、イラク）に対して直接提供
された。シリアがこの間の最大の受益
国であるが、これは、シリアにおいて
幅広い改革プログラムを実施したこと
に加え、METACの支援に対する当局
の受容性が高く、それを極めて有効に
活用したことを反映している。シリア
における重要課題は、VATの開始準備、
機能・区分ラインに沿った税務行政全
体の再編、税務手続き法などの近代的
な法制の導入などである。イエメンと
スーダンでも改革の確実な進展が維持
されており、高額・普通納税者部門の
行政のための体制や事務所の強化を通
じて、自己評価の概念が制度化されて
いる。リビアとアフガニスタンの当局
の相互交流が歳入行政改革戦略に関し
て実施されたが、これは IMF本部が以
前に実施した診断ミッションにおいて
提案したものであった。
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太平洋金融技術支援
センター(PFTAC)―
複数国

$326,400 長期アドバイザーの任期延長に資
金を拠出。PFTAC加盟国に対して、
PFTACまたは IMFの提言に沿った
歳入行政と歳入政策の近代化を支
援し、歳入業務の改善に向けた能
力強化を進めた。

PFTACの全加盟国において、歳入行
政改革が進行中である。加盟国の中
で、国の規模が大きめで、改革実施に
要する能力にも比較的恵まれ、技術支
援を幅広く受け入れている国（フィジ
ー、PNG、ソロモン諸島、トンガ）で
は、小規模で経済が脆弱でありPFTAC
への依存度が高い国に比べて、急速な
進展を見せている。後者に属する国に
は、ミクロネシア連邦（FSM）、キリ
バス、マーシャル諸島、ナウル、ニウ
エ、パラオ、ツバルがある。PFTACは、
税務担当局のトップで構成するフォー
ラムである太平洋島嶼国税務行政協会
（PITAA）を、共通の課題に対して地
域レベルの解決策を採用し域内におけ
る統一的な実施を目指す、結束力の高
い集団に発展させることに取り組んで
いる。
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受益国 コミット額 プロジェクト内容 プロジェクト結果

シリア・アラブ 
共和国

$260,400 プロジェクトは長期専門家が実施
し、その目的は2008年の金融セク
ター評価プログラム（FSAP）で明
らかになったシリア中央銀行（CBS）
の課題に取り組むことであった。プ
ログラムの重点は、銀行監督機能
における構造的な欠点への対応、
及びバーゼル・コア・プリンシプル
（BCP）への規制コンプライアンス
の強化に置かれた。専門家は、法
的枠組み、及び銀行セクターに対す
るCBSの監督業務の継続的な整備・
実施について支援を行った。

12カ月の任期中、専門家は銀行関連の
法令と監督における課題について、幅
広い助言を提供し、そのことが銀行監
督の重要な側面の質的向上につながっ
た。特に専門家は、 (1)BCPを遵守した
規則案の策定、(2)オンサイト・オフサ
イト監督の質及び対象範囲の強化、(3)
CBSによるリスクベースの監督を推進
するための能力向上、(4)是正策の枠組
みの改善について支援を行った。
プログラムの重要な部分は2009年5月
末までにほぼ完了したが、CBSは、そ
の実施に重点を置いた追加の技術支援
を要請している。

120



受益国 コミット額 プロジェクト内容 プロジェクト結果

シリア・アラブ 
共和国

$59,800 プロジェクトでは税務行政の専門家
による短期派遣を2回実施し、当局
に対して、IMFが推奨していた戦
略の重点的側面の実施に関する支
援を行った。この目的は、将来の
付加価値税（VAT）の導入に資する、
近代的な税務行政を整備すること
であった。この戦略の4つの柱が、
(1)税務手続き法（TPC）などを含
む税法の簡素化、所得税法の合理
化、近代的なVAT法の整備、(2)自
己評価に基づくコンプライアンス・
プログラム（高額・普通納税者か
ら着手）、(3)組織再編、具体的には、
機能ベースの本部を備えた租税・手
数料総合委員会（GCTF）の設立
による高額、普通、少額納税者別
に組織化された租税事務所網の監
視、(4)コンピュータ化であった。

税務行政改革プログラムを推進する中
で、多くの成果が達成された。具体的
には、(1)新たなGCTF本部（HQ）の
体制確立及びHQの幹部スタッフの任
命の完了、(2)大卒者の新たなHQへ
の採用、(3)高額納税者事務所（LTO）
の拡大、(4)普通納税者事務所（MTO）
の開設の進展、及び組織改革プログラ
ムを税務職員に説明するための全国的
な内部広報キャンペーンの実施、(5)新
たな ITシステムの確保に向けたステッ
プ、並びにTPC及びVAT法の草案の
完成などが挙げられる。
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受益国 コミット額 プロジェクト内容 プロジェクト結果

ペルー $284,400 プロジェクトの目的は財政管理の強
化であり、以下の事項を通して推進
された：(1)資金計画の準備と改定
を円滑化する資金管理データベース
の整備、(2)簡略化した財政総勘定
元帳（TGL）の実用化－新たな情
報管理システムであるSIAFが導入
されるまで使用、なお、SAIFには、
財政状態に関する毎日の報告書の
作成が可能となる充実したTGLが
含まれる、(3)財政上の単一口座
（TSA）の対象拡大、(4)予算分類
及び勘定科目一覧表の改善、(5)経
済財務省（MEF）内外の主要関係
者を対象とする財政管理に関する完
全な研修プログラム。

当局は、必要な改革を徐々に実施して
いる。第一に、資金管理に大きな進展
が見られ、資金管理データベースの整
備・セットアップ、及び年初来の実績
に基づく推計値を毎日更新するための
自動補正方法の設計・使用が進められ
ている。第二に、財政状態に関する報
告書を毎日作成することが可能となる
簡素化されたTGLを整備したことによ
り、従来のTSAの管理に改善が見られ
た。

西半球
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受益国 コミット額 プロジェクト内容 プロジェクト結果

トリニダード・ 
トバゴ

$130,200 プロジェクトでは、トリニダード・
トバコ中央銀行（CBTT）・金融研
究所の監督官のアドバイザーを務
めていた金融セクター監督の専門
家の任期が延長された。専門家は、
保険会社と金融コングロマリットの
監督・規制、及び同国の金融セク
ターの脆弱性の分析のために推奨さ
れる報告システムと実務について助
言を提供した。さらに専門家は保険
業と統合的な監督、及び国際的な
リスク評価（報告枠組み、詳細な
規則、リスク評価、各種手続きの
改定など）に関する研修を実施し専
門知識を提供した。

専門家は、このプロジェクトに基づく
目的を達成した。主な目的はすべて、「完
全に完了」または「ほぼ完了」との評
価を受けた。中央銀行総裁と彼のチー
ムは、専門家が、保険セクター監督の
分野における能力強化に長期間取り組
んだことに感謝の意を示した。総裁は、
特に専門家が、(1)リスクベースの監督
の先頭に立ち、(2)監督官に対して直接
的に研修を実施し、(3)保険セクターに
対する法律、規制、及び監督枠組みの
改定に関してCBTTを支援したことを
高く評価した。

パラグアイ $179,400 プロジェクトでは、専門家を3回（各
1カ月）派遣し、当局に対して以下
の支援を行った：(1)国内輸送手続
（道路利用）を見直し、その手続き
を国際基準と同等のものとするこ
と、及び国際輸送手続きの見直し・
再設計を行い、南米南部共同市場
（MERCOSUR）規則の完全遵守を
実現すること、(2)道路輸送手続き
に関連する分野において、保税倉
庫制度の下での物品管理を改善す
ること。

新たな手続きが完成して実施準備が整
っており、関連する2つの法律（関税
法と行政手続法）における若干の改正
に対する当局の承認を待っている状況
である。新たな手続きは、改正京都規
約、他の国際基準、及びMERCOSUR
規則を完全に遵守するものとなってい
る。

添付資料 1B
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JSAに関する日本とIMFの合同評価視察について
目的

この JSAに関する日本と IMFの合同視察は、JSAが現場でどのように利用されているかを日本政府が直接、
把握するために行われるものである。この視察は、（i）受益国当局が JSA資金支援で派遣される専門家の仕事
をどのように評価しているか、（ii）当局が当該支援を有効に活用しているか、（iii）技術支援が改革のプロセス
に役立っているか、という点について調査するものである。また、技術支援政策と運営についても検討が行われる。

実施形態

合同ミッションは通常、日本政府職員2名（財務省1名と日本理事室の代表1名）と IMFスタッフ1名から
構成される。日本政府が視察ミッションの対象となる国とプロジェクトを決めるに当たっては、経済発展や構
造改革の水準、地域・対象分野のバランスなど、配慮すべき多くの考慮に基づいている。

ミッションメンバーは、IMF 本部でのブリーフィングノートの受領又はブリーフィングを受けた後、技術支
援が実施されている受益国を訪問し、ホスト機関（通常は財務大臣、中央銀行総裁、又は中央統計機関の長）、
専門家の直属の担当者（通常は局長）、派遣されている専門家らと面会する。セミナーやトレーニングの場合
には、各セッションやコースの参加者や関係研修施設の人材育成担当者とも面会を行う。会合には関連する他
のドナーも招き、見解を求めるのが通例となっている。

成果

この視察は、1996年度に開始して以降、現時点で16回実施された（21カ国、2地域研修所、太平洋金融技
術支援センター、東アフリカ地域技術支援センター及び中東地域技術支援センターを訪問）。現地視察の結果、
JSAの資金が適正に管理され、現場で有効に使われていることを確認した。全ての視察で、受益国当局は日本
による IMF の技術支援活動に対する資金支援の重要性を認識するとともに、感謝の意思を表明した。この視
察の結果を受け、日本政府は、IMFの技術支援活動に対する JSAによる資金拠出を通じて、強力な支援を継続
している。これまでに実施された視察一覧、及び2010年度に実施された視察の概要は次のとおりである。過
去に実施された視察の概要については、既刊の JSA年次報告を参照されたい。
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合同視察　1996年度～2010年度 1

1.  フィジー及び西サモア（太平洋金融技術支援センターPFTAC） 1996年3月
2. カザフスタン及びキルギス共和国 1996年6月
3.  ザンビア及びジンバブエ 1996年12月
4.  ロシア連邦 1997年7月
5.  ブルガリア及びリトアニア 1998年6月
6.  インドネシア、IMFシンガポール地域研修所及びタイ 1999年6月～7月
7.  ベラルーシ及びスロベニア 2000年6月
8.  アゼルバイジャン及びウィーン研修所 2001年6月
9.  カンボジア及び IMFシンガポール地域研修所 2002年6月
10.  モンゴル及び東ティモール 2002年9月
11.  インドネシア及びフィジー 2003年12月
12.  ボツワナ及び東アフリカ地域技術支援センター 2005年12月
13.  カンボジア、IMFシンガポール地域研修所及びフィリピン 2007年3月
14.  中東地域技術支援センター 2008年5月
15.  カンボジア、IMFシンガポール地域研修所 2009年1月
16.  フィリピン及びフィジー（太平洋金融技術支援センター）、2010年5月

2010年度の合同現地視察

2010年度は、3つのプロジェクトが合同視察の対象として日本政府に選ばれた 2 。フィリピン中央銀行（BSP）
における長期常駐アドバイザーによる銀行監督のプロジェクトが1つ、残りは太平洋金融技術支援センターに
派遣されている2名の常駐アドバイザーによる歳入管理及び複数部門統計のプロジェクトである。全体として、
視察団は、視察の成果に満足し、技術支援プログラムについて3つのプロジェクトの成果に感銘を受けた。 視
察団は、プロジェクトの下で提供される業務の質に対する非常に肯定的な意見に接し、またこれらの重要分野
における支援継続の要請を受けた。

1 スケジュールの都合上、2005 年度には合同視察は実施されなかった。
2 日本－IMF合同視察団のメンバーは、財務省国際機構課の松香圭美課長補佐、IMF日本理事室の今村信介理事補、及び IMF技術支援管
理室シニアテクニカルアシスタンスオフィサーのHarish Mendis。
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フィリピン　2010年5月6日～7日

JSAは、1993年以降、フィリピンに対して23件、総額320万ドルに上る技術支援を行っている。これらの
大部分はフィリピン中央銀行（BSP）に対するものであり、その他に関税局（BOC）、内国歳入庁（BIR）、及
び財務省に対しても拠出している。中央銀行における支援は中央銀行業務の幅広い分野を対象としており、具
体的には、(1)国際的に認知された基準との整合性の確保を目指した、銀行関連の法制度の強化、(2)リスク重
視の検査及び堅固な監督枠組みの実施による銀行監督の強化、及び専門家の昇進コースの確立、(3)金融セク
ター監督の改善、そのための市場リスク検査手続きの強化、複雑な事業グループに対する監督プログラムの設
計、及びAML/CFT要件の遵守状況を評価するための検査手順の強化、(4)外部セクター・国際収支統計の強化、
及び (5)情報技術の近代化などに取り組んでいる。関税局に対する支援の重点は通関と輸入額評価手続きの改
善であり、税関手続きへのASYCUDA（税関データ管理自動システム）の導入などを実施している。内国歳
入庁における支援は、高額納税者部門とコンプライアンスに関するモニタリングの強化、及び税務関連法の強
化に対して提供され、財務省への支援では資金管理が重点項目であった。

2010年度のマニラへの現地視察は、銀行監督に関するアドバイザーの業務について行った。アドバイザーは
中央銀行に常駐し、JSAが資金拠出を行っている。常駐アドバイザーの最終目標は、当局に対し、9,400万人
の国民が利用するフィリピン全土の750行以上の銀行における銀行システムの健全性改善について支援を行う
ことであった。視察団は、常駐アドバイザー、IMFのフィリピン常駐代表、中央銀行総裁、総裁代理、銀行
監督局長など中央銀行幹部と会談した。また、在マニラ日本大使館の職員、及び国際協力機構（JICA）マニ
ラ事務所スタッフとも会合を持った。中央銀行の幹部は、アドバイザーが、(1)オフサイト銀行検査官のリス
クベースの評価、(2)行内研修プログラムの整備、及び (3)研修担当者の育成に対して大いに貢献していると言
及した。フィリピン当局はどのレベルにおいても、アドバイザーの業務内容を理解し、技術支援の実現に尽力
している日本に感謝の意を表した。当局からは、アドバイザー業務の質の高さと中央銀行のスタッフと一体に
なって活動できる能力の高さについて、高い評価を得た。

視察団は、内国歳入庁職員及び財務省職員と面談した。前者は、税務行政に対する短期専門家の派遣を通
じての助言を求めており、後者は、資金管理プロジェクトにおいてJSAが出資した専門家の支援を受けていた。
当局は、IMFと専門家が提供する技術支援の役割及び質の高さを非常に高く評価していた。視察団と JICA及
び日本大使館職員との面談では、日本がフィリピンに幅広く関わっていくことが重点的に協議された。

太平洋金融技術支援センター（PFTAC）　2010年5月10日～11日

太平洋金融技術支援センターは、IMFが実施を担う国連開発計画（UNDP）による費用共同負担の地域
プロジェクトとして、フィジーのスバに1993年に開設された。2002年以降、PFTACは IMFが管理している。
PFTACの目的は、太平洋地域の公的財政管理、歳入行政、金融セクター監督、及び統計分野における組織や
人材の能力強化を支援することである。PFTACは、太平洋島嶼国（クック諸島、ミクロネシア連邦、フィジー、
キリバス、マーシャル諸島、ナウル、ニウエ、パラオ、パプアニューギニア、サモア、ソロモン諸島、トケラウ、
トンガ、ツバル、バヌアツ）を対象としている。PFTACには、公的財政管理、銀行監督、歳入行政、及び統
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計を専門とする4名のアドバイザーが常駐し、アドバイザーを補助する形で短期専門家が派遣される。JSAは、
過去5年間、歳入行政及び複数部門統計分野の常駐アドバイザーの費用に対して出資してきた。

歳入行政アドバイザーの各国に対する支援は、戦略的財政改革近代化計画の実施をサポートするものであり、
その目的は、コンプライアンスの向上、歳入徴収の強化、及び監査機能と納税者サービスの効果の向上である。
歳入行政アドバイザーは、税務関連法案の策定、高額納税者行政、及び専門知識におけるニッチ領域などを
担当する短期技術支援の専門家の業務に対する協力・監督も行っている。

太平洋島嶼国の多くは、PFTACの歳入行政アドバイザーの助言を基に、歳入行政改革を進めている。PFTAC
に派遣されている歳入行政アドバイザーによる重要な成果の一つが、太平洋島嶼国税務行政協会（PITAA）の設
立である。PITAAは、各国の税務担当部局のトップで構成されるフォーラムであり、共通の課題に対する地域レ
ベルの解決策を採用し、PFTACの支援の下でそれらを域内で統一的に実施することを目指す結束力のある集団で
ある。PFTACは、地域で活用される様々なマニュアルやハンドブックを作成し、小規模な島嶼経済に適用可能な
国際的なベスト・プラクティスの実施を目指した別の方策を考案するなどして、域内全体の統一性を確保している。

PFTACに派遣されている複数部門統計アドバイザーの主な目的は、各国における経済政策の策定に資する
よう、国民経済計算（NA）、物価、国際収支・対外債務（BOP）、通貨・金融（MFS）、政府財政（GFS）の
各統計の作成能力を継続的に強化することである。アドバイザーは、太平洋島嶼国に対するBOP及び国民経
済計算に関するミッションの大部分に参加し、地域における統計の研修コースの実施を支援している。国際収
支・対外債務統計や国民経済計算統計の編纂方法、及び多くの国のソースデータの利用においては明らかな改
善が見られる。すでに実現している改善を持続する力のある国では、政府財政統計、通貨・金融統計、物価統
計にも確実な進展が見られる。アドバイザーが研修を特に重視していることが、マクロ統計の概念、データソ
ース、及び編纂方法に関する地元のカウンターパートの知識と理解の目覚ましい向上につながっている。JSA
はこの他に、フィジー、ソロモン諸島、トンガ、及びサモアにおいて、短期専門家が常駐アドバイザーの監督
の下で取り組んでいる輸入価格指数の整備についても資金を拠出している。

訪問期間中、視察団は、JSAが出資する2名のアドバイザーの業務に関する意見を収集した。視察団は、
PFTACのコーディネーター、歳入行政アドバイザー、フィジー準備銀行の代表者、歳入・関税当局、統計
局、及び太平洋地域で活動する他の開発パートナーとの間で協議を行った。当局は、2名のアドバイザーの業務、
及びPFTAC全般について非常に高く評価した。協議の中で彼らが要請した唯一の改善点は、太平洋地域の大
規模な需要を満たすための、資金と人材（リソース）の増大であった。

開発パートナーは、PFTACに対する日本の強力な支援に感謝の意を示し、さらに、2名の常駐アドバイザー
には非常に感謝していること、そして、太平洋地域においてPFTACが不可欠の存在であり、最も評価の高い
組織であるという彼らの見解を繰り返し表明した。加えて、PFTACについて、ドナー間の調整が機能してい
る優れた例であると評した。
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日本管理勘定（JSA）
2010年度財務諸表

特定活動にかかる
日本管理勘定

技術支援活動のため
のフレームワーク管
理勘定―博士号取得
のための奨学金にか
かるサブアカウント

特定活動のための枠組み
管理勘定̶特定活動にか
かる日本サブアカウント

 2010 2009 2010 2009 2010 2009

 （千米ドル）

貸借対照表（2010年4月末日、2009年4月末日現在）
資産       
現金及び現金に準ずるもの 13,074 22,442 — 1,137 17,833 —

資産計 13,074 22,442 — 1,137 17,833 —

       

財源       

財源合計 13,074 22,442 — 1,137 17,833 —

I損益計算書及び財源の変動
（2010年4月末日、2009年4月末日で終わる各年度）
期首残高 22,442 20,509 1,137 1,025 — —

投資収入 35 290 — 20 — —

拠出金の受領 25,863 20,963 1,302 1,586 19,480 —

拠出金の移転 (18,062) — (1,418) — (400) —

受益国へ又は受益国のための支出 (17,204) (19,320) (1,021) (1,494) (1,247) —

財源の変動（ネット） (9,368) 1,933 (1,137) 112 17,833 —

年度末残高 13,074 22,442 — 1,137 17,833 —

注：IMFは、IMF本体の勘定についての年次監査と併せて、外部監査人によるJSAの年次監査を行っているほか、日本当局に提出する
ための独立した監査証明書も発行している。
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IMFを通じた日本の技術支援活動等に関する年次報告書
2010年度
国際通貨基金


